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           午前10時00分 開会 

 

 ◎開会・開議 

○議長（甲部昭夫議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は14名です。定足数

に達しております。 

 ただいまから平成27年第６回中能登町議会

定例会を開会します。 

 諸般の報告をします。 

 ９月定例会で可決されました地方創生に係

る新型交付金等の財源確保を求める意見書、

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡

充を求める意見書、以上２件は、内閣総理大

臣を初め関係方面に提出しておきましたの

で、ご了承を願います。 

 加えて、地方自治法第121条の規定による

本会議に出席する者を別紙の説明員職氏名一

覧表としてお手元に配付しましたので、ご了

承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118条の規定により、11番 古玉栄治議員、

12番 若狭明彦議員を指名します。 

 

 ◎会期の決定 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第２ 会期の

決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から12月18日まで

の９日間としたいと思います。これに異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、会期は本日から12月18日までの９

日間とすることに決定しました。 

 

 ◎決議第３号 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第３ 決議第

３号 議員派遣の件を議題といたします。 

 議案書は、その１、１ページとなります。 

 お諮りいたします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付の

とおり、地方自治法第100条第13項及び会議

規則第127条の規定により派遣することにし

たいと思います。これにご異議ございません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、決議第３号 議員派遣の件は、お

手元に配付のとおり派遣することに決定しま

した。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第４ 議案の

一括上程 

 議案第71号 中能登町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の制定について 

 議案第72号 中能登町個人番号カードの利

用に関する条例の制定について 

 議案第73号 中能登町下水道等供用開始区

域内し尿等処分手数料徴収条例の制定につい

て 

 議案第74号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について 

 議案第75号 中能登町税条例等の一部を改

正する条例について 

 議案第76号 中能登町手数料条例の一部を

改正する条例について 
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 議案第77号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について 

 議案第78号 中能登町介護保険条例の一部

を改正する条例について 

 議案第79号 中能登町廃棄物の減量化及び

適正処理等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第80号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について 

 議案第81号 中能登町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第82号 町道路線の変更について 

 議案第83号 字の区域及び小字の名称の変

更について 

 議案第84号 平成27年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第85号 平成27年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第86号 平成27年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第87号 平成27年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算 

 議案第88号 平成27年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第89号 平成27年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 請願第８号 マイナンバー制度の円滑な運

営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求め

る請願書 

 請願第９号 地方大学の機能強化を求める

請願書 

 以上、議案19件及び請願２件を一括して議

題とします。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（甲部昭夫議員） 町長から議案につ

いて提案理由の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 皆さん、おはようございま

す。 

 提案理由の説明を行います。 

 本日ここに、平成27年第６回中能登町議会

定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には公私ともに何かとご多用の中、ご出席を

いただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

 師走も中旬に入り、慌ただしく年の瀬を迎

えようとしております。 

 ことしを振り返ってみますと、中能登町に

おいては、幸いにも豪雨、台風などによる気

象災害の発生はありませんでした。しかし全

国的には、局地的な集中豪雨や地震の発生、

また火山活動の活発化などさまざまな自然災

害が発生をしており、油断のできない状況に

あります。 

 災害の発生は予測不可能でありますが、過

去の災害を教訓とし、常日ごろから災害に備

え、被害を最小限に抑えられるように防災、

減災対策を進めていかなければなりません。 

 町といたしましては、毎年、防災総合訓練

を行い、各関係機関との連携を確認しており

ますが、各地区においても自主防災訓練を実

施していただいており、今年度は年度末まで

に24の地区で実施される予定です。今後とも

各地区においては避難行動要支援者台帳を活

用した避難訓練など定期的な防災訓練を実施

していただき、自助、公助、共助それぞれの

立場で防災意識を高め、町民の皆様の安全と

安心を確保してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、「道の駅」織姫の里なかのとについ

て申し上げます。 

 「道の駅」織姫の里なかのとが、観光情報

の発信、地産地消による産業振興、災害時の

防災拠点などの役割を担い、交流施設として

開業してから１年半がたちました。 

 当初計画の年間利用客数13万人の予測に対

し、開業１年目の実績は、レジを通過して商

品を購入した方のみの集計で約16万人の利用
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客がありました。また年間売上高は、目標と

しておりました１億円を超え、約１億6,000

万円の実績がありました。 

 この１年目の実績を継続し発展すべく、６

月に指定管理者の能登わかば農協と町で組織

する織姫の里なかのと活性化委員会を立ち上

げ、また10月には、道の駅へ出荷している生

産者で組織した織姫ファイトプロジェクトが

設立され、農産物の生産販売力を高める運営

活動をしております。 

 今後ともカラー野菜など特色ある商品の販

売を促進し、また特産品を生かした各種イベ

ントを開催するなど中能登町の魅力をアピー

ルし、集客力の強化を図っていきたいと考え

ております。 

 次に、地方創生について申し上げます。 

 地方創生につきましては、３月に町長を本

部長とし各課長級で組織する中能登町まち・

ひと・しごと創生本部を設置し、各課に関係

する取り組みを取りまとめております。そし

て先般、産学官及び金融、労働分野の有識者

及び町内各種団体の代表者18名で構成する中

能登町まち・ひと・しごと創生有識者会議を

開催し、今後数回にわたり会議を開き、ご意

見、ご提案をいただきます。 

 また、６月に実施した町民アンケートの結

果も踏まえて、来年３月には中能登町人口ビ

ジョン・総合戦略を策定し、国に提出する予

定です。原案が固まりましたら議員の皆様に

お示しをし、忌憚のないご意見を伺いたいと

考えておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 それでは、本定例会に提案をいたしました

議案の主な内容について、順次説明をいたし

ます。 

 議案第71号から第81号までの11案は、いず

れも条例の制定及び改正についてでありま

す。 

 最初に、議案第71号は、中能登町行政手続

における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

に関する条例の制定についてであります。 

 この条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律、いわゆる番号法の規定に基づき、個人番

号の利用に関し必要な事項を定めるため制定

するものであります。 

 次に、議案第72号 中能登町個人番号カー

ドの利用に関する条例の制定についてであり

ます。 

 この条例は、番号法の規定に基づき、個人

番号カードを利用する事務を条例で定める必

要があるため制定するものであります。 

 次に、議案第73号 中能登町下水道等供用

開始区域内し尿等処分手数料徴収条例の制定

についてであります。 

 この条例は、下水道等が供用開始されて３

年を経過した区域から発生するし尿等の処分

手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるた

め制定するものであります。 

 次に、議案第74号 中能登町印鑑条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、印鑑登録証明書の交付につい

て、番号法による個人番号カードを利用し証

明書を交付できるようにするための改正を行

うものです。 

 次に、議案第75号 中能登町税条例等の一

部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、地方税法等の一部改正に伴

い、徴収猶予等に関し所要の改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第76号 中能登町手数料条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、別表中、廃棄物の収集、運搬

等の手数料を削る改正を行うものでありま

す。 

 次に、議案第77号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 この条例は、国保税の減免申請期限を変更
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するなどの改正を行うものであります。 

 次に、議案第78号 中能登町介護保険条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、番号法の施行に伴い、事務の

一部で番号利用事務となるものがあるため所

要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第79号 中能登町廃棄物の減量

化及び適正処理等に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 この条例は、廃棄物、し尿等の処理手数料

等を新たに定めるものであります。 

 次に、議案第80号 中能登町体育施設条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、体育施設の利用料の見直しに

伴い、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第81号 中能登町災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであります。 

 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する

法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

のであります。 

 次に、議案第82号 町道路線の変更につい

てであります。 

 今回、西馬場地内の２路線について終点及

び路線番号の変更を行うものであります。 

 次に、議案第83号 字の区域及び小字の名

称の変更についてであります。 

 これは、県営圃場整備事業による区画形状

の変更に伴い、東馬場地区の字の区域及び小

字の名称を変更するものであります。 

 次に、議案第84号 平成27年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ２億507万7,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ105億7,358万5,000円とするもので

あります。 

 また、第２表の債務負担行為補正につきま

しては、ごみ収集運搬業務委託として、平成

28年度までを期間とし4,500万円を計上する

ものであります。 

 また、第３表地方債補正につきましては、

励志館、鹿西公民館解体及び林道城石線災害

復旧工事に係る所要額を計上したものであり

ます。 

 補正予算の主なものは、歳入では、町債で

教育施設石綿対策事業債１億2,310万円を増

額し、財源調整のための財政調整基金繰入金

4,941万3,000円を減額するものであります。 

 また、ふるさと応援寄附金として８名の

方々から合わせて73万円をいただいたもの

で、ここに改めて厚くお礼を申し上げます。

なお、寄附金は、ふるさと応援基金に積み立

て、今後、有効に活用させていただきます。 

 次に、歳出の主なものとしましては、県営

土地改良事業費で東馬場地区換地清算金の決

定により5,002万2,000円を増額し、また、カ

ルチャーセンター等費で鹿西公民館解体工事

の増工により3,797万6,000円を増額するもの

であります。 

 次に、議案第85号 平成27年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

96万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億1,679万2,000円とす

るものであります。 

 この補正予算は、後期高齢者医療広域連合

納付金で保険基盤安定負担金を増額するもの

であります。 

 次に、議案第86号 平成27年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ351万

7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ22億9,877万円とするもので

あります。 

 補正予算の主なものは、一般管理費におい

て介護報酬の改正に伴うシステム改修費を増

額するものであります。 

 次に、議案第87号 平成27年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算につきましては、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
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1,459万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ17億2,221万円とするもの

であります。 

 また、第２表の債務負担行為補正につきま

しては、公共下水道処理施設維持管理業務委

託等４つの委託事業に係る債務負担行為を追

加するものであり、いずれも平成28年度まで

を期間とするものであります。 

 また、第３表の地方債補正では、特定環境

保全公共下水道事業債について必要額を補正

するものであります。 

 補正予算の主なものは、農業集落排水施設

管理費で、鹿西東部浄化センターの返送汚泥

ポンプの老朽化等により施設修繕料300万円

を増額し、あわせて交付決定により委託費及

び工事請負費等を減額するものであります。 

 次に、議案第88号 平成27年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ202万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億1,433万8,000円とす

るものであります。 

 補正予算の主なものは、光ケーブル引き込

み工事費162万円を増額するものでありま

す。 

 次に、議案第89号 平成27年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、収益的

支出で職員手当を増額するものであります。 

 また、債務負担行為につきましては、上水

道施設維持管理業務委託として570万円を、

また水質検査業務委託として440万円を追加

し、期間をいずれも平成28年度までとするも

のであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

きその大要をご説明申し上げましたが、議員

各位におかれましては、慎重なるご審議をい

ただき、適切なる議決を賜りますようお願い

を申し上げまして、提案理由の説明を終わり

ます。 

○議長（甲部昭夫議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 ここで私から訂正をさせていただきます。 

 先ほどの上程議案の請願２件について、請

願番号を誤っておりました。正しくは、請願

第８号 地方大学の機能強化を求める請願

書、請願第９号 マイナンバー制度の円滑な

運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求

める請願書。 

 以上、訂正をします。 

 

 ◎議案説明及び質疑 

○議長（甲部昭夫議員） これより、第６回

定例会に上程されています議案第71号から議

案第89号について、議案の説明及び質疑を行

います。 

 これより上程議案の説明に入りますが、執

行部におかれましては、簡潔、明瞭で的確な

ものとされるよう要請をいたしておきます。 

 質疑については、同一の質疑は３回までと

なっておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 最初に、議案第71号 中能登町行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に

関する条例の制定について説明を求めます。 

 議案書は、１ページから６ページまでとな

ります。 

 堀内参事兼総務課長 

  〔堀内浩一参事兼総務課長登壇〕 

○堀内浩一参事兼総務課長 それでは、議案

書の１ページをお願いいたします。 

 議案第71号 中能登町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の制定でございます。 

 続いて、議案書の３ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 別添の資料につきましては１ページから２

ページとなります。 

 本条例につきましては、平成28年１月から
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マイナンバーの利用が開始されるに伴い、

国、県、市町村間の事務または町において異

なる部署間の事務において特定個人情報を提

供する場合は、その事務の内容を条例で規定

する必要があるため、この条例を定めるもの

でございます。 

 条文の内容につきましては、第１条から第

３条までは趣旨、用語の意義、町の責務を規

定しております。第４条においては番号法の

利用範囲を規定しているものでございます。 

 ４ページ、５ページ、６ページでございま

すが、別表において町長が行う13項目の事務

を規定しているものでございます。 

 なお、施行につきましては平成28年１月１

日からとするものでございます。 

 説明は以上のとおりでございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第71号について質疑の方はございま

せんか。ありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第72号 中能登町個人番号カー

ドの利用に関する条例の制定について説明を

求めます。 

 議案書は７ページから９ページとなりま

す。 

 堀内参事兼総務課長 

○堀内浩一参事兼総務課長 続きまして、議

案第72号、議案書の７ページをお願いいたし

ます。 

 中能登町個人番号カードの利用に関する条

例の制定についてでございます。 

 続いて、議案書９ページをお開き願いたい

と思います。資料につきましては３ページと

なります。 

 本条例は、番号法の規定に基づき、個人番

号カードを利用する事務は条例で規定する必

要があり、今回、戸籍の全部事項証明書ほか

全部でアからオの５つの項目の証明書の交付

について規定をするものでございます。な

お、今後ほかにも番号カードを利用する事務

をふやす場合は、本条例に追加して規定する

必要があります。 

 条文の内容につきましては、第１条に趣旨

を規定し、第２条では、個人番号カードを利

用できる事務として今申し上げました５つの

証明書等の交付事務としているものでござい

ます。 

 本条例の施行につきましては平成28年の１

月１日からとするものでございます。 

 以上、説明を終わります。よろしくお願い

いたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第72号について質疑の方はございま

せんか。 

 ７番 諏訪議員 

  〔７番（諏訪良一議員）登壇〕 

○７番（諏訪良一議員） おはようございま

す。 

 この個人番号制度の運用については以前に

も一般質問をしておりますが、その後、町民

の方々は余り周知徹底していないというよう

な声をよく聞くわけですが、どのようにこれ

までこの周知徹底ということについて、実

施、運用については年明けてスタートするわ

けですが、これまでにどのような行動をとら

れているか。また、あと運用までにわずかな

期間しか残っておりませんが、どのような行

動をとられるのかを伺いたいと思います。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 諏訪議員の質疑

にお答えいたします。 

 これまでの周知については、町の広報、そ

れからホームページ等で紹介してきたわけで

ございますが、議員おっしゃるとおり十分な

周知というのは図られてない面は確かにある

かと思います。 

 一遍に何度も何度も大量の情報をお伝えし
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ても町民の方はわかりにくい面があるかと思

いますが、小まめに今後とも町の広報、それ

からホームページ、それからご要望がある場

合にはいろんな場所へ説明に出かけていって

周知を図ってまいりたいと思います。 

 確かに来年の１月から実施が開始されます

が、それまでに十分な説明というのはできて

ないと思いますので、今後、継続的に周知を

図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） 先ほど申請用紙が

届いておりますが、申請してもいいのか、し

なくてもいいのか、しない場合にはどうなる

のか、全くそのあたりがまだ我々も十分承知

していないというような面です。ですから町

当局から考えますと、情報は十分に流してい

るから皆さん方はもう理解されているという

ように考えておられると思うんですが、そん

なに読むような情報は読んでおらないのが実

態ではなかろうかなと思うんですね。 

 そういうことから、恐らく質問も相当来て

いることとは思いますが、まだまだわかりや

すいような情報を流していただきたい。ケー

ブルテレビあたりも十分活用されて、見る情

報を提供していただきたいとお願いして、質

問を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

 若狭議員 

  〔12番（若狭明彦議員）登壇〕 

○12番（若狭明彦議員） ただいま個人番号

制度の説明されたわけなんですが、想像する

と個人番号をつけるときに準備が要ります。

来年の１月１日からそういうことができるの

かどうか。固定資産なり税金、いろんなこと

でちゃんと資料づくりせないかんと思うんで

すが、そういう人件費とかその体制が整って

いるのかどうか、説明願います。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 若狭議員の質疑

にお答えいたします。 

 国の制度として、町はこの番号制度を受け

て実施するわけですが、余りにも膨大な手続

事務、準備事務がありまして、実際問題とし

ては十分に十二分と言える体制はできてない

面があるかと思います。 

 ただ、住民の方々にご迷惑とならないよう

に、今後、必要に応じて人員をふやすなりし

て対応を図ってまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） やはり町民の方、

イコール国民の方なんですが、いろいろと不

安がっているんですよね。 

 例えばの話が、これに基づいて銀行間の取

引も当然あるやろうと思うし、固定資産とか

税金問題、そういうところまでみんな個人情

報のばらまきじゃないかと、そういうふうな

解釈もされておられる方もおいでます。 

 ある金融機関なんかでも、おい、これから

どうするんだと。銀行間でその人の借り入れ

が全部出てくると。その反面、預金も出てき

ますと。これからの先、私ら老人はどうすれ

ばいいんだねというふうな問いかけもあるん

ですが、私自身もそういう点は理解しません

と。なるしかならんがいねという言い方もし

ているんですが、そういう点はどういうふう

な見方しておられますか。 

 ということは、いろいろな個人情報の漏え

いという問題出てくると思う。今まで高額取

引とか裏の金融機関の関係とかでやっぱり個

人情報も漏れています。これするとなおさら

漏れるというふうなこと、そういうことは想

像はしてないんですか。その点、いいことも

あれば悪いことも当然あるんですが、想像し

ながら予定していますか、どうですか。 
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○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 情報の漏えいに

ついての質疑にお答えいたします。 

 町職員が取り扱うそういう情報について

は、セキュリティポリシーというきちっとし

た規定をつくって、それを遵守していく形で

情報漏れを防いでいく考えでありますが、民

間企業におけるそういう情報漏れということ

も当然出てくる可能性があると思います。そ

の点については町ではちょっと対応し切れな

い面がありますので、それをどうのと言われ

ましても答弁はちょっと難しいかなと思いま

す。 

 取り扱う金融機関は金融機関で、きっちり

としたそういう情報漏れの対策をやっている

かと思いますので、それを信用していくこと

しか今の時点ではないのではないかと思いま

す。 

 以上です。 

○12番（若狭明彦議員） そこをまたきちっ

と検討してやっていただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかございません

か。 

 宮下議員 

  〔８番（宮下為幸議員）登壇〕 

○８番（宮下為幸議員） ９ページの第２条

ですけれども、これは意味がなかなかわかり

ませんので、ちょっと説明してもらえません

かね。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 宮下議員の質疑

にお答えいたします。 

 第２条ですね。個人番号カードの交付を受

けている者は、これは一般町民ということで

ご理解いただけると思うんですが、多機能端

末機、本庁の電子計算機、本庁に置くコンピ

ュータと通信回線により接続された民間事業

者が設置する端末機というのは、町内のコン

ビニでそういうサービスを受けられるという

ことでそういう端末機を置くことにしており

ますが、その機械を言っているものです。コ

ンビニに設置される機械で、個人番号カード

を利用して自動的に証明書等の、今後はアか

らオまでの５つの証明書を交付することがで

きるというものでございます。 

 なお、時間については、役場の開庁時間以

外の早朝から11時半でしたかね、はっきり時

間は今ちょっと覚えてないんですが、夜遅く

までそういう利用ができるということになり

ます。あと休日、土曜、祝日についてもその

ような時間で利用ができるということになり

ます。 

 以上ですが。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） わかりました。 

 そうしたら、この番号がついて、例えばコ

ンビニとかも出されるわけやね。例えば財産

を相続するときとかそういうときに、司法書

士とか行政書士が今やったら役場で申請すれ

ばとりにこられますね。印鑑証明はだめやと

思うんですが。その辺はどういうがになって

くるんですか。例えば戸籍謄本をとるとか第

三者がとっていくというのは、そんなんはど

ういうふうな形になっていくのか。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 そのようなこと

については、個人番号を所有する本人しか利

用できないということになります。かわって

誰かがそれを利用することはできないという

ことでございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） 今までの場合や

と、委任したら司法書士なりがとりにいくこ

とできたんですか。 

○議長（甲部昭夫議員） 平岡住民福祉課長 

  〔平岡重信住民福祉課長登壇〕 
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○平岡重信住民福祉課長 戸籍については、

親族等が窓口で交付を受けることができま

す。コンビニでは、今総務課長言われたよう

に、個人番号カード、みずから持っている者

しか交付を受けることはできません。役場の

窓口では従来どおりの交付を受けることがで

きることとなっております。 

 以上です。 

○８番（宮下為幸議員） これで３回、だめ

なんやね。 

○議長（甲部昭夫議員） 今は結論出とらん

みたいやから、もう一遍認めます。 

○８番（宮下為幸議員） 例えば司法書士が

かわって要するに代理でとってきますと、と

りにいくことはできるんですね。そういうこ

とが今後どうなるかということ。 

○議長（甲部昭夫議員） 平岡住民福祉課長 

○平岡重信住民福祉課長 今ほどの質疑です

けれども、今までどおり窓口の対応について

はできることになっております。 

○８番（宮下為幸議員） わかりました。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかにありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第73号 中能登町下水道等供用

開始区域内し尿等処分手数料徴収条例の制定

について説明を求めます。 

 議案書は11ページから13ページとなりま

す。 

 長元参事兼保健環境課長 

  〔長元健次参事兼保健環境課長登壇〕 

○長元健次参事兼保健環境課長 それでは、

議案書の11ページをごらんください。 

 議案第73号でございます。中能登町下水道

等供用開始区域内し尿等処分手数料徴収条例

の制定についてでございます。 

 これにつきましては、別添の条例等提出案

件資料のほうで説明をさせていただきたいと

存じます。それでは、５ページのほうをお願

いいたします。 

 今ほど申し上げました条例の制定の概要を

申し上げます。 

 まず、その理由でございますけれども、下

水道法では、下水道が供用開始されてから３

年以内に家庭等の便所等を改修し、下水道に

接続しなければならないことになっておりま

す。それで、下水道供用開始区域内でありな

がら下水道に接続していない家庭等から、な

なかクリーンセンターに搬入されたし尿等に

ついては、その処理費用について個人が負担

する手数料、今現在はキロリットル当たり

204円でございますが、それとは別に町が七

尾市に委託料として別に負担をしておりま

す。これは、町民の不公平の解消を図るため

に、この委託料に対して応分の負担を求める

ものでございます。 

 制定の概要でございます。七尾市に委託し

ているし尿等の処理について、当該し尿等処

理委託料を発生したし尿等の数量で除した額

を単価として、し尿等の処分を依頼した者か

ら徴収するものであります。ただし、下水道

の本管が自宅前に来ていないなど下水道へ接

続できない家庭等については、その対象から

除くものでございます。 

 その下に単価の算定根拠ということでお示

ししてございます。これは平成26年度の実績

に基づいたものでございます。まず七尾市へ

の委託料として年間655万7,000円、町からお

支払いしております。し尿等の処理量として

年間ですけれども2,061キロリットル、し尿

等の処理をしております。それを割りますと

3,181円となります。この数値に基づきまし

て、し尿等処分手数料としてキロリットル当

たり3,000円とするものでございます。 

 なお、施行の期日でございますが、平成28

年７月１日でございます。 

 それでは、議案書の13ページのほうを改め

てごらんください。 
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 それでは、この条例についてご説明申し上

げます。 

 まず、第１条では趣旨ということで、この

条例は、町内の下水道等の供用開始区域から

発生し、ななかクリーンセンターへ搬入する

し尿等の処分手数料の徴収に関し必要な事項

を定めるものでございます。 

 第２条では定義、１号では下水道等。２号

ではし尿等。これにつきましては、くみ取り

便所から発生するし尿、及び浄化槽法第２条

第１項に定める浄化槽から発生する汚泥を指

しております。 

 第３条では対象区域でございます。この条

例の対象区域は、公共下水道事業、農業集落

排水事業または町設置型個別配水処理事業に

より下水道が供用開始されて３年を経過した

区域とするものであります。 

 第４条では手数料の徴収ということでござ

います。前条で定める区域の手数料は、し尿

等の処分を依頼した者から徴収するというこ

とで、第２項では、前項の手数料は1,000リ

ットル当たり3,000円を乗じて得た額という

ことでございます。 

 第５条では手数料の減免、第６条では委任

ということでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第73号について質疑の方はございま

せんか。 

 １番 土本議員 

  〔１番（土本 稔議員）登壇〕 

○１番（土本 稔議員） それでは、２点お

伺いいたします。 

 １点目ですが、手数料は町みずからが徴収

するのかということと。 

 ２点目は、この条例は、ななかクリーンセ

ンターに搬入するため、現在建設中であるバ

イオメタン施設の完成までの条例であって、

約７カ月の条例と考えますが、やはり町民に

負担を求めるなら、なぜこのタイミングなの

か。周知期間を考えれば、もっと早目に提出

すべきものではなかったのか。 

 この２点を伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 長元参事兼保健環

境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 今ほどの土

本議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、この手数料の徴収は誰がするかとい

うことでございますが、実質し尿をくみ取り

している事業者にお願いをすることとしてお

ります。 

 もう１点ですけれども、なぜこの時期にこ

ういった処分手数料を条例化して徴収するの

かというふうな質疑だったかと思います。 

 おっしゃるとおり確かにもっと早くする必

要もあったかとは思いますけれども、今ほど

私申し上げましたとおり、施行の日を７月１

日からということで、供用開始までの期間は

確かに９カ月ですか、少ないんですけれど

も、これにつきましては、まず１点目といた

しましては、し尿の処分の手数料について

は、個人は確かにご負担はされております。

しかしながら、本来下水道につなげればこの

ような手数料といいますか、七尾市のほうに

処理委託料として公費で多大な金額を支払っ

ているところでございます。今ほどご説明申

し上げましたとおり平成26年度で655万7,000

円というふうな額を町の経費からお支払いし

ております。そういったことについて、まだ

下水道に接続していない方にご理解を求める

ということがまず目的として考えておりまし

たし、議員おっしゃるとおり、平成29年４月

１日から新しいバイオマス発酵施設ができ

て、そちらのほうにし尿を搬入することにな

るわけなんですけれども、この条例で１キロ

リットル当たり3,000円で、新たな施設がで

きたときには、後ほどご説明いたしますけれ

ども、中能登町廃棄物の減量化及び適正処理

等に関する条例の一部を改正する条例で説明

いたしますけれども、そのときの手数料とし
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てトン当たり２万円ということとしますが、

規則で6,000円というようなことで減額して

徴収をする予定でおります。 

 そういったことで、前段で3,000円、その

後、29年度からは6,000円ということで、し

尿の処分の手数料の激変緩和を狙ったもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） 料金のことについ

ては、数量で割っておるだけなのでそれは理

解するんですが、広域圏が解散してもう２年

以上たっている中で、このタイミングとい

う、もっと早い段階で提出されるべき問題で

はなかったかなというふうに私は思います。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかにありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第74号 中能登町印鑑条例の一

部を改正する条例について説明を求めます。 

 議案書は15ページから17ページとなりま

す。 

 平岡住民福祉課長 

○平岡重信住民福祉課長 15ページをお願い

します。 

 議案第74号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例についてでございます。 

 続きまして、17ページをお願いします。資

料では７ページに新旧対照表をつけてござい

ます。 

 それでは説明させていただきます。 

 現在の条例では、印鑑登録証を提示して印

鑑登録証明書交付申請書により申請しなけれ

ばならないということで条例にうたってあり

ます。 

 そのことを、17条第１項におきましては、

役場の窓口で個人番号カードを添えて申請し

た場合は、印鑑登録証の添付を省略すること

ができることとするものでございます。 

 それから、中段の17条２項につきまして

は、１項の改正により印鑑登録証の字句を削

除するものでございます。 

 それから、一番下の３項になりますけれど

も、個人番号カードを利用してコンビニの多

機能端末機で印鑑登録証の交付を受けること

ができるとするものでございます。 

 いずれにつきましても、利用者証明用電子

証明書があるものに限るものでございます。 

 この条例一部改正の施行は平成28年１月１

日とするものでございます。 

 従来どおり印鑑登録証を提示して窓口で印

鑑証明の交付を受けることもできます。それ

は継続してできるようになっております。 

 説明は以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第74号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

すので、ここで、11時15分まで休憩といたし

ます。 

           午前11時03分 休憩 

 

           午前11時15分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 会議を再開いたし

ます。 

 次に、議案第75号 中能登町税条例等の一

部を改正する条例について説明を求めます。 

 議案書は19ページから25ページとなりま

す。 

 古川税務課長 

  〔古川利宣税務課長登壇〕 

○古川利宣税務課長 議案書は19ページをお

願いします。 

 議案第75号 中能登町税条例等の一部を改

正する条例についてご説明いたします。 

 資料の９ページをお願いいたします。 
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 中能登町税条例の一部改正ですが、これは

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行

うものです。施行期日は平成28年４月１日で

す。 

 次に、中能登町税条例等の一部を改正する

条例の一部改正ですが、これは地方税法施行

規則等の一部を改正する省令に伴い、所要の

改正を行うものです。施行期日は公布の日で

あります。 

 10ページをお開きください。 

 中能登町税条例の一部改正についてです。 

 新旧対照表は13ページから18ページとなり

ます。 

 改正の趣旨ですが、平成27年度税制改正に

おいて、地方税の猶予制度について、納税者

の負担の軽減を図るとともに早期かつ的確な

納税の履行を確保する観点から、平成26年度

税制改正における国税の見直しと同様、新た

に納税者の申請に基づく換価の猶予制度を設

けるとともに、徴収猶予及び換価の猶予につ

いて所要の見直しを行うこととされました。 

 また、その際には、地方分権を推進する観

点や地方税に関する地域の実情がさまざまで

あることなどを踏まえ、猶予に係る担保の徴

収基準などの一定の事項については各地域の

実情等に応じて条例で定めることとされたこ

とから、中能登町税条例に規定を追加するも

のです。 

 次に、主な改正内容です。 

 猶予に係る徴収金の分割納付等についてで

す。猶予に係る徴収金の納付は、財産の状況

その他の事情から見て合理的かつ妥当なもの

に分割または期限を定めて納付させることと

します。 

 次に、猶予申請における記載事項について

です。申請書に定める事項は、一時に納付す

ることができない事情、猶予を受ける金額及

び期間、分割納付する金額及び期間、担保を

提供する場合ですが担保の内容です。 

 次に、猶予申請書に添付する書類について

ですが、申請書に添付する書類は、事実を証

する書類、資産及び負債の状況を明らかにす

る書類、収支の状況（実績及び今後の見込

み）を明らかにする書類となります。担保を

提供する場合ですが担保に関する書類です。 

 11ページをお願いします。 

 担保の徴収基準ですが、次の場合は担保を

不徴取とします。猶予に係る金額が100万円

以下の場合、猶予期間が３カ月以内の場合、

特別な事情がある場合、以上の場合は担保を

徴する必要がありません。 

 次に、猶予申請の訂正期限についてです

が、申請書に不備等があった場合の訂正期限

を通知を受けた日から20日以内とします。 

 次に、申請による換価の猶予の申請期限に

ついてですが、換価の猶予の申請期限を納期

限から６カ月以内とします。 

 以上が主な改正内容であります。 

 今回の改正では幾つかの事項が町の条例に

委任されていますが、中能登町税条例を定め

るに当たっては、全て国税の基準に準拠する

規定としています。 

 次に、12ページをお願いします。 

 中能登町税条例等の一部を改正する条例の

一部改正についてです。 

 新旧対照表は19ページから21ページとなり

ます。 

 改正の概要ですが、番号法改正に伴って改

正した中能登町税条例等の一部を改正する条

例の未執行部分の改正です。 

 主な改正内容ですが、当初、納付書及び納

入書に法人番号を記載するものでしたが、当

面見送りとなったことや、また逆に法人番号

を記載するものとなった申請書などについて

定めてあります。 

 説明は以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第75号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 
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○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第76号 中能登町手数料条例の

一部を改正する条例について説明を求めま

す。 

 議案書は27ページから29ページとなりま

す。 

 長元参事兼保健環境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 それでは、

議案書の27ページをごらんください。 

 議案第76号でございます。中能登町手数料

条例の一部を改正する条例についてご説明申

し上げます。 

 29ページをお開きください。 

 中能登町手数料条例の一部を改正する条例

ということでございます。 

 中能登町手数料条例の一部を次のように改

正するということでございまして、新旧対照

表につきましては条例等提出案件資料の37ペ

ージでございます。 

 この29ページでご説明申し上げますが、別

表中の下をごらんください。 

 手数料を徴収する事項、手数料の金額とい

う欄がございます。その次に、その他の証明

ということで１件につき300円となってござ

います。次に、家庭系廃棄物の収集、運搬。

ここから、３つ下がりまして、浄化槽法第35

条第１項の規定による浄化槽清掃業の許可申

請に対する審査、１件につき10,000円までを

削除するものでございます。 

 この条例についてですけれども、定めてい

る手数料を徴収する事項とその金額を後ほど

ご説明させていただきます中能登町廃棄物の

減量化及び適正処理等に関する条例の一部を

改正する条例に改めて定めるため、関係する

事項を削除するものでございます。 

 なお、この条例につきましては公布の日か

ら施行するものでございます。 

 ご説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第76号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第77号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について説明を

求めます。 

 議案書は31ページから33ページとなりま

す。 

 長元参事兼保健環境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 それでは、

議案書の31ページをごらんください。 

 議案第77号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでございま

す。 

 33ページをごらんください。 

 中能登町国民健康保険税条例の一部を次の

ように改正するというものでございます。 

 第26条第２号中「納期限前７日」を「納期

限」に改め、同項第１号中「及び住所」を

「、住所及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号）第２条第５

項に規定する個人番号をいう。）」に改める

ものでございます。 

 これにつきましては、国民健康保険税の減

免を受けようとするときに中能登町税条例と

同様の申請期限に改め、減免申請書には氏名

のほかに新たに個人番号を加えるものでござ

います。 

 この条例の施行につきましては平成28年１

月１日からでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第77号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま
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す。 

 次に、議案第78号 中能登町介護保険条例

の一部を改正する条例について説明を求めま

す。 

 議案書は35ページから37ページとなりま

す。 

 道善長寿介護課長 

  〔道善まり子長寿介護課長登壇〕 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書35ページをお願いいたします。 

 議案第78号 中能登町介護保険条例の一部

を改正する条例について説明を申し上げま

す。 

 議案書の37ページ、資料は27ページをお願

いいたします。 

 この条例の一部改正につきましては、平成

28年１月１日から個人番号の利用が開始され

ることから、介護保険条例の第10条、保険料

の徴収猶予、第11条、保険料の減免の申し出

があった場合、申請書類の提出時に個人番号

を記入していただくための改正であります。 

 この条例は平成28年１月１日からの施行と

なります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第78号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第79号 中能登町廃棄物の減量

化及び適正処理等に関する条例の一部を改正

する条例について説明を求めます。 

 議案書は39ページから42ページとなりま

す。 

 長元参事兼保健環境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 それでは、

議案書39ページをごらんください。 

 議案第79号 中能登町廃棄物の減量化及び

適正処理等に関する条例の一部を改正する条

例についてご説明申し上げます。 

 条例等提出案件資料のほうでご説明をさせ

ていただきたいと思います。それでは、資料

のほうの29ページをごらんください。 

 この条例の改正の概要でございます。 

 まず改正の理由でございますが、現在町内

から発生するし尿等を処理している七尾市の

ななかクリーンセンターに平成29年度から搬

入できなくなることから、久江地内の中部ク

リーンセンターで建設されるバイオメタン発

酵施設での処理を行うことに伴い、し尿等、

事業系廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料に

ついて定めるものであります。 

 もう一つは、中能登町手数料条例から削除

される家庭系廃棄物の収集、運搬手数料、一

般廃棄物処理業の許可申請及び更新許可申請

に対する審査手数料、事業の範囲の変更の許

可申請に対する審査手数料及び浄化槽清掃業

の許可申請に対する審査手数料を定めるもの

でございます。 

 改正の概要でございます。 

 まず１番目ですけれども、中能登町内から

発生するし尿等、町が指定した事業系廃棄物

及び産業廃棄物の処理手数料を定めるもので

ございます。下水道処理区域、これは供用開

始後３年を経過した区域になります。ここか

らのし尿等はトン当たり２万円。施行規則の

ほうで減ずる額を１万4,000円と定め6,000円

とするものでございます。そのほかの区域か

らのし尿等につきましては204円、トン当た

りですけれども、この単価をそのまま現行の

単価のまま引き継ぐものでございます。 

 次、その下になりますけれども、町が指定

した事業系廃棄物及び産業廃棄物はトン当た

り２万円。これも施行規則で減ずる額を定め

ます。これはバイオメタン発酵施設に対し発

酵効率を高める特に有用な産業廃棄物につい

ては、施行規則で4,000円を減ずる額を定め

１万6,000円とするものでございます。 
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 次、２つ目ですけれども、家庭系廃棄物の

収集、運搬手数料を定めるということで、指

定袋、大、１袋当たり50円、中につきまして

は１袋当たり40円、小につきましては１袋当

たり30円と定めるものであります。 

 ３つ目に、一般廃棄物処理業の許可申請及

び更新許可申請に対する審査手数料、事業範

囲の変更の許可申請に対する審査手数料及び

浄化槽清掃業の許可申請に対する審査手数料

を定め、１万円とするものでございます。 

 なお、２つ目と３つ目につきましては、先

ほどご説明申し上げましたけれども、中能登

町手数料条例で削除した手数料を徴収する事

項及び手数料の金額を改めて定めるものでご

ざいます。 

 施行期日につきましては公布の日から施行

ということでございます。ただし、１番目に

申し上げました事項につきましては平成29年

４月１日から施行させていただくものであり

ます。 

 これにつきましては、バイオメタン発酵施

設の処理手数料について、施行が平成29年４

月からであることから、この条例で大枠の単

価を定め住民の皆さんに周知を図り、供用開

始に備えるものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第79号について質疑の方はございま

せんか。 

 １番 土本議員 

  〔１番（土本 稔議員）登壇〕 

○１番（土本 稔議員） では、２点質問い

たします。 

 議案書の41ページですが、手数料の徴収に

関し必要な事項は規則で定めるとあります

が、免除等は大事なことなので条例に明記す

るべきではないかというのが一つと。 

 もう１点ですが、平成29年４月１日から施

行とありますが、工事中であるバイオメタン

の施設の完成がおくれるおそれ等はないの

か。 

 その２点について伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 長元参事兼保健環

境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 土本議員の

質疑にお答えいたします。 

 まず１点目ですけれども、条例のほうで単

位当たり２万円、そういった形で単価を明記

させていただきました。本来であれば２万円

を徴収すべきところですが、当分の間、規則

のほうで減じて、し尿については6,000円と

したいということでありまして、ある一定時

期にまいりましたときには２万円に近づくよ

うな形で単価を設定していくことになるかと

思いますので、そういう思いで規則のほうで

減ずる額を定めたものであります。 

 もう１点ですけれども、バイオメタン発酵

処理施設の完成時期、議員おっしゃるとおり

４月１日から稼働して必ずしも本調子になら

ないことも考えられます。そういったこと

で、私、直接工事のほうについては担当はし

ておりませんけれども、おっしゃるように、

おくれる可能性があるかもしれないと私は考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） １点目の要するに

大事な、そのうち減免の率を変えていくとい

うことなので条例に載せないということなん

ですけれども、やはり町民に負担、料金を取

るということはすごく重要なことなので、や

はり私は条例に正しく明記して、変えていく

なら変えていく中でまた明記するのが本来の

筋ではないかと思うんですけれども。 

 ２点目ですけれども、バイオマス施設がお

くれるおそれがあるものに対して、おくれた

場合どのようなことになるのか、再度伺いま

す。 

○議長（甲部昭夫議員） 長元参事兼保健環
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境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 土本議員の

質疑にお答えいたします。 

 もし施設が稼働して本調子にならないとい

うような場合におきましては、七尾市と協議

をさせていただくことになるかと思います。

七尾鹿島広域圏の合併時に、し尿の処理につ

いては七尾市と中能登の分を七尾市のクリー

ンセンターで処理するというようなことにな

っておりますし、委託費については、その利

用割合によって算出し中能登町に求めるとい

うことになっておりますので、そのことによ

って町民の皆さんが特にご不便を感じること

はないかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 北野上下水道課長 

  〔北野 均上下水道課長登壇〕 

○北野 均上下水道課長 土本議員の２点目

の質問、平成29年４月１日に施設は完成する

かというご質問かと思うんですが、現段階で

はその予定で進んでおりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） ちょっと私言うと

る意味、おくれた場合はどうするかというこ

との簡単なことやったんですけれども、工事

がおくれている場合はそれを適用せず、私の

解釈ですけれども、議案書13ページのこの条

例が適用されるという解釈でよろしいのです

かね。 

○議長（甲部昭夫議員） 長元参事兼保健環

境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 議員おっし

ゃるとおりでございます。 

 以上でございます。 

○１番（土本 稔議員） 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第80号 中能登町体育施設条例

の一部を改正する条例について説明を求めま

す。 

 議案書は43ページから48ページとなりま

す。 

 百海生涯学習課長 

  〔百海和夫生涯学習課長登壇〕 

○百海和夫生涯学習課長 議案書は43ページ

です。 

 議案第80号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例についてであります。 

 45ページをお開きください。 

 条例等提出案件資料につきましては35ペー

ジをお願いします。条例等提出案件資料の35

ページのほうで説明をしたいと思います。 

 この体育施設条例の一部改正の改正理由で

ありますが、まず最初に、施設利用者にわか

りやすい表記をするものでございます。それ

とあわせまして有料施設の利用区分の細分化

及び施設利用料の見直しを行うものでござい

ます。 

 主なポイントとしましては、施設使用料が

発生しない施設については、備考欄に「町民

の使用料は、免除とする。」という表記をつ

け加えるものでございます。それで有料施設

と無料施設の明確化を図りました。 

 それともう一つ、鹿島体育センターのトレ

ーニングルーム使用料につきましては個人利

用のみとし、施設内、競技場等と区分をいた

しました。 

 また、利用者の利便性を図るため、12カ月

及び６カ月の定期券を発行するものでござい

ます。 

 別表（第７条関係）ということで、１番に

テニスコートとりやの使用料が出ておりま

す。改正案のほうで、備考欄のほうに「町民

の使用料は、免除とする。」という項目をつ

けさせていただきました。 

 ２番目、鳥屋武道館も同じでございます。 
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 ３番の鹿島体育センター使用料につきまし

ては、屋内施設競技場等と、その次のペー

ジ、36ページに、２番、トレーニングルーム

使用料という欄をつけ加えて区分をいたしま

した。35ページの一番下のほうの相撲場会議

室研修室等につきましては、そこからトレー

ニングルームを抜き出したものでございます

ので、相撲場会議室研修室につきましては、

個人利用はないものとして個人利用の料金を

削除したものでございます。36ページのほう

の上段も同じでございます。 

 そして36ページの中ほどにトレーニング使

用料をつけ加えさせていただいて、区分とい

たしまして、１回（１人）、それと定期券

（12箇月）、そして定期券（６箇月）という

ものを記入させていただきました。それで町

内の使用料、それと町外の使用料というもの

にいたしました。１回当たりは町内が300

円、町外が500円。そして定期券は、12カ月

のものは町内の使用料は7,000円、町外の使

用料は１万2,000円。そして定期券の６カ月

のものもつくらせていただき、町内は3,500

円、町外の使用料は6,000円とするものでご

ざいます。 

 なお、この定期券につきましては、さきに

パークゴルフ場の利用料がございますので、

それに準ずる形で年額を決めさせていただき

ました。 

 その次、４番目のすぱーく鹿島使用料から

また同じでございまして、「町民の使用料

は、免除とする。」という項目を入れさせて

いただきました。以下、６番目のテニスコー

トかしま、７番目、37ページの鹿島北部体育

センター、それと８番目、久江体育センタ

ー、９番目、金丸体育館、10番目、鹿西武道

館、11番目、スポーツセンターろくせいとい

うことで、以下同じような項目で「町民の使

用料は、免除とする。」という項目を記入さ

せていただきました。 

 説明は以上でございます。 

 この条例の改正につきましては平成28年１

月１日から施行するということで実施させて

いただきたいと思いますので、どうかよろし

くお願いします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第80号について質疑の方はございま

せんか。 

 中川議員 

  〔３番（中川秀平議員）登壇〕 

○３番（中川秀平議員） それでは、１点な

んですけれども、質問させていただきます。 

 料金がきちんと出て見やすくなったという

のはわかります。ただ、町外500円、町内200

円という書き方がずっと出てくるんですけれ

ども、ただし、それぞれについて「町民の使

用料は、免除とする。」というのが載ってい

ます。 

 免除という言葉がちょっとひっかかるんで

すけれども、無料というふうにもともと料金

表に載っていたほうが、体育施設に入って料

金表をぱっと見たときに町内無料となってい

ればわかりやすいと思うんですが、それぞれ

について200円、200円、200円と書いてあり

ながら、きっとその後で町民は免除するとい

う、いかにもお役所目線での言い方のように

感じるんですが、免除という言葉と、もとも

と料金表に無料と書くのとの違いは、町とし

てはどう思われているのかお聞きします。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 今ほどの中川議員

の質疑でございますが、免除と無料というよ

うな書き方、文言の違いでございますが、も

ともと町の条例がありまして、その下に規則

というものがございます。 

 規則のほうでは、使用料の減免規定という

形で、減額あるいは免除の規定というような

表記をさせていただいております。それで減

額あるいは免除ということで、免除であれば

無料という解釈になるかと思います。 



－20－ 

 そういう意味で、無料という言葉で条例上

表記させていただきました。 

 よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 中川議員 

○３番（中川秀平議員） 最後に、条例上、

無料という言葉で表記させていただきました

という言葉を言われたような気がしますが、

免除でよろしいでしょうかというのが一つ。 

 それだけです。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 済みません。私の

言い間違いかと思います。免除ということで

表記させていただきました。 

○議長（甲部昭夫議員） 中川議員 

○３番（中川秀平議員） 最後なんですけれ

ども、多分この料金表は各施設に入ったとき

に大きな看板で出てくるものだと思います。

多分普通の人は、料金表を見たら200円とい

うのがすぐ目につくと思うんですけれども、

条例としての書き方はこれで結構なんです

が、料金表を見たときにぱっとわかるよう

に、町民は無料というふうな表記になるほう

が見やすいと思いますので、ご配慮をお願い

して、質問を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

 林議員 

  〔２番（林 真弥議員）登壇〕 

○２番（林 真弥議員） １点だけ指摘をさ

せていただきたいんですけれども。 

 議案書47ページです。 

 スポーツセンターろくせいの使用のところ

なんですが、アリーナ使用料の３つの枠のう

ち、一番右側が午後１時からとなっているん

ですけれども、これ午後５時じゃないでしょ

うか。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 林議員のご指摘で

ございます。 

 47ページのスポーツセンターろくせい使用

料のアリーナ使用料について、一番右端の

（夜間）と表記してありますが、午後１時か

ら午後９時半までとなっておりますが、午後

５時から午後９時30分までの間違いでござい

ます。 

 大変申しわけございませんでした。 

○２番（林 真弥議員） それで結構です。 

○議長（甲部昭夫議員） 古玉議員 

  〔11番（古玉栄治議員）登壇〕 

○11番（古玉栄治議員） 今ほど利用料、わ

かりやすくするために町民という言葉を入れ

られましたよね。トレーニングルームのとこ

ろで町内、町外という表示の仕方、これには

何か意味があるんでしょうか。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 今ほどの古玉議員

からの質疑でございますが、町内に在住して

いる方と町外の方という意味で、住民票がな

くても町内に住んでいる方であれば町内の者

という形で、あとは町外の方。住んでいる地

域が町。住民登録の有無にかかわらずという

形で、町内、町外という表記をさせていただ

きました。 

○議長（甲部昭夫議員） 古玉議員 

○11番（古玉栄治議員） 町民というのは、

町内に住んでおいでて税金を払っている方が

町民かなと思うんですよね。町内に住んでい

るけれども税金を払っていない方というのが

町内の中に入るのかなと思うんですよね。税

金払わないけれども町に住んでいる方は安く

て、町民はという、そこの区切りが変だと思

うんです。 

 だったら単純に、町民は幾ら、町民以外は

幾らというふうな分け方のほうが誰も不満が

ないのではないかなと。いかがでしょうか。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 今のご質疑でござ

いますが、ちょっとわかりにくいという形で

ございますので、今後、改めて表記について

検討いたしたいと思います。よろしくお願い
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します。 

○11番（古玉栄治議員） 終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

 諏訪議員 

  〔７番（諏訪良一議員）登壇〕 

○７番（諏訪良一議員） 各施設ともに営利

を目的とする場合には利用料を５倍徴収する

という文言がありますが、営利を目的という

ような、こんな文言は記載する必要があるの

ですか。あるとすればどんな理由ですか。伺

います。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 諏訪議員の質疑で

ございますが、営利目的で使用する場合とい

うようなことで、営利目的で使用される場

合、例えば何かの販売を目的にその施設を借

りる場合とか、今までは余りありませんがそ

ういうことも想定されます。そういったこと

を想定しまして、営利目的の使用という形で

記載してございます。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） 営利目的は理解で

きるんですけれども、問題は５倍を徴収する

というような、こんな文言まで必要なのかど

うか。 

 それから、全くこれを営利目的の場合には

対象としませんとか、貸すことができません

とかいうて、はっきり記載することはできん

がですか。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 今ほどの諏訪議員

の質疑でございますが、使用料の５倍という

金額は前々から、以前から適用されていたの

で、５倍の経緯はちょっと私もはっきりはわ

からないですが、営利目的で使用はできませ

んというような記載というようなお話でござ

いますが、今後どういった形でその利用がさ

れるかも検討しながら、またこの表記につい

て検討したいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） ５倍徴収するまで

も記載しなくても、もう少し何か上手な記載

の方法があると思うんです。やはり文言をも

う一度、これが最も適正な文章であるのかと

いうことを検討する必要があるんじゃないか

と、こんなように思います。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

 宮下議員 

  〔８番（宮下為幸議員）登壇〕 

○８番（宮下為幸議員） 46ページですが、

鹿島体育センターのトレーニングルームの使

用料、ここで定期券、12カ月と６カ月で

7,000円と3,500円となっておりますが、言う

てみれば一つの会員制みたいような形になる

と思うんですが、例えばトレーニングすると

きに、体育センターの中の誰かがトレーナー

としてきちっと教えるんですか。例えば定期

券買って１年間来ますと。その人がやります

と勝手に器具使って。ちゃんと教える人がお

いでるということですか。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 今ほどの宮下議員

の質疑でございますが、トレーニングルーム

につきましては、今現在も中に指導員という

ような者はいません。これから先についても

指導員という者がいませんが、ただ、たま

に、月に何回利用しているのかちょっと忘れ

たんですが、準指導員的な立場で、ボランテ

ィアのような形で指導してくれる利用者もお

いでますので、またそういった方のご意見と

いいますか、指導もしていただければいいか

なと思います。 

 そういうことで、定期券購入とかの利用料

は徴収させていただきますが、特定の指導員

は設置しておりません。 
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○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） 何でこんなことを

言うかというたら、例えばトレーナー的な人

がおって、職員でもいいですよ。要するに体

育センターの中の職員がある程度資格取っ

て、万が一、器具使っておって、緊急に対応

するときありますわね。例えば町外の人が来

られて、例えば町外の人に万が一あったとき

に、例えばここに連絡すると、家族に連絡す

るというような、そういうことも考えておい

でるんやろうね。 

 だから、やっぱり器具使うからには、かな

り危ない面もあると思う。なれない人は。な

れておる人は日常茶飯事にやってうまいでし

ょうけれども、初めて来る人に例えば巡回的

に見守るとかそういうふうにせんと、せっか

く会員みたいような感じで１万2,000円とか

7,000円とか取るんですから、やはり職員が

巡回して見るとか、職員の方が誰かトレーナ

ー的な資格を取るとか。そういうのが必要や

と思うんですが、その辺どうですかね。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 宮下議員の質疑に

お答えします。 

 確かにそういった形でトレーナー的な方が

いればいいということで、職員についてもこ

れから勉強なりしていきたいと思います。 

 それとあわせまして、トレーニングルーム

を使った講習会、教室的なものも今後開催し

て、トレーニングルームの利用者の増を図っ

ていって危険のないような措置をしていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○８番（宮下為幸議員） 終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようですの

で、ここで、昼食のため１時30分まで休憩い

たします。 

           午後０時08分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 議案第81号 中能登町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について

説明を求めます。 

 議案書は49ページから51ページとなりま

す。 

 堀内参事兼総務課長 

○堀内浩一参事兼総務課長 それでは、議案

第81号 中能登町災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例について説明を

いたします。 

 議案書の51ページをお願いいたします。 

 なお、資料につきましては39ページに新旧

対照表を掲載しております。 

 本条例の一部改正は、災害弔慰金の支給等

に関する法律の改正に伴い、災害弔慰金の支

給対象者を生計を一にしていなくても同居し

ている兄弟姉妹を新たに対象とすることにな

るものでございます。 

 これは、東日本大震災の被害の甚大さを経

験して支給対象範囲が拡大されたものとなっ

ております。 

 なお、この条例は公布の日から施行するも

のといたします。 

 説明は以上のとおりでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第81号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第82号 町道路線の変更につい

て説明を求めます。 

 議案書は53ページから56ページとなりま

す。 

 高橋参事兼土木建設課長 
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  〔高橋孝雄参事兼土木建設課長登壇〕 

○高橋孝雄参事兼土木建設課長 議案第82号

 町道路線の変更について説明をいたしま

す。 

 道路法第10条第２項の規定により、下記の

路線を変更するため、同条第３項において準

用する第８条第２項の規定により、議会の議

決をお願いするものであります。 

 この町道路線の変更につきましては、西馬

場地内及び東馬場地内において工事を実施し

ています町道Ｒ－４号線道路改良工事に伴い

まして路線の変更をお願いするものでありま

す。 

 初めに、ナンバー１のＲ－４号線につきま

しては終点の変更をお願いするものであり、

変更の内容につきましては、変更前の終点、

西馬場マ部２番地を東馬場お部45番地２に変

更し、また延長につきましては1,381.1メー

トルを1,510.3メートルに変更したいもので

あります。 

 次に、ナンバー２のＲ－294号線につきま

しては、Ｒ－４号線の路線変更に伴い、既存

のＲ－４号線の一部をＲ－294号線として路

線番号を変更したいものであります。なお、

起点につきましては西馬場井部33番地１、終

点につきましては西馬場マ部２番地であり、

延長につきましては760.7メートルでありま

す。 

 また、55、56ページに当該路線の付近見取

り図を掲載しております。確認くださるよう

お願いをいたします。 

 以上であります。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第82号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第83号 字の区域及び小字の名

称の変更について説明を求めます。 

 議案書は57ページから63ページとなりま

す。 

 堀内参事兼総務課長 

○堀内浩一参事兼総務課長 それでは、議案

第83号 字の区域及び小字の名称の変更につ

いて説明をいたします。 

 これは、地方自治法第260条第１項の規定

により、別紙のとおり字の区域及び小字の名

称を変更することについて、議会の議決を求

めるものでございます。 

 本議案につきましては、東馬場地区の圃場

整備事業の完成に伴い、隣接する地域との字

の区域の変更並びに小字の名称を変更するも

のでございます。 

 なお、変更となる区域につきましては、東

馬場のほか、隣接する区域として井田、最勝

講、水白、小竹、尾崎、西馬場、能登部上の

一部地域が含まれているものでございます。

変更後の字及び小字については、議案書の59

ページから63ページに載っております変更調

書のとおりでございます。 

 なお、資料については図面を41ページに添

付しているところでございます。 

 説明は以上のとおりでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第83号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第84号 平成27年度中能登町一

般会計補正予算について説明を求めます。 

 まずは歳入全般について説明を求めること

とします。 

 議案書は65ページから75ページとなりま

す。 

 堀内参事兼総務課長 

○堀内浩一参事兼総務課長 それでは、65ペ
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ージの議案第84号 平成27年度中能登町一般

会計補正予算について説明をさせていただき

ます。 

 まず第１条でございますが、歳入歳出の総

額に歳入歳出それぞれ２億507万7,000円を追

加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ105億7,358万5,000円とするものでござ

います。 

 続いて、第２条、債務負担行為の補正でご

ざいますが、債務負担行為の追加は第２表債

務負担行為補正による。 

 また、地方債の補正については第３条で、

地方債の変更は第３表地方債補正によるとい

うことでございます。 

 続いて、議案書の69ページをごらんいただ

きたいと思います。 

 第２表債務負担行為の補正でございます。

これは、ごみ収集運搬業務委託に係るもの

で、平成28年度も平成27年度に続き切れ目な

くごみ収集運搬委託業務を委託するため、債

務負担行為により平成27年度中に委託業者を

決定して契約行為を行うため、限度額として

4,500万円の債務負担行為の増額補正をお願

いするものでございます。 

 続いて、70ページをお願いいたします。 

 第３表地方債補正でございます。これは、

教育施設石綿対策事業債として新たに１億

2,310万円を限度額として補正し、補助災害

復旧事業では480万円を増額して限度額を920

万円とするものでございます。 

 教育施設石綿対策事業債は、励志館及び鹿

西公民館の解体事業について、アスベスト除

去対策を含んでいるため、一般単独事業債を

起こすことにより特別交付税に元利償還金の

40％分が措置されることが見込まれるため、

今回、起債を起こすものでございます。 

 また、補助災害復旧事業につきましては、

林道城石線の地すべり災害復旧について、補

助金充当残部分について480万円の起債充当

を行うものでございます。 

 次に、73ページをお願いいたします。 

 歳入全般について説明を申し上げます。 

 まず、第13款、第14款の国庫支出金並びに

県支出金については、補助対象事業費の増減

等に伴い適正額を計上したものでございま

す。 

 このうち大きなものといたしまして、74ペ

ージの農林水産業費県補助金の第１節農業費

補助金では、機構集積協力金交付事業費補助

金として4,352万円の増額補正となっており

ます。 

 また減額の大きなものといたしましては、

戻っていただいて73ページの農林水産業費県

負担金の第１節国土調査費負担金で、地籍調

査費負担金が838万5,000円の減額となってお

ります。これは、当初予算で見込んでいた補

助金がつかなかったため838万5,000円を減額

するものでございます。 

 次に、74ページの第16款寄附金でございま

すが、このうち中学校寄附金につきましては

ライオンズクラブから中能登中学校のテレビ

会議システム整備費に充当するために50万円

の寄附があったものを計上させていただいた

ものでございます。これにより台湾の成功国

民中学校とのテレビ会議による交流を進めた

いと考えております。 

 また同じく、寄附金のふるさと応援寄附金

につきましては、８月から10月にかけて８名

の方から73万円の寄附金があり、計上したも

のでございます。 

 次に、第17款繰入金でございますが、この

うち財政調整基金繰入金は、起債や国県支出

金の増額の計上により一般財源充当分として

の財政調整基金繰入金が4,941万3,000円減と

なっているものでございます。 

 また、公共用施設維持補修基金繰入金27万

6,000円の増につきましては、鳥屋学園プー

ルの修繕費に充てるために基金を取り崩して

繰り入れするものでございます。 

 続いて、75ページ。 
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 第19款の諸収入でございますが、ここでは

東馬場圃場整備事業が完了したことにより雑

入において換地清算金として5,002万1,000円

の増額計上となっているものが大きなもので

ございます。 

 また、企画課雑入のいしかわ県民文化振興

基金助成金返還金50万円につきましては、石

動山の文化活性化事業補助金として、歳出に

おいて町補助金と県補助金を含めて事業主体

となる石動山を護る会に補助支出をするた

め、県の基金からの助成金については一旦実

施主体となる護る会に入るため、ここで護る

会から町のほうへ基金分を返還してもらう分

として50万円を計上しているものでございま

す。 

 また、過年度収入につきましては、平成26

年度中に精算できなかった分について、合計

309万7,000円を計上しております。 

 最後に第20款町債につきましては、さきの

地方債補正のところで説明をさせていただき

ましたので省略をさせていただきたいと思い

ます。 

 歳入につきましては以上のとおりでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。ただいま説明を受けたことについて質疑

の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 続いて、同じく議案第84号 平成27年度中

能登町一般会計補正予算の歳出について説明

を求めます。 

 議案書は76ページから86ページとなりま

す。 

 堀内参事兼総務課長 

○堀内浩一参事兼総務課長 それでは、歳出

の76ページをお願いしたいと思います。 

 まず議会費では、３細目議会運営費で２万

5,000円の増額の補正をお願いするものでご

ざいます。これは今年度、他県からの議会の

視察研修受け入れに伴うお茶代等を計上した

ものでございます。 

 続いて、４細目議会調査活動費でございま

すが、これは増減はありませんが、議会の全

体視察研修、それから総務建設常任委員会、

教育民生常任委員会の各視察研修の実施に伴

い、節間の予算の組み替えを行うものでござ

います。 

 続いて、５細目の事務局運営費でございま

す。これも増減はありませんが、意見書や議

会広報「とびら」の郵送料の不足に伴う節間

の予算組み替えをお願いするものでございま

す。 

 次に、第２款総務費でございますが、まず

第１目一般管理費の給与費でございますが、

給与費全般にわたりまして、勤勉手当の支給

のため不足する総務費、それから衛生費、農

林水産業費、教育費、また特別会計等で必要

とする分を増額補正を行わせていただいてお

ります。また、このほかに扶養手当、児童手

当、通勤手当等で不足分についても増額補正

を行わせていただいておりますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 次に、２細目の一般管理事業でございま

す。200万円の増額の補正をお願いするもの

でございます。内容は、不足する臨時職員の

賃金１名分として27万円、それから交際費で

は、今年度、町祭で台湾の基隆市長の来庁、

また北陸新幹線等の開業に伴い、他県からの

町村会や区長会などの視察研修の受け入れが

多くなったことにより100万円の増額を交際

費でお願いするものでございます。 

 積立金のふるさと応援寄附金については、

さきの歳入の説明のとおりでございます。 

 続いて、77ページに移りますが、５細目の

情報管理事業でございます。367万2,000円の

増額の補正をお願いするものでございます。

内容はシステム開発委託料でございます。内

訳といたしまして、介護保険制度の改正に伴
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うシステム改修費として345万6,000円。ま

た、選挙権年齢が満18歳以上に変更となるこ

とに伴う選挙人名簿のシステム改修費として

21万6,000円を計上しているものでございま

す。合わせて367万2,000円ということでござ

います。 

 なお、特定財源は、国県支出金10万8,000

円は選挙システムの分、それからその他の諸

収入345万6,000円は他会計からのものとなっ

ております。介護特会からの収入となってお

ります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（甲部昭夫議員） 町田情報推進課長 

  〔町田穂高情報推進課長登壇〕 

○町田穂高情報推進課長 それでは、議案書

77ページ。 

 続きまして、２目１細目の広報広聴事業で

ございます。総額で375万8,000円の増額をお

願いするものでございます。 

 主なものといたしましては、まず15節の工

事請負費で210万6,000円の増額をお願いする

ものです。これは、北電やＮＴＴの電柱立て

かえや道路工事などに伴いまして支障となる

地域イントラネットの伝送路等を移設するた

めに必要な経費でございまして、平成27年度

の当初10件を見込んでおりましたが、11月末

現在で９件の工事が行われ、今後も10件ほど

の工事が見込みまれることから210万6,000円

の増額をお願いするものでございます。 

 また、28節の繰出金は、ケーブルテレビ事

業特別会計への繰出金で、新規加入世帯や集

合住宅への光ケーブル引き込み工事に係るも

のが主なものでございます。165万2,000円の

増額をお願いするものでございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 続きまして、第

４目の財産管理費、４細目財産管理事業につ

いて説明をさせていただきます。1,200万円

の増額の補正をお願いするものでございま

す。これは、さきの全協でも説明させていた

だきました現在町有地にある残土3,000立米

を処分する費用ですが、実施に当たりまして

は町内での有効活用を前提にして弾力的に実

施したいと考えておりますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 古川税務課長 

○古川利宣税務課長 それでは、77ページの

中段をお願いいたします。 

 ２目賦課徴収費、１細目課税徴収事務事業

の委託料で205万2,000円の増額補正をお願い

するものです。これは、今年度より土地評価

データ構築業務を行っておりますが、当初は

平成27年１月１日時点での地図及び台帳デー

タで構築を想定しておりましたが、国土調査

４地区と換地登記があり、大幅に地図の更新

が進み構築件数がふえたため、追加するもの

であります。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

  〔高名雅弘企画課長登壇〕 

○高名雅弘企画課長 それでは、77ページの

下段ですが、委託統計調査費の経済センサス

活動調査費につきまして、県支出金の額の確

定によりまして消耗品を２万7,000円増額補

正をするものです。 

 よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 続きまして、議

案書の78ページをお願いいたします。 

 総務費、第６項監査委員費の第１目監査委

員費、１細目監査事務運営費でございます。

増減はありませんが、これは東京での監査委

員研修において公用車の駐車料金で不足が生

じたため節間の予算の組み替えをお願いする

ものでございます。 

 以上です。 
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○議長（甲部昭夫議員） 平岡住民福祉課長 

○平岡重信住民福祉課長 同じく78ページに

なります。 

 ３款民生費、第１項社会福祉費、社会福祉

総務費、２細目社会福祉事業でございます。

21万1,000円の増額をお願いするものでござ

います。 

 内訳としまして、補助金、中能登町社会福

祉協議会21万1,000円でございます。内容に

つきましては、社会福祉協議会の職員の給与

システムのソフトウエアはマイナンバー制度

に対応するものに入れかえの必要があるた

め、ソフトウエアの入れかえ費用と必要な機

器の導入に係る費用について補助金の増額を

お願いするものでございます。 

 その下になりますけれども、３細目臨時福

祉給付金給付事業13万5,000円の増額をお願

いするものです。国県等返還金で13万5,000

円でございます。これにつきましては、平成

26年度の当事業の実績が確定したことにより

返還が生じたものでございます。 

 それから次、２目障害者福祉費、３細目自

立支援事業でございます。1,707万6,000円の

増額をお願いするものです。 

 内訳としましては、13節委託料、地域生活

支援事業に164万5,000円をお願いするもので

ございます。これにつきましては、この事業

の中の日中一時支援事業の利用者が増加した

ことによるものと、放課後デイサービスの利

用上限日数を超える方がおいでるために増額

となったものでございます。 

 それから、20節扶助費の中で介護給付費

1,031万7,000円の増額をお願いするものでご

ざいます。これにつきましては、生活介護費

で利用者２人増になったことにより給付費の

増加が見込まれるために増額をお願いするも

のです。 

 それから訓練等給付費で324万6,000円の増

額につきましては、グループホーム利用者が

１人ふえたことによります給付費の増加見込

みを計上させていただいたものでございま

す。 

 それから一番下になりますけれども、障害

児施設給付費ということで315万円の増額と

なります。これにつきましては、放課後デイ

サービスの利用者の増と利用日数の増が見込

まれるために増額をお願いするものです。 

 そのページ一番下になりますけれども、５

細目認定調査等費につきましては２万2,000

円をお願いするものです。内訳としましては

手数料、医師意見書作成ということで、当初

26件見込んでいたものが31件の増ということ

で、５件増になることによりお願いするもの

です。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書79ページをお願いいたします。 

 上段のほうになります。 

 ３款民生費、３目老人福祉費、２細目老人

福祉事務事業でございますが、これは介護保

険特別会計への繰出金179万円の増額をお願

いするものでございます。内訳としまして

は、介護報酬の改正に伴うシステム改修費の

町負担分であります。 

 説明は以上でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 平岡住民福祉課長 

○平岡重信住民福祉課長 同じく79ページに

なります。 

 ３款民生費、第２項児童福祉費、２目保育

園運営費、２細目保育園運営費で1,241万

3,000円の増額をお願いするものでございま

す。 

 内容といたしましては、11節の施設修繕料

に200万円をお願いするものです。これにつ

きましては、たんぽぽ保育園の温風暖房機、

ウッドデッキ、さくら保育園のボイラー等の

修繕に要するもので、また今後見込まれる修

繕費等も見込んでお願いするものでございま

す。 
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 それから、19節補助金、とりやのの保育園

に係る補助金でございます。保育園運営費負

担金ということで1,380万円をお願いするも

のです。これは、子ども・子育て新制度によ

り延長保育事業の基本額が運営費に組み込ま

れたことや標準時間が11時間になったことに

より基本単価が増加されたことによる増額で

ございます。 

 それから、延長保育事業394万3,000円の減

額につきましては、上段の運営費の中に組み

込まれたために減額をするものでございま

す。 

 １つ飛ばして、健やかふれあい保育事業、

県補助分で68万7,000円を減額するもので

す。これは県の補助対象となる軽度の障害児

の受け入れがなかったことで、これを減額す

るものでございます。 

 それからその下になりますけれども、健や

かふれあい保育事業（町単）で79万円の増額

をお願いするものです。これにつきまして

は、中度の障害児、特別児童扶養手当受給

者、11月までは１名でしたけれども11月より

２名に増加し、１名分の増額をお願いするも

のです。 

 説明は以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 長元参事兼保健環

境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 それでは、

79ページ一番下段になります。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、２目予

防費、１細目の感染症予防事業で、13節委託

料で定期予防接種221万4,000円の増額をお願

いするものでございます。これにつきまして

は、インフルエンザの予防接種の単価が

3,710円から4,250円に改定されたものでござ

いまして、65歳以上を対象とする予防接種分

として4,100人分掛ける値上げ金額の540円相

当分を増額するものでございます。 

 このインフルエンザワクチンにつきまして

は、ウイルスのタイプですけれども、Ａ型２

種類、Ｂ型１種類の３種類ということでした

が、今回はＡ型２種類、Ｂ型２種類、４種類

のタイプに対応するということで予防効果が

上がるものでございます。 

 次に、80ページをお願いいたします。 

 ３目の環境衛生費でございます。１細目環

境衛生事業、19節で補助金でクリーンエネル

ギー等推進事業におきまして90万円の増額を

お願いするものでございます。これは太陽光

発電システム導入促進事業の補助金として、

今後の不足額として１件18万円掛ける５件分

の増額をお願いするものでございます。 

 次に、４目の母子保健費、１細目の母子保

健事業でございますけれども、23節で国県等

返還金ということで、平成26年度未熟児養育

医療事業補助金の返還金として10万円の増額

をお願いするものでございます。これは過年

度事業の補助金の額の確定により増額をお願

いするものでございます。 

 次に、２目の老人保健医療費、１細目の後

期高齢者医療事業で28節の繰出金、後期高齢

者医療特別会計で96万2,000円の増額をお願

いするものでございます。これは保険料の軽

減相当額に充てる保険基盤安定負担金の決定

による繰り出しで、財源につきましては県が

事業費の４分の３の72万1,000円、残り４分

の１の24万1,000円を町が負担し繰り出すも

のでございます。 

 次に、その下になります。４款２項清掃費

でございます。１目の清掃総務費でございま

す。１細目清掃事業費で581万円の減額をお

願いするものでございます。 

 内訳ですけれども、13節の委託料でござい

ます。ごみ収集運搬で285万円の減額、指定

ごみ袋製造等で215万9,000円の減額というこ

とで、いずれも契約額の確定による減額でご

ざいます。その下でございます。七尾市のご

み処理費として65万3,000円の減額というこ

とでございます。 

 内訳でございますが、ななかリサイクルセ
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ンターの人件費の実績見込みで78万6,000円

の減額、また中央埋立場のコンパクターの整

備事業の精算により36万1,000円を減額する

もの。また新たにですけれども、ごみ処理施

設更新整備調査費ということで49万4,000円

を増額するものでございまして、合わせて65

万3,000円を減額するものでございます。 

 ４款については以上でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 加賀農林課長 

  〔加賀忠夫農林課長登壇〕 

○加賀忠夫農林課長 同じく80ページをお願

いします。 

 下段の第６款農林水産業費、第１項１目１

細目の農業委員会費で、13節の委託料の農地

基本台帳システム保守の確定に伴いまして20

万6,000円を減額し、12節の通信運搬費に農

地パトロールの結果を踏まえまして今年度に

実施します遊休農地の利用意向調査約900筆

分の郵券代として同額の20万6,000円を増額

するもので、節間での組み替えによる補正で

ございます。 

 次に、81ページの２目１細目の地域農政推

進対策事業費で、補助金に4,432万円の増額

補正で全額国庫補助金となります。 

 内訳ですが、19節の補助金で機構集積協力

金交付事業に4,352万円の増額です。これは

地域集積協力金としまして2,792万円、それ

から経営転換協力金に1,000万円、耕作者集

積協力金に560万円、３つの協力金をそれぞ

れ地区や組織、農家へ交付するものでありま

す。また、農業経営法人化等支援事業の80万

円は、農業法人化支援としまして１組合に40

万円、農業組織化支援としまして２地区にそ

れぞれ20万円の補助を予定しております。 

 次に、２細目の農業総務費で82万1,000円

の減額であります。28節で農業集落排水施設

に係ります下水道事業特別会計への繰出金と

しまして、事業費の実績によるものでありま

す。 

 次に、３細目の農業施設管理費で、11節の

消耗品費５万7,000円の増額補正です。内訳

は、農村環境改善センター「パルみおや」の

多目的ホール天井照明器によります水銀灯の

費用であります。 

 次に、４目１細目の農業振興費では45万円

の増額補正で、全て一般財源であります。 

 内訳ですが、８節報償金で、当初に町農産

物等特産品化支援委員会謝礼を24万円予算化

をしておりましたが、道の駅活性化委員会で

ＪＡ能登わかばと共同で10月に立ち上げてお

ります織姫ファイトプロジェクトで特産品化

の取り組みを行うことがより効果的と判断し

まして、カラー野菜等専門講師を招きまして

の推進を図るために、特産品化支援委員会謝

礼24万円を全額減額しまして組み替えをしま

して、道の駅活性化委員会等講師謝礼に８万

円と、その特別旅費としまして１万円を増額

するものであります。 

 また、19節補助金では魅力ある園芸品目育

成事業に60万円の増額補正をするもので、こ

れは、道の駅の農産物直売所へ出荷すること

を条件としまして、耐雪型園芸施設として、

これまで100平米以上のパイプハウスの購入

費を町とＪＡ能登わかばさんで合わせて２分

の１を補助する制度でありましたが、さらに

道の駅への出荷増量と冬季間での取り組み農

家への所得増額を目指しまして、35平米以上

の耐雪仕様によるパイプハウス購入も対象と

するよう一部補助要項を改正し、条件緩和を

したものであります。現在、ＪＡ能登わかば

では希望者を募ったところ既に９件の申し込

みがありまして、この制度の購入後の実績で

補助することになりますので、今後さらに希

望者が増加すれば補正予算で対応したいと考

えております。 

 次に、２細目の日本型直接支払制度事業で

は12万8,000円の減額補正です。 

 内訳ですが、７節の臨時雇賃金の52万

6,000円と９節の普通旅費の10万6,000円を減

額しまして、13節委託料で多面的機能支援事
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務業務で50万4,000円を増額補正するもので

す。これは多面的機能支援事務を昨年度まで

は町独自で臨時雇用により業務を行っており

ましたが、今年度から効率を高めるために、

直接業務を実施しております石川県土地改良

事業団体連合会へ全面的に業務を委託するこ

とになったもので、予算の組み替えによる減

額補正になります。 

 次に、82ページをお願いします。 

 上段で７目農地費、３細目の県営土地改良

事業費では5,002万2,000円の増額補正で、県

営圃場整備事業東馬場地区の事業完了での換

地処分に伴いまして、換地清算金といたしま

して石川県並びに地区へそれぞれ半額の

2,501万665円を支出するもので、同日、清算

としまして歳入にも同額の収入扱いとなって

おります。 

 次に、８目の国土調査費、１細目の地籍調

査事業費では913万4,000円の減額補正です。

これは、国の地籍調査事業費の予算減額確定

によりまして当初見込んでいました事業費が

減額となりましたので、それに伴う歳出の減

額措置をそれぞれ行ったものであります。 

 次に、第２項林業費、１目１細目の林業総

務費ですが１万4,000円の増額補正をお願い

するものです。内訳としまして、19節負担金

で、石川県山林協会の負担金が町の林業事業

費による負担金の配分計算の確定に伴いまし

て増額となったものであります。 

 次に、２目１細目の林業振興費で、13節委

託料に桜並木等保全管理業務450万円を新た

に増額補正するものです。これは、町内公有

地にあります桜並木で、住居地に近く地域の

方々が親しんで散策されています並木を整備

するもので、合併前から旧町でそれぞれ整備

造成されました桜等の街路樹が20年程度経過

しております。今は大きくは育っております

が、枝も生え放題で病気等で枯れた樹木も発

生しており、今回、春先前に町木である桜を

整備したいと考えております。 

 整備箇所としましては、徳前地区から金丸

地区にわたる長曽川堤防付近の桜並木、それ

と鹿西地区のカルチャーセンター飛翔付近の

排水路沿いの桜並木、また鳥屋地区の良川地

内の排水路沿いの並木で、桜約400本とほか

の樹木等の枝打ち、剪定作業をしまして、町

木の桜を適正に管理、保全を行うことで景観

を生かした美しいまちづくりを図りたい目的

で補正予算の計上をしたものであります。 

 農林水産業費は以上であります。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 次に、82ページの下段

でありますが、７款商工費の２目観光費で

553万4,000円を増額するものです。内訳とい

たしましては、工事請負費におきまして、眉

丈が丘休憩所のあずまやが長年の風雪により

まして木造部分において腐食などが見られま

すので柱の取りかえやベンチの加工などの修

繕を行うとともに、現在使用されていない眉

丈が丘の浄化槽などの撤去工事を行うもので

あります。 

 次に、補助金といたしまして、いしかわ県

民文化振興基金を活用して石動山を中心とし

た文化活性化事業を行いたいものです。な

お、この事業は３カ年を継続して行う事業

で、本年度は初年度に当たりますが、石動山

の講座の開催や、石動山の建物を古絵図をも

とにした立体化した鳥瞰図を作成したいもの

であります。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 高橋参事兼土木建

設課長 

○高橋孝雄参事兼土木建設課長 同じく83ペ

ージになります。 

 ８款土木費、１目土木総務費では46万

9,000円の減額をお願いいたします。下水道

事業特別会計の減額補正に伴いまして、28節

の繰出金46万9,000円の減額をお願いするも

のであります。 

 次に、４目除雪費では1,320万円の増額を
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お願いいたします。近年、タイヤショベル等

除雪に対応できます建設機械の夏場の利用が

大変少ないことから、県では、これまでの年

間稼働日数である365日を150日に変更し固定

費の改正を行うことといたしました。このこ

とから、当町におきましても除雪体制の安定

的、継続的な確保を図る観点から県に準じま

して固定費の見直しを行いたく、13節委託料

1,320万円の増額をお願いするものでありま

す。 

 次に、１目の町営住宅管理費では130万円

の増額をお願いいたします。長年にわたり居

住されておられた方の退去に伴います修繕

料、また経年劣化に伴います設備の修繕料が

増加しておりますことから今後の施設修繕料

の不足が見込まれ、130万円の増額をお願い

するものであります。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 続きまして、同

じく83ページ。 

 第９款消防費、１目１細目消防総務費でご

ざいます。126万3,000円の増額の補正をお願

いするものでございます。 

 まず委託料でございますが、消防職員の訓

練等によりまして時間外勤務手当に不足が生

じるため、七尾市への委託料として消防本部

運営費として11万8,000円、中能登消防署運

営費で38万5,000円の増額をお願いするもの

でございます。 

 また、19節の交付金でございますが、地区

自主防災訓練活動費76万円ですが、町内各地

での防災意識の向上が見られ自主防災訓練が

活発に実施されました。これまでに23件実施

され、今後も１件実施される予定でございま

すが、そのような数ということで不足を生

じ、76万円の増額の補正をお願いするもので

ございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 植田教育文化課長 

  〔植田一成教育文化課長登壇〕 

○植田一成教育文化課長 84ページをお願い

いたします。 

 10款１項２目２細目の学校教育事務局費で

ございます。金額の増減はございません。財

源につきましては、先ほど歳入のほうにも説

明がありましたけれども、中能登ライオンズ

クラブ様より50万円の寄附がございましたの

で、寄附に50万円を充当いたしまして一般財

源を50万円減額しております。 

 なお、あすでございますけれども、中能登

中学校におきましてテレビ交流システムの開

始式が行われ、交流が開始される予定でござ

います。 

 それから、右のほうの８－３でございます

けれども、報償品ということで児童生徒の作

品教育長費6,000円、それから紀宝町のほう

へ教育委員が出向きまして学校訪問しました

ときの土産代等が３万1,000円の増額でござ

います。この分として、８－１のほうで報償

品のほうで３万7,000円の減額をしておりま

す。 

 続きまして、４細目の旧学校施設管理費で

ございます。これも金額の増減はございませ

ん。 

 11－７ということで施設修繕料で旧の鳥屋

中学校の煙の探知機、それから誘導灯の修繕

が６万2,000円でございます。それから、18

節のほうでは備品購入費ということで、旧の

鳥屋中学校、旧の鹿西中学校の消火器の備品

の購入でございます。これが33万5,000円の

増額ということで、委託料のほうで39万

7,000円の減額をしております。 

 それから続きまして、２項１目２細目の小

学校管理費でございます。これにつきまして

も金額の増減はございません。財源につきま

しても先ほど歳入のほうで説明がありました

けれども、鳥屋学園プールの漏水の修繕工事

ということで、これを74ページの公共用施設



－32－ 

維持補修基金繰入金を充てております。 

 それから、８－３のほうで報償品でござい

ますけれども、各学校のほうから団体とかグ

ループのほうで品物をおあげするということ

で報償品３万6,000円の増額でございます。 

 それから12－３では、消防の点検がござい

まして、そのときに耐火試験のホースの手数

料として６万5,000円の増額でございます。 

 あと８－１、15につきましては、それぞれ

減額をしております。 

 続きまして、85ページをお願いいたしま

す。 

 ３項中学校費の１目１細目中学校管理費で

８万3,000円の増額をお願いするものでござ

います。これにつきましては、中能登中学校

の昇降機、エレベーターの保守点検、校舎棟

とアリーナ棟の保守点検で８万3,000円の増

額をお願いするものでございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 同じく85ページに

なります。 

 ４項社会教育費、３目図書館費の１細目図

書館活動推進事業でございます。147万1,000

円の増額をお願いするものでございます。こ

れにつきましては、臨時雇賃金ということで

147万1,000円の増額です。パート職員等賃金

の単価改定による不足分の計上でございま

す。 

 次に、４目の社会教育施設管理運営費でご

ざいます。４細目カルチャーセンター等費で

3,797万6,000円の増額をお願いするものでご

ざいます。 

 これにつきましては、15節の工事請負費で

ございます。3,797万6,000円の増額でござい

ます。これは鹿西公民館の解体工事における

アスベスト処理などに係る工事費用の増額分

の計上でございます。財源の内訳といたしま

しては、地方債で5,680万円の増、そして一

般財源では1,882万4,000円の減額となってお

ります。 

 次に、一番下段でございます。第５項保健

体育費、１目保健体育総務費、２細目体育施

設維持管理事業でございます。これは補正は

ございませんが、財源内訳の補正でございま

す。地方債で6,630万円の増額、そして一般

財源で6,630万円の減額となっております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 加賀農林課長 

○加賀忠夫農林課長 86ページをお願いしま

す。 

 第11款の災害復旧費、第１項２目１細目の

林道災害復旧事業費で、額の増減はありませ

んが財源内訳の組み替えによるものでありま

す。林道城石線等の災害復旧事業費の実績等

によりまして、県支出金を993万円、地方債

を480万円増額し、一般財源を1,473万円減額

措置するものであります。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。 

 ここで、２時40分まで休憩いたします。 

           午後２時30分 休憩 

 

           午後２時40分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 歳出についてのただいまの説明を受けたこ

とについて質疑の方はございませんか。 

 若狭議員 

  〔12番（若狭明彦議員）登壇〕 

○12番（若狭明彦議員） ただいま説明があ

ったわけでございますが、85ページのカルチ

ャーセンター等のことで鹿西公民館のアスベ

ストの工事の件なんですが、3,797万6,000円

の補正なんですが、当初は二千九百何ぼとい

うふうな業者見積もりがあったということな

んですが、それによってまた六千何ぼになっ

たんですが、この減った原因、説明願いま

す。 
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 それと、中身についてどうなのかなという

こと。くいが減ったというふうな、くいが幾

ら減ったのかと。ただトータルだけの説明で

は理解できないんじゃないかなと思いますの

で、その明細をお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 若狭議員の質疑に

お答えします。 

 くい抜きに係る経費、直接工事費でありま

すが561万2,000円の減額、それとそのほかに

必要経費等々を合わせて約670万円余り減額

をさせていただきました。 

 それと、くいの本数等については、今手元

に資料がございませんので後ほど返答させて

いただきます。 

○議長（甲部昭夫議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） それと、この間も

ちらっと課長の説明もあったわけでございま

すが、足場なんかもせないかんという設計事

務所の打ち合わせというふうな設計屋さんの

話もあったと思うんですが、そういう設計同

士の打ち合わせでここまで見ましょうねとか

そういうことよりも、実際現地を見て、どう

いう壊し方すればこうなりますよと、こうい

う壊し方すれば安く上がりますよとかいうこ

とがあると思うんですよね。新しいものをつ

くるときには必ず足場しなくては外壁張れな

いとか、これは当然のことなんですが、その

点も含めて数字的にまた説明をお願いしま

す。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 若狭議員の再質疑

にお答えします。 

 設計業者の解体の実施設計の業務につきま

しては、一応足場等につきましては全部しな

ければならないというようなお話であって、

その状況にも応じるというふうなお話。それ

と場所等によっても風よけのものとか音を遮

るものとか、そういうふうなお話があったか

と思うんですけれども、それで平均的なもの

を設計に入れているというお話であったかと

思います。 

 それと、先ほどのくいの本数でございます

が、全部で62カ所、延べ958メートル。くい

の大きさは30センチのものが大部分であり、

45センチのものも２本ございました。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） 後からまた資料と

いうことでございますのでそれでいいんです

が、町長も建築士の資格を持っていてプロや

ということでなっておりますので、その点も

精査して、どういう壊し方すれば安上がるん

だろうなということも踏まえてしていただけ

ればいいんじゃないかなと思っておりますの

で、ひとつよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

 諏訪議員 

  〔７番（諏訪良一議員）登壇〕 

○７番（諏訪良一議員） 農業振興費につい

て質問いたしたいと思います。 

 魅力ある園芸品目育成事業、今年度の当初

予算で160万円、そして先ほどの説明ではさ

らに補助金として60万円上乗せすると。 

 魅力あるということになってくると、ハウ

スの中へ何を入れるか。ハウスの建設が目的

ではないはずです。これはあくまでも手段で

すが、どのようなことに取り組もうとしてお

いでるのか、指導しているのか、伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 加賀農林課長 

○加賀忠夫農林課長 諏訪議員の質疑にお答

えをします。 

 魅力ある園芸品の話ですが、これまではハ

ウス、ＪＡさんと補助を分かち合いまして、

道の駅へ野菜類、そういったものを出してい

ただく予定で補助をしておりました。 

 これからは、道の駅とも話、それからＪＡ

とも共同でお話をしまして、カラー野菜に少
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し力を入れたい。カラー野菜イコール健康野

菜としてこれから推進したいという目的を持

ってございます。 

 そういう中で、先ほどもご説明しました

が、織姫ファイトプロジェクト、いわゆる生

産者の人たちで立ち上げしましたそういう会

の会員の皆様で、いろいろお互いに指導しな

がら、ハウスの補助は道の駅へ必ず出してい

ただくということを条件に補助しますので、

カラー野菜を道の駅長、田中駅長が前から取

り組んでおられますので、そういったことを

中能登農林総合事務所の農業振興部の普及員

も力を入れていただいて、一緒にカラー野

菜、健康野菜で少し中能登の道の駅を売り出

したいと今考えております。 

 そういったことをご説明して、今９人の方

が小さいハウスでも耐雪用のハウスをこれか

ら購入したい。それでこれからそういう生産

をやっていきたい。町とＪＡにとりましても

そういった生産者の普及活動に、生産される

ための栽培のいわゆるご指導、それから助

言、そういった協力を惜しまなくやっていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） とにかく道の駅へ

町内の特産物、魅力ある野菜。かけ声はいい

けれども、なかなかいつ行っても見当たりま

せん。そういうことから、ハウス建ててすぐ

うまくいくとは思ってはいませんけれども、

やはりその方向へ指導をしていただきたいと

思います。 

 終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

 林議員 

  〔２番（林 真弥議員）登壇〕 

○２番（林 真弥議員） 78ページです。 

 障害者福祉費ということで、一番下の障害

児施設給付費、これについてちょっと具体的

にもう一度説明願えませんでしょうか。 

○議長（甲部昭夫議員） 平岡住民福祉課長 

○平岡重信住民福祉課長 林議員の質疑にお

答えします。 

 78ページの障害児施設給付費の中身でござ

いますけれども、この中には、315万円の中

には３つの事業がございます。 

 １つ目といたしましては、放課後のデイサ

ービス事業。これが一番大きなものでござい

まして、金額的には374万円ぐらいを増額し

ております。これにつきましては、障害児の

放課後、学校後、施設へ行って家庭の方が迎

えにくるまで施設で過ごすという、そういう

事業でございます。今年度、つばさにおいて

は夢ういんぐという事業所を立ち上げて町内

で行っておりますが、七尾市内においても幾

つかの事業者がこういう事業を行っているわ

けでございます。 

 それから発達障害支援等相談支援給付費、

そういうものの事業量の減が見込まれますの

で60万円ぐらいの減額をしております。 

 そういうことで、一番大きなものとしては

学校終わった児童の放課後のデイサービスを

利用するという事業でございます。 

○２番（林 真弥議員） よろしいです。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） 先ほどの加賀課長

の説明あったと思うんですが、ちらっと聞き

漏らしたかもわかりませんので、もう一回説

明をお願いします。 

 82ページ、国土調査費、地籍測量で730万

の△なんですよね。これについて、なぜこう

いうふうになっているのか、説明をお願いい

たします。 

○議長（甲部昭夫議員） 加賀農林課長 

○加賀忠夫農林課長 若狭議員の質疑にお答

えしたいと思います。 

 国土調査費の地籍調査費、13節委託料の地
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籍測量730万円。これは先ほど歳入でも総務

課長が言われましたし、私からも言いました

ように、当初、予算を組んだときに国土調査

費の地籍調査事業費は石川県からの内示があ

りまして、当初予算の予算額をいただく予定

にいました。 

 ただ、前にも一度説明したことがあります

が、全国的に東日本大震災を受けまして、南

海トラフ、いわゆる関東地区の地震に備えて

関東地区のほうに、日本海側じゃなくて太平

洋側の地籍調査を早く進めたいという国の意

向がありまして、石川県のほうが、裏日本と

いう言い方は変ですけれども、予算がつきづ

らくなりまして、当初見込みました予算が減

額となりました。 

 そこで一応730万円の減額は、現在、能登

部上の一部分、それから鹿島では尾崎、それ

から鳥屋地区ではちょうど良川が全体終わり

まして良川の最後の沖と黒氏の一部を入って

ございます。その３地区の委託の地籍測量が

終了、今回やりましたが、その事業費を精査

して確定しましたところ730万円、補助もい

ただけないものですから減額をさせていただ

いたという形でございます。 

 以上です。 

○12番（若狭明彦議員） わかりました。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかございません

か。 

 土本議員 

  〔１番（土本 稔議員）登壇〕 

○１番（土本 稔議員） それでは、85ペー

ジ、社会教育施設管理運営費の公民館の増額

ですけれども、当初予算時から大幅な増額要

素がなぜ見抜けなかったのかという、このこ

とについて伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 百海生涯学習課長 

○百海和夫生涯学習課長 土本議員の質疑に

お答えします。 

 当初予算での見積もりの甘さというような

形で、そのことかと思います。確かに当初予

算では２年前の一業者の見積もりをもとに積

算をしてしまいました。それで今回、解体を

するに当たり、アスベスト等の処理のことも

あり精査したところ、今回のような金額にな

りました。 

 当初の予算の見積もりが甘かったというこ

とで、大変申しわけございませんでした。 

○１番（土本 稔議員） 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第85号 平成27年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算について説明

を求めます。 

 議案書は87ページから91ページになりま

す。 

 長元参事兼保健環境課長 

○長元健次参事兼保健環境課長 それでは、

議案書の87ページをごらんになっていただき

たいと思います。 

 議案第85号 平成27年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算でございます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ96万2,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億1,679万2,000

円とするものでございます。 

 それでは、90ページをお願いいたします。 

 まず歳入でございます。 

 第３款の繰入金で２目の保険基盤安定繰入

金ということで96万2,000円の増額をお願い

するものでございます。 

 次に、91ページをごらんになっていただき

たいと思います。 

 歳出でございます。 

 第２款の後期高齢者医療広域連合納付金で

ございます。第１項１目の後期高齢者医療広

域連合納付金でございます。１細目の後期高

齢者医療広域連合納付金で、19節の負担金で
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保険基盤安定負担金で96万2,000円の増額を

お願いするものでございます。これにつきま

しては一般会計のほうにも一部ご説明申し上

げましたが、保険料のうち均等割の軽減相当

額の決定による負担額を増額するものでござ

いまして、一般会計から繰り入れた額をその

まま後期高齢者医療広域連合に支払うもので

ございます。 

 以上、中能登町後期高齢者医療特別会計の

補正予算の説明を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第85号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第86号 平成27年度中能登町介

護保険特別会計補正予算について説明を求め

ます。 

 議案書は93ページから97ページとなってお

ります。 

 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書93ページをお願いいたします。 

 議案第86号 平成27年度中能登町介護保険

特別会計補正予算について説明をさせていた

だきます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ351万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ22億9,877万円と

するものでございます。 

 それでは、議案書96ページをお願いいたし

ます。 

 歳入についてご説明いたします。 

 ２款国庫支出金、４目介護保険事業費補助

金で172万7,000円の増額でございますが、こ

れは介護報酬の改正に伴うシステム改修費の

国補助分であります。 

 続いて、６款繰入金、５目その他一般会計

繰入金で179万円の増額でございますが、主

に介護報酬の改正に伴うシステム改修費の町

負担分であります。 

 次に、議案書97ページをお願いいたしま

す。 

 歳出についてご説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費で345万6,000円の

増額でございますが、介護報酬の改正に伴う

システム改修費の増額を行うものでございま

す。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第86号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第87号 平成27年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算について説明を求

めます。 

 議案書は99ページから106ページとなりま

す。 

 北野上下水道課長 

○北野 均上下水道課長 それでは、議案第

87号 平成27年度中能登町下水道事業特別会

計補正予算であります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ1,459万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ17億2,221万円と

するものであります。 

 第２条、債務負担行為の補正であります。

債務負担行為の追加は第２表債務負担行為補

正による。 

 第３条では地方債の補正。地方債の補正は

第３表地方債補正によるものであります。 

 次に、101ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為補正であります。まず

中能登町公共下水道処理施設維持管理業務委

託で4,700万円、その下、中能登町農業集落
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排水処理施設維持管理業務委託で900万円、

それからその下になりますが中能登町公共下

水道処理施設に係る産業廃棄物収集運搬・処

理業務委託で3,400万円、その下になります

がバイオマスメタン発酵施設建設工事に伴う

施工監理業務委託で700万円、それぞれ限度

額を設定するものであり、期間はいずれも平

成28年度までとするものであります。 

 なお、この業務は平成28年４月１日から年

間を通して維持管理などが必要であるために

12月補正をさせていただき、来年３月までに

契約、それから入札執行並びに契約締結を完

了したいものであります。 

 次に、102ページをお願いいたします。 

 第３表地方債補正であります。特定環境保

全公共下水道事業債で、限度額４億1,830万

円から480万円を減額いたしまして４億1,350

万円とするものであります。交付金の減額に

伴いまして事業費の減によるものでございま

す。 

 次に、104ページをお願いいたします。 

 歳入であります。 

 ３款１項１目１節の社会資本整備総合交付

金で850万円の減額です。これは交付金の額

の確定によります減額措置であります。 

 それから、その下になります。４款１項１

目１節の一般会計繰入金では129万円の減額

です。事業債利子の利率の確定や、それから

事業費の確定によるものでございます。 

 次に、７款１項１目１節の特定環境保全公

共下水道事業債で480万円の減額でありま

す。交付金の額の確定によりまして事業費の

減に伴うものでございます。 

 次に、105ページをお願いいたします。 

 歳出であります。 

 １款１項２目１細目の公共下水道施設管理

費で137万2,000円の減額をお願いするもので

す。内訳といたしましては、光熱水費で200

万3,000円の減額です。これは、施設の統廃

合事業によりまして公共下水道処理施設へ流

しております集落排水施設３カ所とマンホー

ルポンプ場７カ所分のふえた量の汚水を処理

するための電気料がほぼ確定したことにより

まして減額をさせていただきたいというもの

でございます。また、そのほか公課費で63万

1,000円の増額をお願いするものです。消費

税並びに地方消費税の申告額の確定によるも

のです。 

 その下になりますが、３目２細目の農業集

落排水施設管理費で15万円の増額をお願いす

るものです。廃止予定の鹿島北部浄化センタ

ー及び鹿島西部浄化センター、両施設に係り

ます浄化槽等の清掃業務に不測の日数を要し

たために電気の休止手続を延長して行ったと

いうことによる増額補正であります。 

 また、施設修繕料で300万円の増額をお願

いするものです。これは、鹿西東部浄化セン

ターにあります汚泥返送ポンプの２台のうち

の１台が故障して停止している状態です。こ

のことから汚水処理施設維持管理委託で300

万円を減額いたしまして、施設修繕料への組

み替えを行いまして早急に対応させていただ

きたいというものであります。よろしくお願

いいたします。 

 106ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目２細目社会資本整備総合交付

金事業の委託料で1,164万2,000円の減額をお

願いするものです。 

 内訳といたしましては、13節委託料になり

ますが、水処理施設改築更新設計で532万

8,000円の減額。これは鹿島中部クリーンセ

ンターの機械設備改築実施設計業務、それか

ら耐震補強設計業務に係るものであります。

また、下水道事業業務継続計画策定で84万

4,000円の減額であります。それぞれ交付金

の減額並びに業務委託費の精算によるもので

ございます。また、工事監理委託料では300

万円の増額をするものです。これはバイオマ

スメタン発酵施設建設工事に伴います建築に

係る施工監理業務でありまして、先ほど債務



－38－ 

負担行為の設定でも説明しました700万円と

合わせまして今年度中に発注をしたいという

ものでございます。 

 また、工事請負費では815万円の減額で

す。鹿島中部クリーンセンター耐震補強工事

など、交付金の額の確定に伴いまして減額を

するものです。 

 次に、２目１細目の農業集落排水事業費の

委託料で76万4,000円の減額をお願いするも

のです。施設の機能診断及び最適化構想策定

業務の精算による措置でございます。 

 続いて、３款１項２目１細目の公共下水道

事業債利子で124万5,000円、それから２細目

の農業集落排水事業債利子で20万7,000円、

それぞれ減額をお願いするものです。借入利

率の確定によるものです。 

 以上であります。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第87号について質疑の方はございま

せんか。 

 若狭議員 

  〔12番（若狭明彦議員）登壇〕 

○12番（若狭明彦議員） ただいまの課長の

説明では、101ページ、バイオマスメタン発

酵施設建設工事に伴う施工監理業務委託、こ

の700万なんですが、28年度ということは来

年の予算ですよね。といいますと、この間の

施設の入札したのはいつやったか、幾らにし

たか。そのときに設計あった。設計あったら

設計者にこの監理費が入ってないのか入って

いたのかどうかということ。 

 当然入っておれば最初から完成するまでの

監理料があるはずなんですよね。普通、建設

なら。年度末に一回切って、さあ来年は来年

度監理委託というのはないと思うんですが、

その説明をお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 北野上下水道課長 

○北野 均上下水道課長 若狭議員の質疑に

お答えをいたします。 

 まず、９月に契約いたしましたメタン発酵

施設の建築工事の中に監理料は入っていたか

という質問だったと思いますが、その中には

監理料は含まれておりません。 

○議長（甲部昭夫議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） 監理料が含まれて

おらないということなんですが、９月に入札

した。今、着工していますよね。ということ

は、今誰も監理している人がいないというこ

となんですか、どういうことなんですか。 

○議長（甲部昭夫議員） 北野上下水道課長 

○北野 均上下水道課長 若狭議員の再質問

にお答えいたします。 

 監理につきましては、これから発注という

ことになりますので、現段階では入っていな

いということになります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） これは町長に聞か

ないかんがかもわからんけど、建物を建てる

ときに設計するときには監理料を含んで入札

して設計決めるんじゃないんですか。だから

今もう工事着工しておるというたら、当然く

い打ちか何かあると思うんですよね。という

ことは、最近にぎわせているとおり、くいの

監理は誰もしてないということに判断される

んですが、どうなんですか。 

 これは町長のほうが。建築のプロやから町

長に聞いたほうがいいがかもわからんし。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 設計をするときには設計、

そしてそれの金額に応じて監理料も入れてや

るのが大体常識でございます。 

 今聞いたところ、設計はあれしたけど、ま

だ監理料は入っておらんということで、まだ

くい打ちまで行っておらん。そういう中で、

工事の進行状況に応じて早くしなければなら

んのではないかなと、そう思っております。 

 本来からいえば、設計、そして監理料、そ

して工事着手するときには全て終わっておら
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なければならないわけでありますけれども、

現在のところはそこまで行っていないという

ようなことなので、これからしっかりと見て

あれします。当然入っておるもんだと私も思

っておったんですけれども、そんな状況だそ

うです。 

 あんたもプロやから、その辺はわかると思

います。まだ工事もそこまで進んでいないと

いうことも現実でありますので、しっかりと

監理料も入れて、そんなことのないようにや

ってまいります。 

○議長（甲部昭夫議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） 私も建築のちょっ

こりの資格しかないんですが、町長は物すご

く幅広く、レパートリーも広いし何しておい

でるんですが。ということは、今の進捗はど

こまで行っておるんですか。 

○議長（甲部昭夫議員） 北野上下水道課長 

  〔「４回目でないか」の声あり〕 

○12番（若狭明彦議員） 議長、どうです

か。やめますか。 

○議長（甲部昭夫議員） ３回ということで

一応やめておきます。 

○12番（若狭明彦議員） ほんならあと一般

質問でもまたさせていただきます。 

 ありがとう。 

○議長（甲部昭夫議員） ほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第88号 平成27年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算について

説明を求めます。 

 議案書は107ページから111ページとなりま

す。 

 町田情報推進課長 

○町田穂高情報推進課長 それでは、議案書

の107ページをお願いいたします。 

 議案第88号 平成27年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ202万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億1,433万8,000円と

するものでございます。 

 110ページをお願いいたします。 

 まず歳入でございます。 

 第２款使用料及び手数料は、放送サービス

利用料の滞納繰越分36万8,000円でございま

す。これは額の確定によるものでございま

す。 

 第４款繰入金は、一般会計からの繰入金

165万2,000円でございます。 

 続いて、111ページ、歳出でございます。 

 １款１項１目１細目の給与費につきまして

は、職員の通勤手当及び勤勉手当として40万

の増額をお願いするものでございます。 

 また、２細目の管理費につきましては、放

送サービス利用料の滞納繰越分36万8,000円

の歳入増に伴い、一般会計からの繰入金36万

8,000円を減額するものでございます。 

 ２款１項１目１細目の施設整備事業費で

は、新規加入世帯や集合住宅への光ケーブル

引き込み工事が当初の見込みより多くなると

思われることから162万円の増額をお願いす

るものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第88号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第89号 平成27年度中能登町水

道事業会計補正予算について説明を求めま

す。 

 議案書は113ページから115ページとなりま

す。 

 北野上下水道課長 

○北野 均上下水道課長 それでは、議案第
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89号 平成27年度中能登町水道事業会計補正

予算であります。 

 第２条、収益的支出でありますが、予算書

第３条収益的支出の予定額を次のとおり補正

するものです。支出、第１款１項営業費用で

10万円を増額いたしまして、トータルを４億

36万4,000円とするものであります。 

 第３条、予算書第９条の次に次の１条を加

えるものであります。第10条としまして、債

務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額は次のとおり定めるものでありま

す。まず上水道施設維持管理業務委託で限度

額を570万円、それから水質検査業務委託で

限度額を440万円とするものであり、期間は

いずれも平成28年度までとするものでありま

す。 

 なお、この業務は平成28年４月１日から年

間を通しての維持管理などが必要であるため

12月に補正をさせていただき、来年３月まで

に入札執行並びに契約締結を完了したいとい

うものでございます。 

 次に、115ページをお願いいたします。 

 収益的支出でありますが、１款１項１目の

総係費でありますが、手当といたしまして10

万円の増額をお願いするものであります。 

 以上であります。 

○議長（甲部昭夫議員） 説明が終わりまし

た。議案第89号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 以上で議案の説明及び質疑は終結します。 

 ここで、委員会付託表を配付しますので、

暫時休憩いたします。 

           午後３時27分 休憩 

 

           午後３時28分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 会議を再開しま

す。 

 ここで、執行部の議案の一部訂正の申し出

があり、発言を許します。 

  〔「異議あり」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 暫時休憩します。 

           午後３時29分 休憩 

 

           午後３時30分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 再開します。 

 ただいまの訂正の件は取り消します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第５ 常任委

員会付託 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第71号

から議案第89号及び請願第８号並びに請願第

９号につきましては、会議規則第39条の規定

により、お手元に配付しました委員会付託表

のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付

託したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託表のとおり、各常任委

員会へ付託することに決定しました。 

 

 ◎休会決定の件 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第６ 休会決

定の件を議題とします。 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会審査等のため、12月11日から

15日までの５日間、休会としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、12月11日から15日までの５日間、

休会とすることに決定しました。 
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 ◎散   会 

○議長（甲部昭夫議員） 以上で本日の日程

は終了しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時33分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（甲部昭夫議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は12名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第１ 一般質

問 

 これより一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の持ち時間は１時間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。執行部におかれましては的確な答弁を

お願いいたします。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 最初に、８番 宮下為幸議員 

  〔８番（宮下為幸議員）登壇〕 

○８番（宮下為幸議員） おはようございま

す。 

 12月議会に向けまして２つの質問をしたい

と思います。１点目は英語の日常化を目指し

て、２番目は子育てについて。 

 英語の日常化を目指してについては、１番

目には各小学校の状況はどうなっているの

か。ＡＬＴの活動状況は。中学校卒業までの

英検取得予定はどのように考えているのか。

中学校ではグローバル化した社会を見据え、

読む、書く、話す、聞くといった４技能入試

の重要性を大切にした授業をしているかを聞

きたいと思います。 

○議長（甲部昭夫議員） 池島教育長 

  〔池島憲雄教育長登壇〕 

○池島憲雄教育長 今ほど宮下議員の英語の

日常化を目指してに関するご質問をいただき

ました。 

 ４点ばかりありまして、まず第１点目です

けれども、各小学校における英語の学習状況

はどうなっているのかということでありまし

た。 

 小学校、町内３校あるわけですが、５年

生、６年生は、外国語活動の時間に英語を週

１時間、年間にして35時間学習をしておりま

す。小学校３校とも文部科学省が作成しまし

た「Hi, friends!」という教材を使っておりま

して、授業の形態は先生と外国語指導助手で

あるＡＬＴの２人での英語の学習となってお

ります。 

 主な狙いですけれども、ネイティブな音声

や表現になれ親しむこと、またコミュニケー

ションが少しでもとれるように、また外国文

化を理解できるようにというようなものが主

たる狙いであります。特に話すとか書く活動

を中心にしてコミュニケーション能力の素地

を養っているところです。 

 また１年から４年についてですけれども、

学校によって多少違います。鹿西小学校では

１、２年生が学期に１回、３、４年生は月に

１回、挨拶とか簡単な数など基礎的な英語に

親しむ活動を行っているところです。それか

ら鳥屋小学校ですけれども、１、２年生は学

期に１回程度、３年生は月に２回程度、４年

生は学期に１回程度、ばらばらなんですけれ

ども外国語と触れ合う活動を中心にして行っ

ております。また鹿島小学校のほうは、４年

生から１年生まで毎月１回、コミュニケーシ

ョンを図りながら簡単な英会話を行っている

ところです。 

 それが１点目です。 

 ２つ目ですけれども、ＡＬＴの活動状況は

どうなのかということでありました。 

 小学校は５年生、６年生、それから中学校

は全学年の英語に、ティームティーチングと

してＡＬＴは授業の支援を行っております。

また１年から４年までにおきましては、英語
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活動の中に中心になって入っております。 

 さらに、授業時間だけでなくて、掃除の時

間とか休み時間とか給食の時間などにおいて

も子供たちと積極的に交わってコミュニケー

ションを図り、英語になれるような、そうい

う取り組みにＡＬＴの皆さんは頑張っておら

れます。 

 それから３点目ですけれども、中学校卒業

までの英検の目標はどのようなものかという

ことですが、１年生は５級、２年生では４

級、それから３年生、卒業時までには３級以

上の取得を目指しているところです。 

 今年度どうなのかという取得状況ですが、

現時点で３級が24名おります。準２級が２

名。合わせて26名、パーセントにして16％と

なっています。３年生、１月にもう一度英検

の試験がありますので、最終的な合格者はさ

らにふえるのかなというふうに思っていま

す。 

 国の英語力の到達目標として、中学校では

英語検定の合格率を成果目標として、平成29

年までに50％以上となっているところです。

高い目標値ですけれども、英語の先生は毎年

ＴＯＥＩＣというテストを受けながら英語力を

高め、授業の質の向上に努めているところで

す。 

 それから最後、４点目です。 

 ４技能入試、読むこと、書くこと、話すこ

と、聞くこと、この４技能入試の重要性につ

いてですけれども、大学入試改革に伴いまし

て、この４技能といったものを総合的に評価

できる問題の出題、あるいは民間の資格、検

定試験の活用、また高等学校における英語教

育につきましても小学校から高等学校までを

通して、英語を使って何ができるようになる

のかという観点から４技能にかかわる一貫し

た指標の形で設定するよう学習指導要領の改

訂で答申を出しているところです。 

 中学校の授業におきましては、従来の読

む、書く、話す、聞くの活動に加え、話す活

動において、ただ英語を話すのではなくて、

誰に何の目的で話すかという相手意識を持っ

ての活動を行えということです。例えば、Ａ

ＬＴに日本文化を説明する、説明できる。Ａ

ＬＴに日本の有名人を紹介することができる

ような、そういう英語の力というようにして

実践的な活動につながるような、そういう目

標を持ってやっているところです。 

 これが現在の状況であります。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） きのう鳥屋小学校

の授業に１限目から４限目までありまして、

私、行って見てきました。ニコルさんという

方がＡＬＴとしておいでて、その中で12月25

日はクリスマスだからということで、クリス

マスカードを５年生の１組、２組、６年生の

１組、２組も全て、きょうはクリスマスカー

ドをつくりますということでやっておいでま

した。 

 全て簡単な英語ではやっておいでましたけ

れども、子供たちは、折り紙ですか、何か難

しい折り紙でした。アメリカ流の折り紙をし

ているわけですが、先生にもしわからないこ

とがあったらということで、子供たちはhelp 

meと言って、助けてくださいというような

言葉で会話をしながらやっていました。すご

いなと感じたわけですが。ただ、私が感じま

したのは、音楽が鳴ってやっておるような。 

 私、総務建設常任委員会で先月、広島の世

羅町、駅伝の世羅です。そこへ勉強に行って

きたわけです。本当は広島の土石流の問題、

空き家バンクの問題を主にして行ったわけで

すが、せらにし小学校という小学校がすごい

外国語活動が進んでいるということで、市役

所にお願いしまして行ってまいりました。 

 世羅町には４つの小学校がありまして、全

ての学校が１年生から６年生まで英会話をし

ているというような学校でした。その中で少

しだけお話ししますが、せらにし小学校とい
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う学校へ行ってきたわけです。 

 その学校へ行きますと、私たち委員が事務

局を入れて７人行ったんですが、すぐ見てく

ださいと。教頭先生とか世羅町の副議長もお

いでて、バスがとまっていたわけですね。バ

スが４台とまっていて、そのバス、見てくだ

さいというものでバス何を見るがかなと思っ

ておったら、中へ入ってくださいと。バスの

中へ入ったら、英語の音楽と、チャンツとい

うような繰り返しの音楽がずっと鳴っておる

わけです。これが登下校中にずっと子供たち

が朝出てくるときから帰るまで学校内でもか

かっているそうです。そういうふうにバスの

中に、子供たちにスタートの時点から英会話

を耳の中で歌なりを繰り返して毎日やるとい

うような形でやっていました。すごいなと感

じました。 

 そして学校へ入りまして、少しだけ校長室

へ入りまして校長室でお話しして、校長先生

がきょうは１年生の授業を見てくださいとい

うことで言われたので、わかりましたという

ことで、その前に体育館に全校生徒が集まっ

ていますので、皆さん、来てちょっと聞いて

くださいと言われるものですから、わざわざ

全校生徒の前で何かしゃべるのかなというよ

うな気持ちで行きましたが、子供たちは全校

生徒が体育館に入るなり、morningというよ

うなことを、おはようございますということ

をmorningという答えで返ってきました。私

たちも緊張しまして何するんかなと思った

ら、今から全校生徒で歌を歌いますと。英語

で歌うのかなと思っておったら違っていて日

本語で歌っていましたが。 

 そして歓迎を受けまして、１年生の教室の

中へ入っていって、朝の会のやりとりです。

学校へ入ってすぐ朝の会のやりとりというこ

とで、担任の先生と児童と児童同士がお互い

にコミュニケーション、おはようございます

というようなことから始まってそういうこと

を話しするわけです。それを今少しやってみ

ます。私と議長がやってみますので。議長に

言ってあるものですから。 

 How are you, Mr. Koube? 

○議長（甲部昭夫議員） I'm fine thank you. 

○８番（宮下為幸議員） お元気ですか、甲

部さん。甲部さんは、元気です、ありがとう

ございますという答えです。 

 それについて次、甲部さんがI'm fine thank 

you.と言いましたが、次またHow are you?と

つけて、例えばMr. Sugimotoなりクラス全員

に繰り返し練習をさせて覚えさせていく。そ

ういう挨拶の仕方をしておりました。すごい

なという感じを受けました。 

 そしてまた、すぐに１年生の授業が始まり

まして、次はＡＬＴとＪＥＴという方がおい

でるんです。Japan English teacherというの

か、そういう人が世羅町に２人おいでるらし

いです。１級検定を持って留学もされた若い

女の先生でしたが、非常勤講師としてそこで

特別に町にお願いして非常勤として４つの小

学校、全てＪＥＴの人と、ＡＬＴが２名おい

でるらしいですが、ＡＬＴは中学校も行かれ

るそうで、ＪＥＴの方は全て４つの小学校を

回っておいでるそうです。 

 ＪＥＴの方は、例えばきょう、せらにし小

学校がありますよといったら１年生から６年

生、６限目までずっといられるということ

で、その活動内容が、１年生だけ私ら見てき

たんですが、それは本当に音楽を利用したリ

ズミカルな体操の中で英語を覚えていく。そ

ういうような形でやっていました。 

 結構子供たちもＡＬＴとＪＥＴの先生方と

一緒に会話をするわけですが、すごいなとい

うことを感じておったわけなんですが、でき

れば中能登町もチャンツというＣＤ化された

ものがあるらしいので、1,200円かそこらぐ

らい安い単価で、それを学校で利用してされ

たほうがいいがじゃないかなということで、

さっき教育長が言われた簡単な単語から始ま

って簡単なしゃべりに入っていくということ
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で、そういうＣＤを利用して、テレビも利用

してされたほうがいいがじゃないかなという

ことを思います。 

 きのう鳥屋の小学校へ行きまして、ニコル

さんと話ししておりましたが、私らもチャン

ツというのは知っているんですと。中能登町

へ来て４年間たちましたが、その前に１年は

仙台のほうにおいでたということで、そのと

き少しやりましたということを言っておいで

ましたが、チャンツの中身は知っているとい

うことで、どういう活動をすればいいかとい

うことは多分知っておいでると思うんです。 

 ニコルさんもハワイの人らしいですし、私

たちが行った世羅町のＡＬＴの方もハワイの

方でした。あなたハワイですねと言ったら、

わかりますかと言うもので、この前、広島県

の世羅町へ行ったときにハワイの方が、男の

方でＡＬＴの方が講師としておいでたので、

何となく顔が、女の方でしたけれども似てい

ますねということを。日系３世か４世のよう

な顔だちの方でしたが、ずっと日本で英語活

動を教えていきたいということを言っていま

したので。 

 特に先ほど申しましたＪＥＴ、中能登町に

そういう人が果たしているのかどうか。私は

１人だけ知っています。その人は結構年配に

なられてあれなんですが、確認して協力して

いただけると思いますが。 

 前の６月のときにも私、英語のことを聞き

まして、教育長はそのときにＪＥＴのこの辺

の非常勤的な人を探すように教育委員会でも

してみたいということを言っておいでました

ので、その辺のことを少しだけ聞きたいと思

います。 

○議長（甲部昭夫議員） 池島教育長 

○池島憲雄教育長 今ほど広島県の世羅町の

特色ある学校の取り組み、いろいろと参考に

させていただきながら聞いておりました。 

 私たちも先日、中能登中学校、台湾の成功

国民中との日常的なテレビ会議方式による交

流が始まりました。向こうのほうも英語活動

が熱心で、全部の教室ではないんですけれど

も、英語の時間は英語で話をして英語でしゃ

べってということで、うちの中能登町の中学

生と比べるとはるかに進んでいるなというよ

うなことを前々から知っておりました。 

 そういう交流にしても、できれば通訳だけ

でなくて、中能登の子供たちも熱心に会話の

勉強をして、せめて成功国民中の生徒たちと

の交流も日常的に恥ずかしがらないで交流で

きるようになればいいなというそういう思い

もあって、両方の交流の開始式といいいます

かそれを見ておりました。 

 それから近々、小学校でも英語が正式な授

業の時間に教科として取り入れられるように

決定になりました。そういうこともありまし

て、私たちも教育熱心な町といいますか、一

歩先を歩むというそういう自負をしておりま

すので、正式に始まる前に一歩でも半歩でも

そういうような取り組み、努力をしていきた

いなというように思っています。 

 例えば、これは全くの思いつきですけれど

も、保育園の園児のときからＡＬＴといいま

すかそういう英語関係のお姉さんが入って、

理屈抜きにして遊びの中で英語なんかをやれ

ばどんな効果があるのかなというようなこと

も日常思いも持っておるわけですし、それか

ら中能登町、学童保育、学校が済むと家へ帰

ってもお父さん、お母さんはまだ仕事から帰

っていないということで学童保育へ通う子供

たちもたくさんおります。その時間帯に何か

希望者だけでも、あるいは工夫しながら学童

保育に集まっている子供たちが家へ帰る時間

を待っている間だけでも自由に、もっと楽に

して英語に入っていく、そういう工夫ができ

んだろうかなというようなことも思います。 

 近々小学校にも始まりますので、何として

もそういう他の市町におくれをとらないよう

に、できれば前へ進めるように、いろんな工

夫をしているところです。 



－49－ 

 今、宮下議員からいただきましたことも参

考にしながら、ぜひ何らかの取り組みを開始

したいというように思っています。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） 平成32年度から３

年生、４年生は必修化、５、６年生は教科と

なるはずです。そうしてなっていくと、例え

ば今教育長が言われた幼稚園から、保育園か

らというのは私は大賛成です。その中で世羅

町が取り入れていた英会話的なんかを保育園

で安い1,200円のＣＤを買ってきて、それを

子供たちと一緒に、簡単な単語から始まりま

すので、そういうものをぜひやっていただき

たいなと思います。 

 それと英検、さっき言われた３級、４級、

５級の検定の費用は町が助成されるんです

か。来年度の予算的にはどういうふうになる

んですか。 

 世羅町は助成はしているらしいです。ちょ

っと金額は忘れましたが、学校教育の担当課

長が来て、うちは助成をやっておりますと言

っていましたので、来年度、予算づけされる

のかどうか。 

○議長（甲部昭夫議員） 池島教育長 

○池島憲雄教育長 中学校に英検はやってお

るんですけれども、費用は現在のところ各家

庭です。新年度、こういう時代ですので、予

算編成を前にして、できるものなら少しでも

というような思いもあります。どのように実

現していくのか、検討させていただければな

というように思っています。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） 検討してくださ

い。 

 それと、世羅町は駅伝の町です。駅伝で世

羅というのは有名ですので、副議長も世羅は

駅伝だけれども、世界的な世羅になるんだと

いうことで、英語教育が一生懸命これからグ

ローバル社会に向けて頑張るということを言

っておいでましたので、またぜひ教育委員会

でも一度視察に行かれたほうが私は本当に勉

強になると思います。 

 そこの校長先生も若い52ぐらいの先生であ

りますが、すばらしい先生でありました。小

さいときから呉に生まれて、呉に分校がある

ものですから隣に引っ越しされてきた外人の

方と英会話していくうちに、当時は５年生だ

ったんですが、妹が２年生で、その２年生の

子がすぐ覚えたらしいです。そのときの教訓

から幼いころから、小さいときから英会話を

吸収したほうがいいということを言っておい

でましたので、ぜひまた子供たちにいい英会

話を教えていただきたいなと思います。 

 次に、２つ目の子育てについて聞きたいと

思います。 

 中能登町人口ビジョン・総合戦略の中で、

子育て新制度として３歳から５歳児への保育

料無料化はできないか。どれくらいの財源が

必要か。お願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 宮下議員の中能登町人口ビ

ジョン総合戦略の中で子育て新制度として３

歳から５歳児への保育料の無料化はできない

かとのご質問にお答えをいたします。 

 町では以前より人口減少対策として、安心

して子供を産み育てることができるさまざま

な支援で若者の定住促進を図ってきたところ

です。また、今年度より子ども・子育て支援

新制度がスタートし、国、県でもさまざまな

子育て支援策が検討、実施されております。 

 町でも今年度より３人以上の子供がいる多

子世帯の経済的支援を図るため、第３子以降

の保育料無料化を実施することといたしまし

た。国の基準では、第１子が小学校入学前の

場合に限り第１子が全額、第２子が半額、第

３子が無料となりますが、第１子が小学校に

入学すれば第３子が無料でなくなります。 

 このことから、平成27年度より18歳までの
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児童を３人以上養育している場合は３人目以

降の児童の保育料を所得制限なしで無料化し

たことで約3,600万円の経済的負担が軽減さ

れる見込みであります。 

 そのほかに、町単独事業の出産祝金事業で

は、第１子10万円から第５子以降50万円を交

付し、毎年約2,500万円を支出しておりま

す。 

 また、定住促進対策事業では、平成26年度

より転入者を対象に新たに子育て応援加算を

設けるなど交付額を大幅に拡充し、町外から

の転入を支援しています。あわせて医療費助

成でも対象者を高校生までに拡大するなど、

総合的に子育て世帯の経済的負担を軽減し

て、定住しやすい環境づくりで人口減少対策

に努めているところであります。 

 このような財政支援の中で、３歳から５歳

児の保育料無料化につきましては、さらに大

きな財政負担を伴いますが、国、県等から負

担軽減に活用できる制度が示されれば、どの

ような支援が一番有効なものになるかを検討

していきたいと思います。 

 これからも子育て世代の経済的負担や育児

への不安を軽減し、子どもいきいき子育て支

援のまちを基本理念に、安心して多くの子供

を産み育てることができるまちづくりに努め

ていきたいと思います。 

 また、３歳から５歳児の保育料を無料化す

るとどれだけの財源が必要かにつきまして

は、11月の保育料算定資料をもとに試算をし

ますと、第３子無料化等の制度が適用されて

いる児童分を除いて、さらに１カ月当たり約

860万円、年間に換算しますと約１億320万円

の一般財源が必要となる見込みです。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） 町長、今、負担軽

減制度が国が何かそういう制度があればとい

うことを言われましたが、実際にそれがある

のかどうか。 

 岐阜県の山県市というところがちょっと調

べたら３歳から５歳児の無料化やっていまし

た。このまちは財政がかなり厳しいまちらし

いので、昨年度までの実質公債費比率は18％

を超えていました。それが知事と公債許可団

体になりまして、だけど町長が２期目の町長

さんで、私の公約は無料化だということで踏

み切られました。その中で大胆な行政改革を

されたわけです。その改革によって今現在、

３歳児、５歳児の無料化に踏み切られたんで

すが、財源的には１億円ほどの一般財源から

持ち出しということで、かなり圧迫している

ようなことを聞いております。だけど、その

担当者は、少子化をとめなければその地域に

未来はないということを言ってコメントして

おいでます。 

 中能登町は、人口増減で比べれば唯一、能

登では先少し明るいような気持ちがします

が、ただ、20歳から産み育てる39歳までの人

たちが人数的にもしわかれば、どれくらいお

いでるのか。20歳から39歳までの産み育てる

若い人たち。これが人口減少対策の一番主に

なってくると思うので、その辺について一回

答弁を聞きたいと思います。 

 それと行革で例えばされたのは、統合課制

をされたということで、部署の再編をされた

ということ。職員の給料とかいろいろな、議

員定数の削減ももちろんありますが、そうい

うことは中能登町も議員の定数減ってきまし

たし、課制も結構絞られておるみたいです

が、そういうことをくるめて果たして町長は

財源１億3,000万ほどかかると言っていまし

たが、例えば無料化することによって、施策

としては町がやっている宅地造成をやられ

て、その中でいろんな隣接の市町村から人が

入ってきての固定資産税的なもの、それと仕

事して所得税的なものを引くとどういう形に

なるかということを試算されたことはありま

すか。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 
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○杉本栄蔵町長 子育て支援につきまして

は、地方創生の中でそれぞれの町が知恵を絞

っているところでございまして、中能登町も

子育て、教育、そういうもので力を入れなが

ら、また県知事とのいろんな話をしながら進

めております。その中で、３歳児から５歳児

までの負担を軽減できないのか、そういうこ

とも含めて来年の３月に出すということにな

っておりますので、その中で考えていきた

い、そう思っております。 

 数字につきましては担当課長のほうから説

明させますので、よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

  〔高名雅弘企画課長登壇〕 

○高名雅弘企画課長 20歳から39歳の人数で

ございますが、後ほど精査をいたしましてご

報告申し上げますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

  〔堀内浩一参事兼総務課長登壇〕 

○堀内浩一参事兼総務課長 財源確保のため

のそういう試算は、具体的にはまだしていな

いところでございますけれども、そういうこ

とを考えていく上ではいろんなことを試算し

ていく必要があると思いますので、今後幹部

含めて協議をしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） 数字なかなか出て

きませんでしたが、保育の就学前児童という

か、できれば後からでもいいですが、就学前

児童というのはすぐわかります？ 何人いる

か。 

 それと、今言われたいろんな出入りしてく

るような試算というか税的なものも含めて、

ぜひ一度検討していただきたいなと思いま

す。 

 なかなか石川県では３歳から５歳児の無料

化というのは川北町しか多分していません

が、また総合ビジョンに向けて考えていただ

きたいなと思います。 

 就学児の子供の人数だけ。 

○議長（甲部昭夫議員） 平岡住民福祉課長 

  〔平岡重信住民福祉課長登壇〕 

○平岡重信住民福祉課長 11月現在の保育園

の入所児童について説明します。 

 町内の保育園に対しては０歳児から５歳児

で717人、町外へ通っている児童が28人、合

計745人の児童が保育園へ通園しているよう

な現状でございます。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは20歳から39歳

までの女性の人口ですが、12月１日現在で

1,643人となっております。現在、日本の地

域別将来推計人口という形で、社会保障・人

口問題研究所なんですが、国立の施設です

が、そちらのほうで中能登町のほうの現在推

計をしておりますが、2020年では1,389、

2040年では1,255、そして2060年では932とい

う形で推移をするのではないかというふうに

国立社会保障・人口問題研究所のほうでは推

計をしております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 宮下議員 

○８番（宮下為幸議員） これで私の質問を

終わらせていただきます。 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、６番 南  

昭榮議員 

  〔６番（南 昭榮議員）登壇〕 

○６番（南 昭榮議員） 今回は２点ほど質

問させていただきます。 

 まず、町公共施設の防犯カメラ設置状況に

ついてであります。 

 大阪府寝屋川市で少年、少女の死体遺棄事

件が中学１年生の少女、少年に犯人が声をか

け、車に連れ込んで死なせ遺棄したという供

述でありますが、まだ事件の解決には至って

いませんが、かわいそうな悲惨な事件として

記憶に新しいと思います。 
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 また、全国各地において多くの事件が発生

し、犯人検挙に防犯カメラ撮影が重要な参考

となり、証拠として必要性が高まっておりま

す。特に、中能登町において夜間に町の公園

や公共施設、そして大型商業施設周辺で青少

年たちのたまり場となる箇所が多く、防犯カ

メラを設置して子供や青少年たちの健全育成

や防犯などに役に立っております。 

 近年は大型商業施設や小規模商業、そして

事業所単位において設置されているところも

多くあると聞きます。これはあくまでも防犯

や事故の予防のためのものであり、一部にお

いてはプライバシーの侵害であり、設置に対

して反対であると言われている方もおいでま

すが、防犯が目的であります。 

 そこで、町としての考えをお聞きしたいと

思います。 

 １つとして、当町の公共施設での防犯、防

火対策として防犯カメラの設置状況が万全な

体制となっているのか伺いたい。 

 ２つとして、町内の地区の公民館や集会所

などの施設等に設置されている箇所があるの

か伺いたい。 

 ３つとして、町では今後、公園や公共施設

に増設や新たに設置する考えがあるのか、お

伺いします。 

 ４番として、地区の公民館や集会所などに

防犯や防火の対策として設置したいとの要望

があれば助成するのを検討できないか。 

 以上についてご答弁を願います。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 南議員の町公共施設の防犯

カメラ設置状況についてお答えをいたしま

す。 

 町公共施設における防犯カメラの設置状況

と防犯、防火対策についてですが、現在、防

犯カメラが設置されている施設は道の駅や学

校施設など複数ありますが、防犯の理由上、

詳細につきましては公表を控えさせていただ

きます。 

 なお、夜間や休日に無人となる施設につき

ましては、施錠と警備会社のセキュリティシ

ステムにより防犯、防火対策を行っておりま

す。 

 次に、地区の施設における防犯カメラの設

置状況についてですが、町として設置の現状

は把握はしておりません。 

 次に、公園や公共施設における防犯カメラ

の新設、増設についてですが、今のところ設

置予定はありませんが、今後の町の治安情勢

を見ながら必要であれば検討してまいりたい

と思います。 

 最後に、地区施設への防犯カメラ設置に係

る助成等についてですが、今後、設置要望が

あれば内容を十分に精査し、必要とあれば検

討したいと思います。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 南議員 

○６番（南 昭榮議員） 宗教分離や宗教の

自由の関係もあるかと思いますが、各地区で

の重要文化財的な神社仏閣における防犯、防

火の伴う設置について、補助的な献身ができ

ないかお聞きします。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 南議員の再質問についてお

答えをいたします。 

 地区の神社仏閣における防犯、防火対策に

係る補助等についてですが、これにつきまし

ても必要性を十分に精査をした上で、必要と

あれば検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 南議員 

○６番（南 昭榮議員） 安心、安全なまち

づくりのために万全な対策をとっていただき

たいと思います。 

 ２点目に入ります。 

 次に、眉丈が丘休憩所トイレ、手洗い場の

再設置について質問いたします。 
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 眉丈が丘休憩所付近の山々には、春の桜の

シーズン、春の山菜とりや秋にはキノコとり

に、土日曜日や休日には沿道には列をなして

多くの車の駐車しているのを目にします。ま

た近年は林道も整備されたので、近隣の市町

から多くの方々が来ていると地元で年間を通

して山菜をとられている方から聞いていま

す。そこで、夏には展望絡みの涼みに来られ

る方もおいでるそうです。 

 そこで、眉丈が丘休憩所にありますトイ

レ、手洗い場が建物とポンプの老朽化と維持

管理費増などによる経費節減の理由により地

区の区長さん方から廃止に賛成の同意をもら

ったことで撤去されました。中能登町の各公

園の入園者数の統計もとられていると思いま

すが、管理人のいない箇所では入園者の数に

ついて把握ができないのかわかりませんが、

以下について推定でもわかる範囲で教えてい

ただきたい。 

 １つとして、町の各公園の年間入園または

入所者数はどれぐらいなのかお聞きしたい。 

 ２つとして、眉丈が丘休憩所の春や秋のシ

ーズン及び年間入所数をお聞きしたい。 

 ３つとして、過去の議会で質問させていた

だきましたが、眉丈が丘休憩所までの登坂の

溝沿いに植えられている約1,000本近くある

と言われる道路沿いの桜の枝が老木で枯れて

落ちそうな枝おろしと、木に巻きついたフジ

の除去等の管理について、一部と思いますが

実施していただきましたが、まだ不十分であ

り、再度調査し、道路の除草も含めた管理を

お願いしたいと思います。 

 ４として、今後トイレや手洗い場の再設置

などの方針はあるのか。 

 最後に、休憩所に休憩がてらにトイレや手

洗い場を利用するために登ってこられる方も

おいでます。どこかの市町の公園でトイレの

設置されていないところがあるのか。あった

ら教えていただきたいし、残念でなりませ

ん。町として、トイレのない公園がイメージ

ダウンにもつながりかねません。ある団体の

会合でも町長に要望があったそうですが、ポ

ンプ取りかえ、建物縮小も含めて、来園され

る方のためにぜひともトイレ及び手洗い場の

再設置を要望したいと思います。 

 以上について町長としてのご意見をお願い

したい。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 南議員の眉丈が丘休憩所の

トイレ、手洗い場の再設置のご質問にお答え

をいたします。 

 １点目の町の各公園の年間入園及び利用者

数と２点目の眉丈が丘休憩所の春や秋の季節

ごと及び年間の利用者数については、この後

担当課長から答弁をさせますので、よろしく

お願いをいたします。 

 次に、３点目の眉丈が丘休憩所までの道路

沿いの桜の老木の枝おろし、木に巻きついた

フジの除去、道路の除草等の状況を再度調査

をして管理願いたいとのご質問についてお答

えをいたします。 

 眉丈が丘休憩所は、ご承知のとおり能登半

島や七尾湾、立山連峰などを一望できる景勝

地として知られており、訪れる方のひととき

の休息の場として利用していただいておりま

す。 

 眉丈が丘休憩所へのアクセス道路である町

道については、通常の道路管理の一環として

除草作業を年に２回実施をしております。ま

た、眉丈が丘休憩所周辺の桜並木について

は、植栽してからかなりの年数が経過をして

いるため町道の除草作業にあわせて適切な管

理に努めていきたいと考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 次に、４点目の今後トイレや手洗い場の再

設置などの方針はあるのかとのご質問につい

てお答えをいたします。 

 眉丈が丘休憩所は、平成元年に整備をされ

ましたが、バーベキュー施設の利用がないこ

とに加えて施設の老朽化により休止の状態と
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なっておりました。また、トイレの建物の雨

漏りや手洗いの水を確保するための井戸の設

備のトラブルが重なり、多額の費用が発生す

るようになりました。このことから、ことし

の秋にトイレ棟や管理棟などの撤去工事を実

施したもので、現在は、休憩所となるあずま

やと芝生広場とコンビネーション遊具などを

残すのみとなっています。 

 なお、現在、眉丈が丘周辺には、民間事業

者による太陽光発電や、また風力発電の計画

が進められておりますので、トイレや手洗い

場の再設置につきましては、その整備状況や

利用状況を見ながら今後検討させていただき

たいと思います。 

 したがいまして、当分の間は利用者の皆様

にはご不便をおかけするかもしれませんが、

現状にあわせた施設のご利用をお願いしたい

と考えておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

  〔高名雅弘企画課長登壇〕 

○高名雅弘企画課長 それでは、南議員の１

点目の町の各公園の年間入園及び利用者数と

２点目の眉丈が丘休憩所の春や秋の季節ごと

及び年間の利用者数の質問についてお答えを

いたします。 

 まず町の各公園についてですが、公園と命

名されている施設といたしましては、中能登

町運動公園、梅の里公園、古墳公園とりや、

レクトピアパーク、アッピー鹿西広場、雨の

宮古墳公園などが多々ございます。そのほか

には、ご質問のありました眉丈が丘休憩所を

初めといたしまして金丸多目的広場などもご

ざいますが、そういった公園が町内にはさま

ざまな小さな公園が多数あるものと認識をし

ております。 

 公園の年間の利用者数につきましては、目

的を持った施設の利用に対する申請者の人数

として、野球やパークゴルフなどで利用され

た人数はおおよそ把握はできますが、公園の

本来の目的である憩いの場として利用されて

いる方の人数は把握はできないのが現状であ

ります。 

 次に、２点目の眉丈が丘休憩所の春や秋の

季節ごと及び年間の利用者数につきまして

も、眉丈が丘休憩所には管理人を配置してお

りませんので利用者数を把握できないという

のが現状でありますので、ご理解をお願いい

たします。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 南議員 

○６番（南 昭榮議員） 来園される方が楽

しく休憩や遊園ができる休憩所にしていただ

きたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ここで11時10分ま

で休憩をいたします。 

           午前10時57分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 休憩前に引き続き

再開をいたします。 

 次に、１番 土本 稔議員 

  〔１番（土本 稔議員）登壇〕 

○１番（土本 稔議員） それでは１点目の

質問ですが、トレジャートレイルランについ

てです。 

 去年より開催され、ことしは第２回という

ことで開催されました。参加者は第１回目よ

り落ち込みましたが、多くのボランティアが

参加され盛大に行われました。 

 トレイルランの特徴は、やはり自然を楽し

みながら山道を走り抜けることや、障害物が

いつものランニングとは違う刺激を与えるの

も魅力の一つでもありますが、誰もが容易に

参加できないという短所の面もあります。準

備や運営においても、コースの草刈りや案内

表示板の設置、路面の安全性や熊の出没危険

など、コースの距離も長く大変な苦労だった

と思います。 
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 北陸新幹線が開業されましたが、参加人数

が前回より減少したことは残念であり、中能

登町においてもなかなか新幹線効果があらわ

れないのも現実であります。 

 そこで、地域活性化の必要性は論をまたな

いが、今後どのような視点に立って推進して

いく考えがあるか伺います。 

 また、トレジャートレイルラン事業におい

て補助金が交付されておりますが、費用対効

果についてもあわせて伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 土本議員の中能登トレジャ

ートレイルランについてのご質問にお答えを

いたします。 

 １つ目の今後どのような視点に立って推進

をしていくのかとの質問でありますが、初め

に大会の概要についてご説明をいたします。 

 第２回中能登トレジャートレイルランは、

10月25日に大会を開催し、前日には前夜祭を

開催いたしました。昨年11月に開催した第１

回大会では、プラチナコースという36キロメ

ートルのコースとゴールドコースという20キ

ロメートルの２つのコースを設けましたが、

今回はプラチナコースを40キロメートルに、

ゴールドコースを25キロメートルにそれぞれ

延長したほか、新たに50キロのドリームコー

スを加え３つのコースといたしました。大会

には297名の参加をいただき、271名の方が完

走され、完走率は91.2％でありました。 

 近年はトレイルランニング大会がふえてお

り、全国で年間およそ300から350の大会が行

われていると聞いております。町としまして

も、トレイルランニングを通して中能登町を

ＰＲできる絶好の機会と捉え、新しい地域づ

くり、交流人口の拡大が図れるものと考えて

おります。全国のトレイルランナーに中能登

町の大会に参加をしていただくことで、中能

登町の歴史、文化、自然など体験をしていた

だく機会と位置づけております。 

 また近年では、スポーツビジネスと呼ばれ

る言葉があるように、トレイルランニングを

通した体験型観光が新しい形での観光誘客の

ツールとして大いに期待するとともに、経済

効果にも期待を寄せているところでありま

す。 

 今回も、町の基幹産業である地元繊維企業

から繊維の生地の提供や縫製などのご協力を

いただき、スタッフウエアの製作を行いまし

た。このような協力を通じて地元企業の技術

力や繊維の町としての発信、企業協賛の輪を

広げることによる地元密着型の機運を高め、

ボランティアの参加や道の駅のにぎわい創出

など多様な地域活性化につながったものと思

っております。 

 今後も、よりよい大会となるよう関係する

企業や団体、個人の方々の協力をいただきな

がら中能登町の魅力を発信していくととも

に、大会参加者の方により一層楽しんでいた

だこうと考えておりますので、よろしくご理

解をお願いいたします。 

 次に、２つ目の補助金の費用対効果につい

てのご質問にお答えをいたします。 

 大会に要した費用はおよそ550万円で、収

入の内訳は、参加費、協賛金、町補助金が主

なものであります。それぞれの金額及び割合

は、参加費がおよそ320万円で約６割、協賛

金がおよそ115万円で２割強、町補助金がお

よそ100万円で２割弱となっております。ま

た、協賛いただいた企業数は33社となってお

ります。 

 このことから、参加者の増加や協賛金の増

加が見込まれれば町補助金への依存を減らし

た大会運営に移行できると考えております。 

 費用対効果については、ゴール地点となっ

た道の駅では、大会にあわせ収穫祭が同時に

開催されたことにより、前の週の日曜日と比

較して来場者が約９割ふえたほか、売り上げ

もおよそ８割ふえたことから、一定の経済効

果があったものと考えております。 
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 今後は、このような経済効果に加え、遠方

の大会参加者の宿泊先の受け皿が整っていな

いことが問題となっていることから、町内の

民家や公共施設などに宿泊をさせる民泊の導

入している先進事例を参考にするなど、一段

と魅力ある大会になるよう創意工夫をしてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） それでは、推進に

ついて聞いたんですが、再質問といたしまし

て、トレイルラン事業は企画課を窓口として

運営されていると思うんですけれども、10月

25日の開催に向けていつごろから準備されて

いるのか。 

 もう１点は、準備に当たり、企画課は職員

等が準備その他、点検等いろいろされている

と思うんですけれども、どれぐらいの時間や

労力をかけたのか。再度伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

  〔高名雅弘企画課長登壇〕 

○高名雅弘企画課長 それでは、土本議員の

再質問にお答えをいたします。 

 まず実行委員会をいつごろから始めるのか

ということですが、実は第３回大会に向けま

して、もう既に実行委員会は始動しておりま

す。さまざまなことしの反省点も振り返りな

がら、現在、開催日も含めましてどうする

か、来年に向けてどういうふうな運営をして

いこうか、そのほか、またコースをどうする

か、また先ほども質問の中でご指摘のありま

したとおりなかなか簡単には出れないので、

いかにもう少し親しまれるような大会になる

のかということも含めて、実行委員会で議論

を始めているところであります。 

 また、どれくらい開催に対して労力がかか

ったのかというお話ですが、確かにコース整

備というのがかなりの時間をかけておりま

す。大会１カ月以上前から草刈り等にも入っ

ております。また大会の数日前からは、全て

コースのほうを間違えないようにコースにテ

ープを張ったりとか矢印看板をつけたりと

か、そういった形でかなり労力がかかったと

いうこともあります。 

 来年は、いろんな形での皆さんの協力を得

ながら、こういったことも、コース整備もボ

ランティア参加も仰ぎながら今後運営を来年

度に向けてしていきたいなというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） １カ月前以上から

草刈りその他を準備されていると。職員もみ

ずからやっているということを伺いましたの

で、次の２点目の質問に行きます。 

 ２点目の質問ですが、９月定例会に一般質

問いたしました生活バス路線についてです。 

 生活バス路線、羽七西線については、廃線

の申し出がありましたが、町としては運行事

業者に対し、運行経路の見直しや減便も含め

た運行の意向など、関係自治体と連携を図り

今後も存続させるよう働きかけるとの答弁で

したが、あれから３カ月たちましたが、町と

して存続するようどのように働きかけたの

か。現在の協議状況を伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 土本議員の生活バス路線に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 ９月定例会でご質問のあった生活路線バス

の羽七西線の存続問題ですが、これは、この

路線の運行事業者である北鉄能登バス株式会

社から町に対し、平成28年３月31日をもって

路線から退出をしたいとの申し出があったも

のであります。 

 この路線は、ＪＲ七尾駅前を起点に主要地

方道七尾羽咋線、通称西往来を経由して「道

の駅」織姫の里なかのとを往復する路線で、

運行便数は平日13便、土日祝日は８便となっ

ております。近年、利用者が著しく減少して
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おり、曜日によっては１日の利用者数が一桁

になることもあると伺っており、毎年多額の

赤字が発生していることから、このような問

題となっているものであります。 

 このような状況であることから、運行事業

者に対し利用促進を図るよう町からも働きか

けを行いましたが、片道の通学定期券の購入

数がわずかに増加したほかには、これまで大

きな効果はあらわれてきていないのが現状で

あります。 

 なお、運行事業者からは、11月に入り、営

業区域である輪島市から羽咋市までの区域で

走っている路線バス17路線のうち羽七西線を

含む路線の廃止を来年春に予定していました

が、まずは羽咋市内の１路線を廃止する見込

みであるとの報告がありました。 

 結果としては、ひとまず来年度の路線退出

は避けられたわけですが、路線バスを取り巻

く環境は今後も厳しいことには変わりはあり

ません。根本的な問題点としては、路線バス

を利用するお客様が減少していることが一番

の課題であり、地域住民の皆さんにぜひとも

地域公共交通を維持するために路線バスのご

利用をお願いしていきたいと考えておりま

す。 

 町としては、路線維持のために中能登町地

域公共交通会議や北鉄能登バス株式会社とも

協議を継続し、利用促進を図るため町民向け

にパンフレットを配布し、また通勤定期券や

通学定期券、シルバー定期券の購入を初めと

したふだんからの利用を呼びかけながら路線

の存続を図っていくよう協議を進めていきま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） 今の町長の答弁聞

きまして、結論言いますと、羽七西線は残る

ということなんでしょうか。 

 それともう一つは、残るということは、事

業者の赤字の補塡分を町は出すということな

んでしょうか。 

 再度伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは、土本議員の

再質問をお答えをいたします。 

 現在問題となっております羽七西線でござ

いますが、今のところ来年度は残るというこ

とです。まず１年間は残るということです。

再来年以降は、また今後とも継続をしていか

なければならないという、そうした状況とな

っております。 

 いずれにしろ羽七西線なんですが、平日は

約50人ばかりです。そして土日は一桁台。そ

れも前半台という形での利用者数ということ

で、また平日の50人もその半数以上が鳥屋小

学校、中能登中学校へ通う小中学生の利用と

いう形になっております。いずれにしろ経営

的には非常に厳しいものというふうに考えて

おります。 

 ですので、ことしの場合につきましては、

羽七西線につきましては415万の収益不足が

発生しております。現在この415万の収益不

足に対しまして、県が３分の１、町が３分の

１、事業者が３分の１という形で負担をして

おります。こうしたところで、事業者もこの

３分の１がなかなか持ち切れないということ

で、今後、事業者とも協議はしていきます

が、ともかく来年度は運行することになりま

したが、再来年以降はこれからの協議という

ことになりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） となると、事業者

赤字分については今後事業者と協議して進め

ていくということなんですよね。 

 そうしたら、もう一度何点か聞くんです

が、先ほど言われたとおり羽七西線について

は多く利用されているのは児童生徒の通学

で、前回は、七尾駅を起点として、七尾市を
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経由し、鳥屋小学校、中能登中学校への通学

利用者が多数を占めることから、撤退した場

合の影響を最小限にとどめ、スクールバスの

導入も検討すると前回答弁されております。 

 スクールバス導入の検討結果、されている

なら初期投資、バスの購入、車庫が要るのか

どうかわかりませんけれども、運営費は年間

どれくらいかかるかを再度伺います。 

 もう１点は、地域公共交通機関の存続とい

うのは、前回も９月にも言いましたが児童生

徒の利用、定期券を買ってもらうことが一番

存続の鍵なんですが、その後、ＰＴＡや教育

委員会その他を初めとする方々と検討か協議

されたのかどうかもあわせて伺いたい。 

 もう１点は、廃線することによって地域公

共交通の活性化はコミュニティバスの活用を

するという案も前回私言わせてもらったんで

すが、そのときの答弁では、事業者の人の手

配やさまざまな計画があることから、運輸局

等の届け出の話もあり、関係部局と十分精査

しながら検討すると、前回はそのように答弁

されておりました。 

 運輸局等の関係当局と精査した状況を再度

伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは、１点目、２

点目のスクールバス関係、またＰＴＡとの協

議関係につきましては教育文化課のほうから

答弁をさせます。 

 そして３点目のコミュニティバスの関係で

ございますが、現在、事業者に対しては、ま

ずはいかに存続路線に人に乗ってもらうかと

いうそういったところを重点的に今年度ずっ

と話をしておりました。そういった意味で、

いかに定期券を買ってもらうか、そして定期

券の種類があるよということをしっかり町民

に知らせる、知ってもらう、そして小中学生

にも知ってもらうような、そういった施策を

とるということで協議をしておりまして、コ

ミュニティバスにつきましても、これはあく

までも企画課のほうでこちらのほうも管轄し

ておりますので、今後、次のステップになれ

ばコミュニティバスのほうもまた協議を来年

度進めていきたいなというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 植田教育文化課長 

  〔植田一成教育文化課長登壇〕 

○植田一成教育文化課長 スクールバスの経

費の面だけのお話をさせていただきます。 

 まずスクールバスの委託に関しては、130

万円程度、年間かかってくるのではないかと

いうふうに試算をしております。現実、小学

校のほうの補助金、全額定期代を交付してお

りますけれども、大体その額が委託料に近い

ような金額で、とんとんに近いような金額で

あろうというふうな推測をしております。 

 ただ、当然新しいバスを購入するというこ

とになりますと、普通のスクールバスですと

700万とか800万のバス代がかかってくるわけ

でございますけれども、それに関しても交付

税の措置がございますので約10年ぐらいでペ

イできるのかなというふうな試算をしており

ますけれども、来年度は、町長の答弁にもあ

りましたように一応存続ということになりま

すので当初の予算の計上は考えておりません

し、今後もしそういうことでスクールバスと

いうことになれば、また地元の保護者の方と

そういう話し合いをすることになるかという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） 来年は存続する。

残ると。その以降は協議するということだっ

たんですけれども、これから赤字路線という

こともあって、ある程度の線引きは必要だと

思うんです。全て残すというのはなかなか難

しいのかもわかりませんけれども、中能登に

おいては３本の便しかないのですけれども、

少しでも残していただきたい。 
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 私、もう一つ最後に言いたいことは、鳥屋

小学校、バス停ですけれども、子供たちが使

っているバス停。教育文化課のほうでプレハ

ブの小屋を置いておるんですけれども、あれ

はいつまであのままにしておくんやというこ

となんです。子供たちには、残すほうならバ

ス停を整備する。きちっとしていただきたい

ということがありまして。 

 予算の関係もさることながら、生活バス路

線というものについては、県内で収支が合う

ようなところは金沢の町なかしかないわけで

す。そういった中で収支だけこだわっておっ

ても本来はちょっと違ってくる、私そう思う

んですけれども。そもそも児童生徒の通学も

さることながら、七尾市の能登病院に通う、

企業に行くという人たちも少なからずおられ

るなら、今の状態でなくてもいいと思うんで

すけれども、減便を含めて存続するというよ

うな方向になっていかなならんと思います。 

 もう一つは、人口減少、中能登が唯一、消

滅可能性自治体になっておらん、残るという

ことなんですが、中能登町だけが生き残ると

いうことはまずあり得んわけで、七尾市、羽

咋市、志賀町、近隣市町村と連携が最も重要

なわけで、そこの大事な幹線を廃止するとい

うのは私納得ができない。 

 そういった中で、今後厳しい現状だと思う

んですけれども、もう一つ大事なことがあり

まして。ことし８月に開催された自由民主党

石川支部連合会中能登支部の総会でありま

す。支部長は杉本町長でございますが、その

総会の資料の重点項目の中に生活バス路線維

持と書いてあります。そういった中でも今後

減便や路線の見直しも必要だと思うんです

が、町長、維持すると答弁していただくこと

はできんか、再度伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 関連で許します。

杉本町長 

○杉本栄蔵町長 路線バスを残すことは最大

でありますけれども、今400万ぐらいですけ

れども、これが県も手を引くというようなこ

とになれば800万、1,000万というような数に

なります。そのまま町ができるかといえば、

なかなか今の人数からいけばできない。そう

いう中でマイクロバスであったり、また町外

へ出られる方についてはタクシーのような、

そんなものも考えなければならないのではな

いかなと。 

 中能登町だけが払うといっても、今言われ

る志賀町であったり七尾市であったり、やめ

たいという、それだけのお金は出されないと

いうようなこともございますし、これは話を

しながら一年一年でもいいですからとにかく

今の存続をお願いしておるというのが現状で

あります。 

 今の自民党のお話も出ましたけれども、こ

れは中能登町だけではなしに県も各町も路線

バスの存続というものは声を大にして言うて

おるわけですけれども、なかなか赤字がだん

だんふえているというようなことで、ふえて

いかないのが現状です。 

 ご理解をお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） それでは最後の質

問に移ります。 

 最低制限価格についてです。 

 現在、中能登町が発注する建設工事等の契

約の締結に当たり必要な事項は、中能登町最

低制限価格の設定に関する要綱によって定め

られております。中身を簡単に言うと、最低

制限価格の設定は予定価格130万円を超える

建設工事に適用するという内容です。 

 地方公共団体における調達は、その財源が

税金によって賄われるものであることから、

よりよいもので安いものを調達することを原

則としております。原則からすれば、より安

いものがよいという考え方もありますが、一

方、地方公共団体における調達においては、

よりよいものを発注する条件を満たす必要が

あります。 
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 つまり、より安いものを追求すると低価格

による受注が進み、ダンピング受注につなが

るおそれも懸念されます。ダンピング受注

は、地方公共団体から見れば、適切な契約の

履行の確保がなされないおそれもあることや

行政サービスの質の低下など支障が生じかね

ません。また受注者側からすれば、下請業者

へのしわ寄せや労働条件の悪化等の問題が生

じかねないおそれもあります。 

 そこで、中能登町が発注する物品購入や業

務委託など最低制限を設定してもよいのでは

ないかと考えますが、町長のお考えを伺いま

す。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 土本議員の最低制限価格の

設定についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 中能登町では、現在、予定価格が130万円

を超える工事のみに最低制限価格を設けてお

ります。最低制限価格制度は、地方自治法施

行令第167条の10第２項で定められており、

予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で最

も低価格の者を落札者とするものとなってお

ります。 

 地方公共団体における調達は、その財源が

税金によって賄われていることから、よりよ

いもので、より安いものであることが原則と

されております。この原則を踏まえ、より安

いものは価格競争により、よりよいものはダ

ンピング対策としての最低制限価格により保

たれているわけであります。 

 物品購入や業務委託においても最低制限価

格の設定をしていく考えはないかであります

が、調達物品を指定することや技術者の業務

経験の確認等により、よりよいものについて

は最低制限価格を設けずとも確保されてお

り、設けないことによりより安いものを調達

できることから、現在のところ導入の予定は

ありません。 

 しかしながら、昨年施行された公共工事の

品質確保の促進に関する法律の一部を改正す

る法律については、担い手の中長期的な育

成、確保のための適正な利潤が確保できるよ

う発注者責務の明確化がなされており、今

後、国、県、近隣市町の動向にも注視しなが

ら検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） 町長の答弁は理解

いたしましたが、町民から預かった税金によ

って賄われるものであると認識すると、可能

な限り地元経済の振興に役立つように努めな

くてはなりません。 

 建設工事の予定価格は国の指導により積算

額をそのまま予定価格にすることに対して、

物品購入や業務委託の予定価格は、業者が値

引きして提出した見積もりや過去の契約額を

そのまま採用することが禁止されておりませ

ん。 

 実際、物品や業務委託は物価資料、積算資

料などに記載されていないものが多くあり、

積算できないものがたくさんあるため、どう

しても業者の見積もりに頼らざるを得ないの

が実情です。そのため中能登町ではなくても

多くの自治体が物価購入や業務委託の予定価

格は積算額より低い見積もりや過去の実績が

あればそれを採用しているという状態です。 

 これで本当にいいのかということなんです

が、地元企業が活性化し、少しでも雇用を生

むような仕掛けをしていかなくてはなりませ

ん。やはり地元企業の保護、育成による地元

経済の振興は地方自治体の使命であります。

中能登町も補助金、商工業振興事業を交付し

ておりますが、商工会に指導や育成などどの

ようにかかわっているのか、伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 土本議員の商工会との

かかわりについて答弁をさせていただきま

す。 

 企画課といたしましても、商工会の補助金
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を出すに当たりまして事業の内容を精査しな

がら交付の割合なりを基準を決めながら中身

を詰めていっております。 

 また一方、振興事業につきましても、本年

度はプレミアム商品券ということも商工会に

していただきましたが、地域の活性化になる

ために町と商工会が車の両輪となっていろい

ろな事業をやっているものと認識をしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 土本議員 

○１番（土本 稔議員） やはり地元企業が

活性化していくのが最も大事なことであっ

て、ついこの間ですが中能登町に山中産業、

企業誘致で来られましたけれども、なかなか

そういう企業進出というのは難しいのが実情

です。 

 そういった中で、地元の企業、商店、全て

において一人でも元気になってもらって、パ

ートさんやアルバイトでもいいし、正社員を

とってもらっていくほうが現実味がある。そ

うすれば少しでも町が活性化していくと思い

ますので、これで私の質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、５番 笹川

広美議員 

  〔５番（笹川広美議員）登壇〕 

○５番（笹川広美議員） それでは、通告に

従い質問をいたします。 

 まず主権者教育への取り組みについてお聞

きをいたします。 

 さきの国会で成立いたしました改正公職選

挙法により、来年夏の参議院から18歳以上の

国民の投票が実施されます。これに伴い、主

権者教育は待ったなしの段階を迎えていま

す。 

 教育基本法に「主体的に社会の形成に参画

し、その発展に寄与する態度を養う」とあり

ます。この公共の精神を育てることが主権者

教育です。新聞を読む、生徒会活動を行う、

ボランティア活動を体験することなども広い

意味での主権者教育であります。その一つの

コアとして、政治教育、選挙教育がありま

す。 

 そして、主権者教育は高校生に限るもので

はありません。今後、高校の必須科目に公共

という科目を加え、主権者教育が行われるよ

うでありますが、主権者教育は、幼児期から

主権者意識を芽生えさせ、小中学校、高校で

学び18歳を迎えるのが理想であるという政治

ジャーナリストもおられます。 

 さらに、主権者意識を根づかせるためには

学校、地域、家庭の連携が必要です。特に家

庭の役割は重要であります。学校では教材が

配布され、地域で選挙啓発が行われたとして

も、主権者教育に無関心で父親も母親も投票

に行かない家庭であれば主権者意識は育まれ

ません。これからの未来を担い大きく世界に

羽ばたく子供たちが公共の精神を養い、社会

とどのようにかかわるかを学ぶ環境を整える

ことは私たち大人の責任であります。 

 そこで、当町の子供たちへの主権者教育へ

の取り組みについて杉本町長にお聞きをいた

します。 

 先日、中能登中学校において３年生を対象

に模擬投票授業が実施されました。県選管に

よると、模擬投票を体験してのアンケートで

は、ほとんどの生徒が将来投票に行こうと思

うと回答しているそうです。体験型授業の重

要性がうかがえます。 

 子連れ投票への法律改正も取り上げられて

おります。子供は投票はできませんが、投票

所に一緒に行くことで原体験がつくられま

す。それが将来、有権者としての自覚を持つ

一歩となります。 

 １点目として、町長は、どのように主権者

意識を芽生えさせ育てるべきだと考えておら

れますか、お聞かせください。 

 ２点目として、具体的に今後の子連れ投票

や模擬投票授業への対応はどのように考えて
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おられますか、お聞かせください。 

 さらに、子ども議会への取り組みは政治へ

の関心を高める大変大きな体験となります。

そして子供たちの人間形成への大きな触発と

なるものと思われます。３点目として、子ど

も議会開催への取り組みはどのように考えて

おられるのでしょうか、お聞かせください。 

 以上、主権者教育の取り組みについて３点

にわたり杉本町長の答弁を求めます。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 笹川議員の主権者教育の取

り組みについてお答えをいたします。 

 来年夏の参議院議員通常選挙より選挙権年

齢が満18歳以上に引き下げられることを背景

に、新たに有権者となる若い人たちには、国

や社会の問題を自分の問題として捉え、みず

から考え、みずから判断し、行動していく主

権者像が求められています。このような若者

を育成するためには、教育機関と連携をし、

模擬投票を実施するなど、若いうちから政治

や選挙への関心を高めてもらう必要があると

思います。 

 国では、既に高校生に向けた政治や選挙等

に関する副教材を作成しており、県でもこと

しの秋より高校生を対象とした模擬投票を実

施いたしております。 

 町では、先月末に中能登中学校の３年生を

対象とした模擬投票が実施されました。笹川

議員もごらんになったと思いますが、投票か

ら開票に至るまでの一連の流れを生徒たちに

見て体験をしてもらったと聞いており、今後

も引き続き中学校３年生を対象とした模擬投

票を実施していく予定であります。 

 その後、実施をしたアンケートでは、投票

のやり方がわかった、１票の大切さがわかっ

たといった意見が多く、９割の生徒が18歳に

なったら投票に行くという回答をもらったこ

とからも、今回の模擬投票によって子供たち

に選挙への関心を持ってもらえたのではない

かと思います。 

 次に、子連れ投票につきましては、当町で

も幼児等の同伴は投票所の秩序を保持する範

囲内で認めております。 

 このように模擬投票や子連れ投票を経験す

ることは子供たちへの投票に対する意識づけ

につながるものと思いますので、若年層の投

票率向上に向け、町といたしましても関係機

関と連携を図ってまいりたいと思っておりま

す。 

 最後に、子ども議会の開催についてであり

ますが、県内におきましても幾つかの自治体

で子ども議会が開催をされております。 

 子ども議会は、子供たちがいろいろなテー

マについて自由な質問や提案をしてもらうこ

とで町政への関心を高めてもらい、政治に触

れることができる機会であると思います。 

 開催につきましては、教育委員会や、また

議会の事務局とも協議して検討してまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 笹川議員 

○５番（笹川広美議員） ２点目の模擬投票

授業でありますが、中学校では引き続き実施

していくと今ほど答弁をいただきましたが、

現在高校生への対応、これはどのように考え

ておられますか。現高校生は来年には、また

あと数年で有権者となります。しっかり投票

への意識が持てるよう体験できる機会をつく

ってあげていただきたいと思います。 

 何事においても経験が一回でもあるのと全

く経験がないのとでは大きな違いでありま

す。高校関係者にどういうふうなら取り組み

やすいか働きかけをし、県選管に協力を得て

ぜひ実現していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 また、３点目の子ども議会開催への取り組

みでは、教育委員会、また議会事務局と協議

をしてというお話でございましたが、まず子

ども議会開催への取り組みを進めていく上で
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議会傍聴への働きかけという、そういうこと

も考えられるかと思われます。きょうもたく

さん女性協議会の皆さんが傍聴に来ていただ

いておりますが、議会傍聴も子ども議会開催

への大きな一歩につながるものと思われま

す。ぜひ学校関係者に呼びかけ、来年度実施

できるように推進をしていただきたいと思い

ますが、この点に関してもいかがでしょう

か。 

 答弁を求めます。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

  〔堀内浩一参事兼総務課長登壇〕 

○堀内浩一参事兼総務課長 まず１点目の高

校生の模擬投票の件でございますが、県選管

では平成27年度当初より高校での模擬投票を

呼びかけているところでございますが、高校

でも実業系の高校と進学系の高校がありまし

て、進学系の高校ではなかなか授業時数の関

係で模擬投票をすぐにできないという、そう

いう情報を得ております。 

 町内には鹿西高校がございますので、そこ

での実施を町選管としても県選管と協議して

いるところでございますが、現時点では今ほ

ど申しました授業時数の関係で具体的にいつ

ごろできるという回答は得られていない状況

でございます。もし実施できるということに

なれば、町選管も県選管とともに高校へ出向

いて協力をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また子ども議会につきましては、今ほどの

町長の答弁にもありましたとおり議会事務

局、学校、教育委員会と協議をして進めてい

きたいと思っておりますが、これにつきまし

ても現在の授業時数の中でどう確保していく

かということが問題になってくるのではない

かと思っております。 

 また議会傍聴につきましても、いつもやっ

ているわけではございませんので、学校の授

業と議会とのマッチングが非常に難しい面が

あるかというふうに思っておりますので、こ

れについても学校、議会、教育委員会と細か

く打ち合わせをしていく中で、できるかどう

か、できるならばどういうふうにやっていけ

ばいいか協議してまいりたいと思いますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 笹川議員 

○５番（笹川広美議員） 今ほど前向きにさ

まざまな機関と協議をしていただけるという

ことなので、ぜひ実現できるよう積極的な働

きかけをお願いしたいと思います。 

 主権者教育の目玉として、ぜひ子ども議会

のほうを実現するという大前提で後押しをし

ていただきたいと思います。町長、よろしく

お願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 笹川議員の質問の

途中ですけれども、ここで昼食のため１時30

分まで休憩をいたします。 

           午前11時59分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ５番 笹川議員の質問の続きより始めま

す。 

 笹川議員 

○５番（笹川広美議員） それでは２つ目の

質問、地域包括ケアシステムの充実に向けて

お聞きをいたします。 

 介護保険法第２条第２項に、保険給付は、

要介護状態の軽減または悪化防止、医療との

連携に十分配慮して行わなければならないと

あります。つまり介護保険を使い、よくなっ

ていきましょうとうたっております。しかし

介護保険料を払ってきた立場からは、使わな

いと損、いよいよ介護のお世話になる体にな

ったんだから給付金を使い何とか暮らしてい

くしかないと考えてしまうのが一般的かと思
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われます。 

 今回、教育民生常任委員会で地域包括支援

システム実践の先進地、埼玉県和光市を視察

してまいりました。現在、全国の要介護認定

率は平均18.2％であります。ここ中能登町は

18.6％であります。和光市では9.4％、何と

全国平均の半分という驚くべき数値でありま

す。 

 和光市では、まず介護保険法の本質の再確

認を原点としています。それは、介護保険を

使ってよくなることが目的ということを住民

にしっかり理解してもらう啓発の出前講座に

重点を置き、活動されております。私自身、

介護保険制度への誤った認識を持っていたと

深く反省をいたしました。 

 住民が介護保険法の本質に対し同じ認識を

共有し、要介護からの卒業、さらには介護予

防への意識を高めていく働きかけは大変重要

であります。当町においても、まず出前講座

による啓発活動を実施すべきだと考えます。

いかがでしょうか。 

 また、要介護から卒業し、要介護状態に逆

戻りすることなく地域で暮らし続けるために

は、介護予防支援、生活支援など地域で支え

る人材の確保が必要であります。民間業者へ

の委託、また介護支援ボランティア制度の導

入は不可欠です。具体的な体制整備が急がれ

ます。 

 私は、昨年の６月定例会、また９月定例会

でもこの介護ボランティア制度の導入を取り

上げましたが、９月定例会では杉本町長より

早急に社協など諸団体と協議を進めたいと大

変前向きな答弁をいただいております。現在

どのように進められておられるのか、お聞か

せください。 

 さらに、要介護に大きな割合を占める認知

症への対策強化が求められています。私も

今、後援会活動として町の出前講座をお願い

し、認知症サポーター養成講座を町内のあち

こちで開かせていただいております。そして

認知症の本人、家族が安心して暮らせる地域

をつくりましょうと呼びかけております。先

月、当町では町全職員を対象にした認知症サ

ポーター養成講座が開催され、大きな反響を

呼びました。さらなる推進に大きいに期待を

しております。 

 こうした中、今後、認知症対策として具体

的にはどのように考えておられるのか、お聞

かせください。 

 以上、地域包括ケアシステムの充実に向け

て、１点目、介護保険法の本質理解の出前講

座の推進、２点目、地域で支える人材の確保

のための民間委託や介護支援ボランティア制

度の導入、３点目、認知症への具体的強化対

策について、杉本町長の答弁を求めます。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 笹川議員の地域包括ケアシ

ステムの充実に向けてのご質問にお答えをい

たします。 

 まず介護保険法の本質理解の出前講座の推

進についてであります。 

 介護保険法の第２条第２項では、介護保険

給付について、要介護状態などの軽減又は悪

化の防止に資する、また第４条第１項では、

国民の努力義務として、みずから要介護状態

となることを予防するため常に健康の保持増

進に努める、進んでリハビリテーションその

他の保健医療、福祉サービスを利用すること

により、その有する能力の維持向上に努める

と規定されております。 

 介護保険というと、一般的には身体に都合

が悪くなったときにお世話をしてもらう制度

として捉えがちですが、今後の超高齢化社会

を踏まえると、介護が必要な高齢者はますま

すふえていくと想定され、介護保険制度が持

続可能で適切、公平なものとなるよう、町民

及び介護サービス事業所全てに介護保険の真

の意味を知ってもらうことが大切であると考

えます。 

 とりわけ介護保険を使ってよくなることが
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目的ということを町民に理解してもらうため

の出前講座の開催を老人会の各クラブ単位へ

お願いをしているところですが、若い人たち

も含め周知を図り、理解を深めていただきた

いと考えております。 

 次に、地域で支える人材の確保として、民

間委託や介護ボランティア制度の導入につい

てであります。 

 介護保険のサービスだけではなく、高齢者

の移送、買い物、家事、通いの場など日常生

活を支えるサービスの需要は高まっていま

す。今後、生活支援体制のあり方を検討する

ものとして、例えばＮＰＯ法人やシルバー人

材センター、社会福祉協議会など各種団体、

関係機関から成る協議体を設置し、中能登町

の現状から必要な資源や人材、担い手の発

掘、介護支援ボランティア制度の導入を含め

検討をしていきたいと思っております。 

 次に、認知症への具体的強化対策について

であります。 

 年々寿命が延びる一方で、誰もが認知症に

なる可能性は避けられません。認知症になっ

ても住みなれたところで安心して暮らすこと

ができるまちづくりの一環として、認知症サ

ポーター養成講座を開催し、認知症を正しく

理解し、地域で温かく見守ることができる応

援者をふやすための啓発活動に努めておりま

す。 

 今後は、学校や企業、各種団体などにおい

ても積極的に開催し、高齢者等が行方不明と

なった際に対応できる認知症高齢者等ＳОＳ

ネットワークの構築につながるよう取り組ん

でいきます。 

 また、認知症の人ができる限り住みなれた

環境で暮らし続けることができるよう、認知

症施策の構築を行う認知症地域支援推進員の

配置を考えております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 笹川議員 

○５番（笹川広美議員） ２点目の介護支援

ボランティア制度の導入でありますが、これ

から協議体を設置してしっかりと検討してい

くという取り組みだとお聞きをいたしました

が、この介護支援ボランティア制度、ポイン

ト付与の制度として全国でも行われておりま

すが、このポイント付与の対象を65歳以上と

する自治体がほとんどであります。これを小

学生以上を対象とするところもあります。 

 子供たちの支援として、通学時の要介護者

宅のごみ出し、休日の買い物の手伝いなどが

あります。情操教育に役立ち、介護への関心

を高め、将来的な介護の担い手育成につなが

るものとして、今多くの自治体が関心を寄せ

ております。当町では、この子供たちを対象

とした取り組みの考えはおありなのか、その

ことをお聞きしたいと思います。 

 また、認知症対策、さまざまな対策をお聞

きいたしましたが、昨年の６月定例会で検討

すると前向きな答弁をいただいております認

知症カフェでありますが、この取り組みへの

計画、具体的なものがあるのか、お聞かせを

願います。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 笹川議員の再質問にお答え

をいたします。 

 子供たちには、近所のおじいちゃんやおば

あちゃんに元気ですかと声をかけ、困ってい

ることがあれば助けるなどの自然な交流は喜

ばしいことであると思います。しかし、子供

たちにポイント付与のあるボランティアを導

入いたしますと、対価があるのでする、一方

では対価がないからボランティアをしないと

いうポイントありきの捉え方が出てくるかと

懸念されますので、現在のところは導入の考

えはしておりません。 

 また、もう１点の認知症カフェの取り組み

についてですが、認知症の人や家族を支える

ための認知症カフェを来年度、鳥屋地区で１

カ所開設する計画をしており、認知症を理解

し、誰もが支え合う地域を目指していきま
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す。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 笹川議員 

○５番（笹川広美議員） 今ほどポイント制

度、高齢者、多分65歳以上を対象としたもの

となっていくと思いますが、このポイント制

度は高齢者の社会参加につながるため、高齢

者の孤立感を防ぎ、さらには住民同士の交流

の多い地域づくりへの進展が期待されており

ます。 

 近年は、高齢になっても心身ともに健康の

人は多く、介護サービスを必要としない人の

中には保険料負担の軽減を求める声も少なく

ありません。こうした高齢者のニーズを満た

すためにもポイント制度の効果は大きなもの

があります。 

 また、地域で支える人材の確保といたしま

して、ご近所福祉サポーターの考え方もあり

ます。ご近所を50世帯ほどの単位に考え、互

助の営みをサポートする体制でありますが、

昨年、私も３月定例会で互助を強化する支え

合いマップの作成を求めた質問で触れさせて

いただいております。 

 ご近所は、お互いの家庭の事情がよく見

え、人々の困り事がよく見えます。ここには

おすそ分け、お返しの習慣があり、その中に

移送や食事の問題も取り込まれていました。

本来、ご近所には見守り、助け合いをしやす

い環境が整っています。そういったもともと

あったご近所力をうまく介護支援ポイント制

度にもコーディネートし、後押しできる仕組

み、取り組みを考えながら推し進めていただ

けたらと思います。大変大きな効果をもらた

す仕組みとして、この介護支援ポイント制度

をしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 どんなに要援護になっても住みなれた家や

地域でその人らしく生きられるよう、地域包

括ケアシステムの充実に向け、住民とともに

粘り強く取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは最後の質問、ＤＶの根絶を目指し

た温かなかかわりについてお聞きをいたしま

す。 

 ＷＨＯでは、親密なパートナーからの暴

力、性暴力を重大で世界的な健康問題と人権

問題であると捉え、予防を強化することを推

奨しています。総理府の調査によりますと既

婚女性の３人に１人がＤＶを経験しており、

子供にとっても心理的虐待とされています。 

 そして、若い世代のカップルにもＤＶは少

なくありません。10代、20代の被害者は女性

13.6％、男性9.4％、20代に限りますと女性

は21.3％、男性9.4％、被害者が２割から３

割に及んでおります。デートＤＶと呼ばれる

これらの暴力は、将来、深刻な夫婦間のＤＶ

につながる可能性も高く、対策が急がれま

す。 

 若い世代のデートＤＶの特徴は、束縛と性

的暴力です。一人でも多くの人がＤＶ、デー

トＤＶに関する正しい知識と理解を持つこと

が暴力に苦しむ人への支援につながり、社会

からＤＶを根絶していく一歩になります。 

 ＤＶ問題は、校長だけ、養護教諭だけ、支

援員だけでなく、学校全体の啓発を行い、Ｄ

Ｖについての理解者をふやしていくことでＤ

Ｖへの感度が上がり、相談しやすくなりま

す。いじめ、不登校や授業に余り参加しない

などの怠学、校則違反などをする生徒の家庭

がＤＶ家庭であることもあります。ＤＶ家庭

で育つ子供の理解があれば、生徒の起こすさ

まざまな問題行動について影響を考慮したア

プローチができます。また、生徒の問題行動

の本質が実はデートＤＶにあり、ＤＶを理解

することでその支援の視点が持ちやすくなり

ます。そして特別な配慮と情報管理が求めら

れる場合に、他の機関との連携を深めた適切

な対応ができるようになります。 

 学校全体でＤＶについて理解することは、

生徒一人一人の人生にとって、また健全な学
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校運営にとっても大変大きな影響を及ぼすも

のと考えます。ぜひ教職員全体への啓発に取

り組んでいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 若者が被害者にも加害者にもならないため

に、お互いを尊重し対等な関係を築く、コミ

ュニケーションスキルを育てるなど、デート

ＤＶ防止教育への取り組みが今全国で始まっ

ております。デートＤＶ防止事業を実際受け

た生徒たちの感想でありますが、幾つか声を

拾ってご紹介したいと思います。 

 束縛するのは好きな証拠だと思っていたけ

ど、そうじゃないことがわかった。抱え込ま

ずに人に相談しようと思います。やっぱり男

の人は女の人を自分より下だと思っているの

で、そこが暴力に発展していくと思いまし

た。まだ誰かとつき合うなんてないけど、人

を大切にするということを改めて理解でき

た。つき合ったから、その相手を自分の自由

にしようと思う愚かさを改めて理解できたの

でよかった。デートＤＶは、男イコール女に

なっていない社会のあらわれだと感じまし

た。ＤＶはひどい暴力としか思っていなかっ

たけど、身近で起きていることもデートＤＶ

になるんだと思いました。誰もがもっとお互

いのことを思いやれて、ＤＶなんてないよう

な世の中に私たちの世代がしていきたいで

す。 

 こういった子供たちの感想があります。 

 生徒へのＤＶ、デートＤＶ教育の取り組み

として、関係機関を利用した的確なデートＤ

Ｖ防止授業は実施すべきだと考えますが、い

かがでしょうか。 

 そして、このデートＤＶ教育の大前提に性

教育は必須であります。ネット社会の中で育

っている子供たちは、身近な地域など斜めの

人間関係からの情報を得ることが薄れ、ＳＮ

Ｓなどからの誤った情報、過激な情報に左右

されがちです。知り合うはずのない男性との

特殊な出会いによる性犯罪が多発していま

す。特殊詐欺、風俗関係等、暴力を利用する

者たちと若者が知り合い、さまざまな犯罪に

巻き込まれています。妊娠や性感染症の問題

を抱え、再被害の問題を起こしています。全

て若者の無知につけ込んで起きている問題で

す。 

 情報社会の時代だからこそ正しい情報をし

っかり与えることが必要です。性教育は避け

てはならないものです。この性教育を行うに

は、子供たちの発達段階に合わせ適切に行わ

れなければなりません。加えて、個々の子供

たちの抱える問題に応じ、個別の事情に合わ

せた性教育が必要です。見た目ではわからな

い軽度の知的障害の女子が性的被害者となる

ケースは多く、特別な支援が不可欠です。 

 以上、ＤＶの根絶を目指した温かなかかわ

りにおいて、１点目、学校全体への啓発、２

点目、ＤＶ、デートＤＶ教育の取り組み、３

点目、個別の事情に合わせた性教育の実施に

ついて、池島教育長の答弁を求めます。 

○議長（甲部昭夫議員） 池島教育長 

  〔池島憲雄教育長登壇〕 

○池島憲雄教育長 今ほど笹川議員の温かな

かかわりでＤＶの根絶を目指そうとのご質問

並びにご提案にお答えをいたします。 

 まず１番目、学校全体への啓発についてで

す。 

 学校では、さまざまな問題を全校集会とか

学級指導とか道徳教育などを通して取り上げ

をしております。友達や他人に暴力を振るっ

たり傷つけることをしないようにとか、男女

お互いに尊重し合ったり協力し合うという、

そういうような問題もありますし、広く学級

の問題、学校の問題、いじめ、けんか、トラ

ブル、友人関係、心配事、さまざまな問題に

ついていろんな機会を通して子供たちと相談

をし、話し合いをし、個別指導を行っている

といったところです。 

 ２番目のＤＶ、デートＤＶ教育の取り組み

ということですけれども、私どももなかなか
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耳なれない言葉なんですけれども、デートＤ

Ｖ、これは交際中の異性の暴力行為を言うん

だろうなというように思います。殴るとか蹴

るとかといった身体的な暴力のほかに、罵倒

する、金銭を要求する、性行為を強要するな

どの行為も含まれてくるんだなというふうに

も思っています。 

 いよいよ学校の子供たちにもそういう心配

が迫ってきているんだな、正面から取り上げ

る時期に来ているんだなというようにも思っ

ています。 

 ただ、学校のほうでは、現在のところそう

いうＤＶとかデートＤＶという言葉を使って

の指導ということは行っていないだろうとい

うように思います。人権教育とか道徳教育、

生徒指導の観点から道徳の時間や学級会活動

での人権、男女それぞれの尊重、協力、そう

いったことの話が中心かなというようにも思

います。個別な案件が仮に起こったとして

も、なかなか全体としての話の中でそれを取

り上げるということは、いろんな難しい面も

あるんじゃないかなというようにも思ってい

ます。 

 特に心配である中学校におきましては、学

校長の教育方針とか重点事項に基づいて全教

職員に対して研修会を計画的に実施してい

る。そういうような中で現在の進んだといい

ますか難しい問題も出てくるのかなというよ

うにも思います。学校長のほうで世の中に起

こった事件とかそういうトラブルについて教

職員に配付しながら、教職員同士の研修、そ

ういうものについては話もしているんだろう

なというふうに思います。生徒を前にした指

導ということになると、なかなか難しい面も

出てくるのかなというようにも思っていると

ころです。 

 それから３番目、個別の事情に合わせた性

教育の実施についてであるわけですが、小学

校におきましては、個別の教育相談の一環と

して対応することのほうが多いといいますか

そのほうが多く、担任が日ごろから児童一人

一人の様子を観察し、変わった様子が感じら

れた場合、個別に面談をし、必要に応じて養

護教諭や他の教諭の協力を得ながら対応して

いるというふうに思います。場合によっては

児童の特性や理解の程度に応じて、保護者の

協力も得ながら指導を行うというようなこと

になっております。 

 中学校におきましては、全校生徒を対象に

思春期講座を開催したり、特別支援学級では

保健体育、学級活動の中で個別で丁寧な指導

をしております。一方、保健室などにおいて

も、その子その子に応じた指導や相談に乗っ

ているのが現状であります。 

 子供たちは情報社会に生活しておりまし

て、さまざまな問題に巻き込まれたり、大変

な被害に遭う心配も高まってきているのも事

実です。学校教育におきましても、子供たち

の発達段階に応じた適切な性教育というもの

は欠かせない状況になっているなというよう

に思います。学校と家庭、地域社会が一体と

なって真剣に考えなければならない課題にな

ってきているということには間違いありませ

ん。 

 笹川議員のご質問で、ＤＶ問題について教

職員全体への啓発や関係機関を利用した生徒

への的確なＤＶ、デートＤＶ防止授業を実施

すべきではないんですかということでありま

すけれども、ぜひ私どもは学校だけではなく

て保護者の皆さん、それから学校の先生方、

それから専門機関の皆さんと相談をしなが

ら、これは土曜授業にやるほうが一番効果的

な学習になるんじゃないかなというようにも

思っています。 

 ぜひ新年度、こういうテーマについても、

どのようなやり方で何をすれば一番子供たち

の実情に合った教育ができるんだろうかとい

うことを検討しながら、前向きにといいます

か、ぜひやらなければならん問題だなという

ように思って聞いておりました。 
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 よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 笹川議員 

○５番（笹川広美議員） 後半、教育長のほ

うから前向きに取り組むという答弁になった

ので安心しましたが、最初余り必要じゃない

のかなという。ぜひ教育長、大変重要な問題

でありますので、しっかり取り組める体制を

よろしくお願いしたいと思います。 

 今を生きる子供たちの環境は大変大きく変

化をしております。多様化する家族、ひとり

親家庭を中心とした携帯所持率は低年齢化し

ております。携帯ゲームのほとんどはオンラ

インゲームで、対戦相手とメッセージ交換が

できます。テレビ番組以上に携帯に生活時間

をコントロールされている子供たちがふえて

いると言われております。そして、その現状

を親はほぼ把握できていないといった実態で

ございます。 

 中能登町におきましても、大変子供たちが

そういった携帯を使用した時間がアンケート

をとると割合が大きかったという結果も見え

ておりますので、こういった点も都会、田

舎、地方関係なく、子供たちの世界はそうい

った世界であるというのが現状かと思われま

す。 

 そして、困難家庭の女子ほど性的行動狙い

などの問題行動を抱える男性とつながりやす

いそうです。ネットで知り合った男性を好き

ではなく寂しいからという理由で性的関係を

持つそうです。 

 このような社会からしっかりと子供たちを

守るのが私たち大人の役割です。家族力、地

域力の低下が叫ばれる中、子供たちを支える

温かなかかわりが今ほど求められておりま

す。温かなかかわりが非暴力への流れをつく

ります。外部機関との連携で、暴力の誰も加

害者にさせない、誰も被害者にさせないとの

強い決意で臨んでいただきたいと思います。

よろしくお願いをいたします。 

 男女間の暴力については、被害者の多くが

女性であります。女性に対する暴力は、その

背景に家庭や職場など社会における男女の固

定的な役割分担の意識や、経済力の格差など

による女性差別意識があると言われていま

す。暴力とは、犯罪となる行為をも含む重大

な人権侵害です。恋人や家族など親密な間柄

の中で起こる暴力という問題について、私た

ち大人がまずしっかりと理解を深めていかな

ければなりません。町としても学校との連携

の中で地域の啓発に力を注いでいただきたい

と思います。 

 杉本町長、ぜひ町を挙げて子供たちが安心

して、そして温かく育まれていく中能登町を

つくり上げていきましょう。よろしくお願い

をいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、３番 中川

秀平議員 

  〔３番（中川秀平議員）登壇〕 

○３番（中川秀平議員） それでは質問させ

ていただきます。 

 まず最初に、質問事項として、和光市に学

べ！元気になるのは義務、介護卒業は幸せ！

という質問の要旨としてまとめさせてもらい

ました。 

 これは、先ほどの笹川議員も話されました

和光市での介護に対する取り組みを聞いた後

のすごいと思った言葉でした。 

 介護保険については、今までも何回か質問

させていただいたんですが、私は、この秋に

議員の研修で全国北海道から宮崎まで40人近

い議員さんたちが集まって介護のことを勉強

するという研修に参加しました。そのときに

各市町村どれほどの介護の認定率だとか介護

保険料は幾らだとかというのを皆さんが持ち

寄って、その中からグループごとに特色ある

地域を引っ張り出して講評をもらうとか発表

するとかという機会がありました。何と私が

出した中能登町の介護保険料は38カ所の中で

一番高かったです。 
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 それもあって、それまではお年をとられた

方が介護の費用を使ってサービスを受ける。

これは当たり前だと。どんどん高齢化が進ん

でいるので、これからもどんどん膨らんでい

くんだろうというような危機を持っていまし

たが、それが和光市の見学、和光市での話を

聞いて思いが随分変わりました。 

 和光市への見学には中能登町の介護担当の

方も一緒に行ってもらいました。そこでは最

初言いましたように、介護が必要だからそれ

を支えるために介護保険を使おうというより

は、そうなった体をもとに戻そうやと。介護

を受けなくてはいけないレベルになったら、

そこからどうやって戻るかというのを市を挙

げて取り組んでいるということでした。 

 最初の質問として、一緒に行った現在の介

護の担当の方からいろいろ和光市はこうだっ

た、中能登町はこうだ、ここをこうしたほう

がいいというきっと提案もあったと思いま

す。和光市の話を聞いて、中能登町はこう直

していこう、ここは難しい、ここはすぐでき

るんじゃないか、中能登町のこんなところを

直さないとできないんじゃないか、そういう

お話を聞かせていただきたいと思います。 

 ２番目の質問なんですが、和光市を参考に

してやったらいいという施策について、いつ

までを目標としてどれだけのことをやるかと

いうお話を聞かせてもらいたいと思います。 

 中能登町と和光市は随分環境は違います。

中能登町と比べて和光市は11平方キロメート

ルのコンパクトな市です。さらに、交通がす

ごく便利なところにあって、市民の方が割と

いろんなところに行って訓練を受けるだとか

一緒に健康を目指すというところがやりやす

い市だと思っています。 

 中能登町は、地域も広いですし、なかなか

足の便が悪いということはあるのはわかりま

す。ただ、一旦健康を高齢のために崩して介

護を受ける方がもう一度元気になりたいとい

う気持ち、できれば元気なまま健康寿命を延

ばして楽しく余生を送りたい、近所の人と仲

よくやっていきたいという気持ちは同じだと

思います。ぜひ和光市のいいところをどんど

ん取り入れて、中能登町もほか町に誇れる介

護ができるような町になってもらいたい。健

康になるのをみんなが目指す、そんな町がつ

くれたらとてもすばらしいと思います。 

 最後には、ここにあるんですが、和光市健

康づくり基本条例という冊子があります。ま

ちの条例として、市民の方々に、まず健康づ

くりに関心を持ちましょう。ご自身の健康状

態に合わせた健康づくりの取り組みをしまし

ょう。市内の事業者には、従業員の健康に配

慮しましょう。市の健康づくり施策の推進に

協力するよう努めましょう。市の福祉関係

者、市内保健、医療、福祉関係者団体には、

活動は健康づくりに配慮しましょう。市の健

康づくり施策の推進に協力するよう努めまし

ょう。まちを挙げて住民の理解を得ながら、

みんな健康になるんだというふうなまちの意

気込みが伝わってくる条例だと思います。 

 きょう現在、中能登町でこのような条例を

つくっても、多分何のことだという話になる

と思います。ぜひこういう条例が、町の方々

一人ずつが、そうだ、みんなで元気になるん

だというような町になってもらいたいと思い

ます。 

 以上、最初の質問として、和光市に何を学

ぶか。次の質問として、中能登町では和光市

の状況を見てどのような計画を持ちたいか。

難しいことは何か、やれそうなことは何かと

いう質問にお答え願います。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 中川議員の和光市に学べ！

元気になるのは義務、介護卒業は幸せ！のご

質問にお答えをいたします。 

 まず、先進的な取り組みを行っている和光

市を視察して、中能登町でも参考にできると

ころがあると思われるかについてでありま
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す。 

 和光市は、全国に先駆けて実施をしている

介護予防事業により、軽度者には身体や生活

機能の改善効果が見られ、要介護認定率が減

少している状況です。先ほど笹川議員の答弁

にも述べました介護保険法の本質について、

和光市民や和光市の介護サービス事業所も理

解をし、介護サービスを利用するからには今

よりもよくなりたいと目的を持って利用でき

ていることが中能登町とは大きく相違してい

ます。 

 また、要介護認定を受けていなくても利用

できる介護予防の通いの場も充実しているこ

とが挙げられます。 

 今後、中能登町において、介護保険法の理

解を深め、介護予防として要介護状態になら

ない努力とともに、元気な高齢者も支える側

としてできる範囲で役割を担い生きがいを見

出す互助の再構築が必要であります。介護予

防を推し進めるために、通いの場として介護

予防の拠点づくりや、介護予防サポーターを

養成し、住民参加のもと取り組みを強化して

いきたいと考えております。 

 次に、中能登町での即実施は無理だが何年

後にどこまでかの道筋、目標を示してほしい

ということであります。 

 和光市が介護予防に取り組んで要介護認定

率が減少するまでには約５年間かかっており

ます。平成26年では、全国の要介護認定率が

18.2％、中能登町の要介護認定率は18.6％と

少し高い状況です。要介護認定者がふえ始め

る75歳以上の後期高齢者は今後も増加し、今

のままでは認定率も上がると思われます。 

 中能登町は、介護予防や生活支援の体制を

整え、元気な高齢者をふやし、全国の要介護

認定率を下回ることができるように目指して

いきたいと思っております。 

 中川議員も言われましたように、施設が余

計あればかかる人も便利ですし、大変中能登

町はそういう点では充実しております。それ

と同時に、そんな方々が余計かかるというこ

とで保険料も高くなっているということは現

実でありますし、他の市や町の話をしてはな

んですけれども、奥能登のほうで施設の少な

いところは保険料にしても少ないことは現実

であります。 

 中川議員を初め教育民生の皆さん、また神

保課長補佐から水田主査も参っておりますの

で、いろんなパンフレットとかもらってきて

いるので、私は行っておりませんでわからな

いところもありますけれども勉強しながら、

かかるということでなしに、かかることによ

ってよくなる、そんなような目からうろこが

落ちたような、そんな気でおりますので、ま

た中川議員のいろんな話、これから町はどう

すべきか、そういう提言もいただきたいと思

います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 中川議員 

○３番（中川秀平議員） 答弁をいただきま

したが、具体的に中能登町は今こうだけど、

こういう施策、実際和光市が何をしているか

というのは、この大きな冊子でどういうこと

をしているかというのがありますし、中能登

町も立派な介護の計画があります。私が研修

に行ったときにも、中能登町は随分しっかり

計画をつくっているというふうな、介護保険

料が高いのは別なんですけれども、そういう

ほかの議員からの言葉ももらいました。 

 具体的に今見てきたことで中能登町で一番

欠けているところは何なのか。それに対して

どうしていくのか。そこのところをもう少し

具体的に話していただけないでしょうか。お

願いします。 

○議長（甲部昭夫議員） 道善長寿介護課長 

  〔道善まり子長寿介護課長登壇〕 

○道善まり子長寿介護課長 中川議員のご質

問にお答えいたします。 

 今現在、中能登町に欠けているところとい

うのは、高齢者の方、通いの場が少ないとこ
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ろもあります。通いの場の少ないところがあ

りますし、どういうことをしてほしいとかと

いうこともありますので、来月なんですけれ

ども、中能登町の社会福祉協議会と一緒に地

区のほうへ予定なんですけれども鳥屋地区、

鹿島地区、鹿西地区、各１カ所ずつなんです

けれども、地区に出向きまして福祉座談会と

いうものを計画していまして、その地区でど

ういうことが足りないか、まず10年後のその

地区を考えてみませんかというのをテーマに

していろいろな話を。出ていただく方には、

区長さん、民生委員、地域福祉推進チームの

方、青壮年団の方、老人会、女性協議会の

方、子供会の方や区の役員の方が集まってい

ただいて、いろんな話を出していただき、そ

れぞれの地区の今足りていない、こういうこ

とが困っているというのを見出していって、

社会福祉協議会と協議をしながら、生活支援

サービスというのもありますので、中能登町

に足りていない、こういうところをもう少し

充実させてほしいという高齢者の方の声を集

めていますので、それに向かって町のほうで

も今後どういうふうにして進めていけばいい

のかというのを職員で検討を行っていますの

で、和光市の施策なりを参考にしながら、中

能登町もこういうふうにしていきたいという

のを考えております。 

 地域サロンのほうは34カ所と充実していま

すので、サロンにもまだ行けないという方、

またサロンを引っ張っていくというかリーダ

ーとなる方を、サポーターの方を見出すため

に、来年度はサポーター養成を行うのに、５

人から10人ほどなれればいいかなというので

サポーターの養成講座も行います。 

 和光市を参考に、和光市はすごくずば抜け

ているので、できないところもあると思いま

すけれども、少しでも中能登町も和光市に近

づくように頑張っていきたいなと思っていま

すので。 

 以上になります。 

○議長（甲部昭夫議員） 中川議員 

○３番（中川秀平議員） まだ和光市を見に

いったばっかりで、具体的にこうしよう、あ

あしようというのは多分これからだと思いま

す。いろんなところを回って、まず要望を聞

くところからという話を聞きました。ただ、

その中では、町の人たちの思いで元気になる

んだということを広めて、これだけ要介護認

定の率が半分になるという成果を上げている

ところもあると。いろんなことを言ってもら

いたいんだけれども、その結果、元気になり

ましょうよというのをぜひ声を高らかにやれ

ば中能登町もできるはずだということを広め

ていただきたいと思います。 

 そして私は、中能登町は地の利が悪いとい

うのはきっとあると思うんですけれども、ご

近所の底力ではないんですけれども、近所同

士見守るとか助け合うという風土は決して和

光市に負けるものではないと信じています。

それと実際、介護認定率悪いといいますけれ

ども、調べてみたら60歳から75歳未満の高齢

者の方、後期高齢者じゃなくて高齢者の方は

介護認定度4.2％です。75歳以上の方でも

32％です。お年を召されても中能登町でも介

護が必要な方は少ないです。 

 そういうことを前面に出して、それらの人

に少し助けてくださいというのは、その方々

が元気で暮らせるためにもプラスになると思

います。ぜひうまく話しして、町民の皆さん

の理解をもらいながら元気な町、一番元気な

町、中能登町をつくっていただきたいと思い

ます。 

 これで最初の質問を終わります。 

 次、２つ目の質問です。就職することが難

しい若者の支援についてという質問です。 

 私は、七尾にジョブカフェ石川というのが

今もあるんですけれども、そこでなかなか就

職が難しい若者たちの支援をしばらくしてい

ました。もう何年も前になるんですが。 

 そういう若者たち、ある人はカウンセラー
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に話を聞いて、自分がしんどいことがあった

のを思い出して泣き始めるという子らもいま

す。そんな子も何回も何回もカウンセリング

する中で、もう一回やってみますというふう

に元気に働き始める方もいます。ただ一方、

ジョブカフェに来られるんだけれども、多分

この子は一生懸命面接の練習だとか元気な挨

拶をしようとかといっても、なかなか初めて

出会う面接のところへ行ってきちんと話すこ

とができない。この子はちょっと難しいかな

という子もたくさん見てきました。その子ら

も訓練をすればなるというときもあるんです

けれども、そのままずっと就職できないまま

長い間通う、あるいは途中で、これだけやっ

ていても無理なんだから、もうそんなことも

しなくなるという子も見てきました。 

 私がジョブカフェを離れてから数年たつん

ですけれども、今、日本中で人手が足りな

い、経済が活性化しているというのを聞きま

して、そんな子らも今は働いているんだろう

かと思って、この間、聞きにいきました。そ

こでの話は全く同じような状況でした。 

 そんなときに、ある人から、障害の手帳を

持っています、あの人は。うちの子はそんな

のは持ってないんだけれども就職なかなかで

きないと。手帳を持っている子は授産施設、

七尾ですとみのり園とかありますが、そこで

納豆づくりだとか、あるいはペットボトルを

集めて出すとかということをして１カ月そん

な訓練、授産施設ですから職業じゃないんで

すけれども訓練をして、１年間に月何千円と

いうお小遣いをもらって、それをためてゲー

ムボーイを買うんだというふうに元気にそれ

に励んでいる子がいます。 

 そうしますと、そういう手帳だとか障害と

いうものを持ってない、多分、介護とかそん

なところに行っても、あなたは普通の人だか

ら大丈夫だと。ハローワークへ行って紹介し

てもらいなさいというと、その子らは、はい

と言って回れ右して帰るんです。だけどハロ

ーワークから行ってきなさいと言われた会社

に行くと、こんな子はちょっとだめだと。一

回採用したけれども、朝来てぼーっと立って

いるだけだと。元気な挨拶ができない子はだ

めだと。申しわけないけどやめてくれと言わ

れる子もいました。 

 ぜひそんな子らも僕は働いたお金でこれを

買った、今度はこれが欲しいのでまた一生懸

命働くという気持ちを持ってもらって、でき

る人、できない人はあると思うんですけれど

も、中能登町から何かとにかく働いて給料が

もらえるという喜びを持てる人をふやしたい

と思います。 

 じゃそのために何をするかというのが質問

なんですけれども、大変難しいと思います。

ただ、私もいろんな研修に行きますと、最近

は地方分権、私の町はこういう思いで、ちょ

っと変かもしれないけれども、変といったら

失礼なんですけれども、ちょっとほかの町と

は違うけれども、こんな施策をとりますとい

うことは割と通じるという話も聞いていま

す。 

 現に例えば普通の小さな町ですけれども、

町長さんの考えでサポートしているという町

もたくさん聞きました。ぜひ中能登町はこう

いうことをして、そんな働く喜びをもらえな

い子を助けてほしいと思います。 

 その次の質問なんですが、私はこの話を聞

いて七尾の職業安定所に行ってきました。そ

こで言われたのは、そういう子がいるのはわ

かりますと。ただ、あそこは最低賃金を守ら

せるのが仕事ですと。もしあなたの町で、こ

の子は最低賃金、多分七百何十円だったと思

うんですけれども、企業からそれの半分しか

もらえなくて、町でその半分を補塡するんだ

ったら大歓迎ですと。ただ、そういう施策は

とれるはずがないと思います。 

 それにつけ加えて、労働という形でそうい

うことはできないんだけれども、福祉の領域

で、最近はきちんとした手帳を持っていなく



－74－ 

ても、発達障害とかそういういろいろな名目

で地域地域のやり方で授産施設みたいなのは

やれるかもしれないというふうな話も聞いて

います。 

 ぜひ中能登町、そういう子たちが働く喜び

を持てるようにしていただきたいと思いま

す。 

 最初の質問として、そういう働きたくても

なかなか働けない人がいるという実態をご存

じか。中能登町ではこれくらいの人がそんな

人だよという話を聞きたいのが１問目。 

 ２問目として、そういう人たちにどんな援

助が考えられるかというのをお聞きしたいと

思います。 

 お願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 中川議員の就職することが

難しい若者の支援についてのご質問にお答え

をいたします。 

 １点目の引きこもりなど安定した収入を得

ることが困難な若者や壮年の人はいると思う

が、その実態を町は把握しているかとの質問

でありますが、残念ながら町としてはそのよ

うな実態は把握をしていないというのが現状

でございます。 

 また、引きこもりなどの就業相談窓口とし

ては、厚生労働省が認定をしている地域若者

サポートステーションが全国でおよそ160施

設あります。石川県では、金沢市に石川県人

材育成推進機構が運営するいしかわ若者サポ

ートステーションという名称の施設があり、

仕事をしていない方で、どうすれば就職がで

きるのかなどの悩みを持つ15歳から39歳まで

の若者を対象に個別的、継続的に支援はして

おります。 

 ２点目のそれらの人を支援するために町と

して取り組める施策があると思うが、当人や

雇い主への支援などを考えられないかとの質

問でありますが、現段階においては、町独自

では引きこもりの方を対象とした就業支援な

どは行っておりません。 

 対応としては、先ほど紹介をしましたいし

かわ若者サポートステーションの専門の相談

員や、また臨床心理士が職業的自立に向けて

のキャリアとメンタルのサポートを行う出張

相談を受け入れし、広報なかのとや町ホーム

ページなど通じて周知できればと考えており

ます。 

 また、サポートステーションでは就労体験

受け入れ協力企業を募っており、就労を希望

される方に職場見学や職場体験等の機会を提

供しているので、雇い主への支援は難しいも

のの町内企業で受け入れ体験の協力が得られ

れば心強いと考えております。 

 また、町にはつばさもありますし、また七

尾市にはいろんな施設もあります。そこと連

絡をしながらそこへ行かれる方の相談にも乗

ったり、いろんな支援もしておりますし、そ

ういう方のためにも全体ということで、町全

体としても、つばさに対してもいろんな便宜

を図ったりしております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 中川議員 

○３番（中川秀平議員） つばさとか、みの

り園とか、できればそういうところでボラン

ティアという、施設にとっては多分そこに入

るというよりは、ボランティアとして参加で

きる。そこのボランティアとして、アルバイ

トじゃないんですけれども働く中で、少しで

も働く力をより身につけるということはでき

ると思います。 

 そんなところもあるんですけれども、最終

的には本当に身に合った。私たちはジョブカ

フェの中で話していたんですが、最低賃金の

半分でも、この子は半分しか働けないんだか

ら半分でも、あるいはそれよりも少なくても

働いて、給料をもらったというのを思っても

らいたいねとやっているんですが、なかなか

難しいです。 

 例えば農業ですとか、内職、１個つくった
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ら幾らというような作業所をどこかにつくっ

てもらって、そこで誰か代表がいて指揮命令

を出すとそれは労働になるから最低賃金と言

われるんですけれども、そこにみんなが集ま

って内職でできるものをつくってやるという

ようなことでもいいので、いろんなサポート

ステーションがあるんですが、なかなかそれ

がその人の給料にまでいくというのは大変難

しいものがあります。ぜひそこにつながるよ

うなことをこれからも、私も考えていきます

し、町のほうもそういう方がいるということ

は理解できてもらえると思いますので、でき

ることがありましたら告知、そういう人を励

ますということに進めていけたらなと思いま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 子育て世代への支援拡大についてというこ

とで、子育て世代、今、就職も難しい、なか

なか非正規になると正規の給料をもらうのは

難しいという時代ですが、子供の貧困という

言葉も聞くんですが、親の収入で子供がつら

い思いをするというのを少しでも減らしたい

と思うのは皆さんの共通の願いだと思いま

す。 

 そんな中で、給食費。多分親御さん、給食

のお金はとにかく払おうということで、払え

ないという人はそんなに多くないと思うんで

すけれども、そんな人たちに中能登町は子育

て世代を応援している町ですと。それの応援

の仕方として、子供の小学校、中学校の給食

費を町が全部負担しますと言えれば、少子・

高齢化への先駆けの施策にもなると思います

し、そういうことをやっている自治体は調べ

てみたら結構ありました。 

 ただ心配なのが、そういうことをしてしま

うと、あんたの町は立派だと。じゃこんな援

助は要らないだろうというふうな国からのそ

んなのもあるような気もしますし、なかなか

思い切ったことはできないと思うんですが、

例えば給食費の半額を町から補助するという

ことだけでもいいので、ぜひ中能登町は教育

に力を入れていますと常日ごろ聞いています

ので、それのあかしとして今度はこういうこ

とをしますということを言っていただけない

でしょうかという質問です。 

 そういった中で、高校生まで医療費無料と

いう施策を中能登町がしています。大変多分

親御さんにとっては好評な施策だと思うんで

すが、一方で病院関係者からですとかは、無

料なので、普通ならば一晩様子見るだろうと

いうところでも即病院に駆け込んでくるとい

う人がそういう無料化にされたところの地区

からは多い。あるいは夜中、普通ならば夜間

料金とか高い料金がかかるんですが、そうい

うのも無料ですから夜中に来る。それは親御

さんにとってみればありがたい制度なんです

が、それを使い続けるというのはいかがなも

のかという気もします。 

 医療費の初診料、あるいは夜間の割増料金

くらいは来た親御さんに払ってもらえるよう

にすることで少しでも給食費の無料化に向け

た財源が少しはできるのかなと。 

 今、財源、人数と給食費の話ししたら１億

ぐらいかかるような感じになります。その財

源はすぐ出ないと思うんですが、そういう方

向への取り組みができるかどうか。どんな問

題があって、多分無理だろうという答えもあ

る程度は予想はしているんですが、ほかにま

だこういうことも考えているというのがあり

ましたら、子育て世代を応援しているという

観点でお答えを願います。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 中川議員の子育て世代への

支援拡大についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 少子化対策の一つとして小中学校の給食費

の無料化を考えられないのかとの質問にお答

えをします。 

 中能登町では、給食を調理するための施設
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の管理費、また燃料費、人件費は町が負担を

いたしております。学校給食費は、食材のみ

の費用を保護者の皆様にご負担をしていただ

いております。児童生徒の食材材料費は年間

で8,500万ほどになっております。 

 今後、給食費の無料化につきましては、無

料化をした自治体の状況は幾つかあります。

それらも調査、また確認をし、いろんな面で

検討もしたいと思いますし、きょうの朝あり

ました宮下議員からの３歳から５歳までの保

育料の無料化、そんなお話も出ております。

この町は子育てしやすい、そんな町を目指し

ておりますので、それらも含めて検討したい

と思っておりますし、また庁舎の統合を初め

あいた施設のいろんな利活用の問題もござい

ます。一も早く庁舎も統合し、また、あいた

施設の利活用等も考えながら、今言われた無

料化、そして３歳、５歳児の保育料の無料

化、それらも含めて考えていきたいと思って

おります。 

 また、給食の無料化の対応財源として子供

の医療費の無償化の見直しというご提案であ

りますけれども、私は中能登町が元気なまち

にしたい、住んでよかったと思われる、そん

な町にしたいというようなことで、産業の振

興、住環境及び教育環境の充実、子供からお

年寄りまで生き生きと安心して暮らせる町、

そんなことを進めてまいりました。 

 中でも子供の医療費の助成につきましては

平成26年度からは中学生から高校生まで助成

の範囲を拡大し、子育て支援に努めてまいっ

ているところであります。 

 対応財源とはいえ、サービスの後退となる

ことは今のところは考えておりませんけれど

も、お話をされた夜間であったり、また軽症

であったり、そういう方々が無料化であるが

ゆえに余計かかっているとか、そういうこと

も一回調べまして、本当にかかってもらう方

には、重症の方には夜間であろうが日曜であ

ろうがかかってもらなければならんわけであ

りますけれども、それらも含めて検討させて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 中川議員 

○３番（中川秀平議員） 先ほどの最初の宮

下議員からの話もありましたけれども、ぜひ

中能登町は教育に全力で取り組んでいるとい

う方向に進んでいくことを望みます。 

 庁舎統合という話も出ましたが、中学校を

つくって、道の駅をつくって、小学校をつく

って、しばらくお休みをして、つくるものは

お休みして、もっと福祉だとか教育だとかと

いうところにお金を少し余計回すということ

もやり方だと思います。ぜひこれからも検討

していただけるということで、これからこう

しますと。一律何％のシーリングではなく

て、今度は方向をここに向けますと。それが

町の将来に資すると信じていますというよう

なお話が聞けるのを心待ちにしております。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ここで２時55分ま

で休憩をいたします。 

           午後２時45分 休憩 

 

           午後２時55分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 次に、７番 諏訪良一議員 

  〔７番（諏訪良一議員）登壇〕 

○７番（諏訪良一議員） ２問について質問

をいたします。 

 最初に、人事評価とその活用についてであ

ります。 

 平成26年５月14日に改正地方公務員法──

略称地公法とも言いますが──が公布され、

平成28年４月から、来年４月から全ての自治

体で人事評価を行うことになりました。この

ことに関しては、申すまでもなく既にご承知

のことと拝察します。 

 地公法第23条２項で、「任命権者は、人事
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評価を任用、給与、分限その他の人事管理の

基礎として活用するものとする」と明記され

ております。人事評価の結果をいかに活用す

るかが今回の改正のポイントになっておりま

す。人事評価制度を各自治体の人材育成に関

する基本方針に位置づけ、体系的な能力開発

に努めるとともに、職員の能力や実績に基づ

く人事管理の徹底がこれまで以上に町長の責

務になるものと推測します。 

 これらのことを踏まえまして、人事評価制

度実施に向けてどのようにお考えでしょう

か。人事評価結果の活用について。評価者と

は人事評価をする恐らく管理職の人でしょう

けれども、町長が全員の人というわけではな

かろうかと思いますが、その評価者の指導能

力の向上、以上３点について伺いたいと思い

ます。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 諏訪議員の人事評価とその

活用についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 現在、中能登町では、年２回、６月と11月

に勤務評定を実施し、本人の自己評価から始

まり、順次、直属の所属長の評価、部局によ

り教育長、副町長、そして町長の評価を経

て、その結果を評価直後の勤勉手当や昇給に

反映させております。しかし、その職員の評

価結果を継続的に蓄積し活用できているかと

いうことに関しましては、不十分な点がある

と考えております。 

 このような現状の中で、これまでの勤務評

定をさらに充実させた制度となる人事評価の

実施を規定した改正地方公務員法が平成28年

４月から施行されます。 

 ご質問の１点目の人事評価制度実施に関す

る所見についてでありますが、新しい人事評

価制度では、従来の勤務評定に比べて能力、

実績主義を実現するために、より客観性、透

明性を高め、公正な人事評価の仕組みを構築

することが求められております。  

 公正な人事評価により、職員が客観的に自

分の評価を理解した上で、配属された職務に

対し目標を設定し、達成意識を持って取り組

むことができますので、この制度に沿った人

事評価制度を構築することは有意義であると

考えております。 

 次に、人事評価結果の活用についてであり

ますが、現在行っております勤勉手当や昇給

への反映に加え、継続的に蓄積された人事評

価により、昇任、降格、また配置転換への客

観的評価資料として活用を図っていく必要が

あると考えております。 

 また、人事評価の結果を職員が理解し、人

材育成につながるように活用することも大切

であると考えております。 

 次に、評価者の指導能力の向上についてで

ありますが、現在は勤務評定の手引きという

要領により評価を実施しておりますが、評価

研修としてはまだまだ十分とは言えない状況

であります。 

 今後、人事評価の結果を広く活用していく

ためには、その評価が客観的で公正に行われ

ることが不可欠であります。そのためには、

評価者が人事評価制度の意義や評価方法につ

いて十分に理解し、評価を行うことが重要と

なります。このため評価者訓練研修を実施

し、その評価能力の向上を図る必要があると

考えております。 

 地方分権の進展により町の役割が増大し、

また町民のニーズが多様化する中、職員の職

務遂行能力の向上が従来以上に求められてお

ります。人事評価により職員の長所、短所な

どの特性を把握し、日常の業務を通じて指導

育成することにより職員全体の資質を高め、

それがひいては町民への質の高い行政サービ

スの提供につがるように制度を構築し、運用

していきたいと考えておりますので、よろし

くご理解をお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 
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○７番（諏訪良一議員） 今町長が現在やっ

ておいでる勤務評定について説明されたわけ

ですが、これまでの地公法第15条、第40条で

は、先ほど町長の説明されたとおり、これに

基づいてこれまで勤務評定が行われてきてい

るものと思いますが、専門家の間では現状に

おける指摘事項としては、１つには、まず評

価項目が明示されておらない。それから、一

方的な評価で結果が職員に示されていない。

人事管理に十分活用されていない。こんなよ

うなところが指摘されているところですが、

恐らくや当町においてはこれらの指摘事項は

なかろうと信じておるわけですが、今回の改

正法によりますと、これまでの活用法のほか

に最もかなめなところは人材育成、人づくり

にあるようであります。 

 となってくると、まず評価者の訓練、管理

能力、このあたりが最もかなめであろうかと

思います。このことについてどのようにお考

えでしょうか、伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

  〔堀内浩一参事兼総務課長登壇〕 

○堀内浩一参事兼総務課長 諏訪議員の質問

にお答えいたします。 

 評価者の研修というのが一番大切かと思い

ます。これについては先ほどの町長の答弁に

もあったとおりですが、そのやり方について

は今後十分検討して対応してまいりたいと思

いますが、なかなか役場内だけでは対応でき

ない面も考えられると思いますので、外部か

らのそういう講師を招聘したりということも

あわせて考えて評価者研修をきちっと行って

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） まず評価者を訓練

されるときのポイントとしては、やはり評価

する人によって内容の理解が統一されておら

ないと大変誤った答えも出てくるのではなか

ろうか。意思の疎通が大事だろうと思いま

す。 

 次に、今回の改正点では、まず開示すると

いうことがポイントになっております。そう

いうことからいくと、これまで以上に評価す

る人、される人、大変責任がついて回ってく

ると思います。 

 それと職員の能力開発、これは教えてもら

うんじゃなくて、みずからが率先して開発す

るように努める、こんなところにあるわけで

すが、このあたりをどのようにお考えですか

伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 堀内参事兼総務課

長 

○堀内浩一参事兼総務課長 諏訪議員のご質

問にお答えいたします。 

 私どもの年輩の職員と、それから近年採用

した若い職員では非常に考え方が違っている

なというような思いを持っております。そこ

ら辺の溝を埋めて、やる気を出して歯を食い

しばってでも頑張っていく、そういうような

方向に私どもは持っていかなければならない

なというふうに思っておりますので、その方

法については一朝一夕で安易な方法があるわ

けではないと思いますが、管理者ともどもい

ろいろ協議をしながら方法を検討してまいり

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） 今回の人事評価、

余り昇任とか昇格にとらわれずに自分の能力

を磨く、あるいはいい方向へ誘導していく、

ひいては人づくり、人材育成、このあたりが

これまでと違いますので、このあたりをやは

り重点にして地公法に取り組んでいっていた

だきたい、こんなことをお願いするものであ

ります。 

 ２つ目の人口ビジョン策定についてです。 

 石川県企画振興部から、この10月末現在に

おける県内19自治体の人口ビジョン、合計特
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殊出生率目標の策定状況が発表されました。

この内訳を見まして自分なりにびっくりした

のは、14市町が策定し、当町を含む５市町が

策定なしということであったわけです。 

 町の将来像を考えるときに、まず把握しな

ければならない要素は人口動態であると強調

されております。このことは、あらゆる政策

が将来人口の行く末によって左右されるから

です。 

 今年度は、各自治体において人口ビジョン

と総合戦略策定の努力義務が課せられている

ようです。国の長期ビジョンでは2040年に出

生率2.07を達成すれば2060年に人口１億人を

維持できるとしており、一方では県では出生

率が全国平均より現在高い、現在のペースで

行けば2038年に2.07に達すると見ておりま

す。 

 これに対して、当町では去る８月20日現在

で発表した人口ビジョン現状分析編、こんな

立派な冊子が発表されておりますが、この中

の人口ビジョン現状分析編のシミュレーショ

ン、１表で2030年から2060年には2.10として

おり、国並びに県平均に比べて高い水準で推

移していくとの試算がなされていることは、

大変喜ばしい限りであるわけです。長期的に

見て2.07程度で人口が横ばいであると国のほ

うでは試算されておりますが、これらに対比

して見ると当町の試算は高いところにあるわ

けです。 

 こんな立派な成績を出しながら、今回、県

の発表ではなぜ未策定として発表されたのか

疑念を持っているわけです。そういうことか

ら、１つは人口ビジョン策定に関する所見に

ついて、２つ目には未策定発表に至った経緯

について、３つ目には将来像の設定と戦略に

ついて、伺いたいと思います。 

○議長（甲部昭夫議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 諏訪議員の人口ビジョン策

定についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の人口ビジョン策定に関する所

見についてのご質問でありますが、現在、全

国の各自治体でこの人口ビジョン及び総合戦

略の策定が進められております。中能登町と

いたしましても今年度中に策定を終えるよう

アンケート調査の実施、各課における事業集

約を行っており、今月１日には産官学及び金

融、労働の各分野から成る有識者会議の第１

回目の会議を開催いたしました。また、あす

17日には、まち・ひと部会と、しごと部会に

分かれて意見集約を行う会議を予定してお

り、今後も数回にわたり会議を開催し、中能

登町版の総合戦略を策定することとしており

ます。 

 このうち人口ビジョンの策定については、

中能登町でも年々総人口が減少し続けている

状況の中で、生産人口も減少し続けており、

2020年を境に65歳以上の老年人口も減少する

という推計をしております。 

 こうした状況を踏まえ、総合戦略の策定に

ついては、将来を見据えた戦略的なまちづく

りを推進していかなければならないと認識を

新たにしたところであります。議員の皆様方

にも、２月中にはそれぞれの素案をお示しし

たいと考えております。 

 次に、２つ目の未策定に至った経緯につい

てのご質問でありますが、国が掲げる目標と

しましては、全ての都道府県及び市町村は平

成27年度中の策定に努めるとありますので、

中能登町としましては、このスケジュールに

合わせて、現在、今年度中の策定を目指して

おります。これまで実施してまいりました事

業とあわせて中能登町としての目標や事業を

検討してまいりますので、ご理解をいただき

たいと思います。  

 次に、３つ目の将来像の設定と戦略につい

てのご質問でありますが、昨年の日本創成会

議の発表によれば、中能登町は能登半島で唯

一、消滅可能性都市でないとされておりま

す。これは、これまで実施してまいりました

子育て支援事業や分譲宅地造成事業などの成



－80－ 

果によるものだと考えております。 

 しかし、人口減少に歯どめがかかっている

わけではありません。今後も人口減少に歯ど

めをかけるべく、さまざまな事業を展開して

いかなければなりません。 

 なお、総合戦略につきましては、先ほど述

べましたとおり、現在、各課及び有識者会議

等で協議をしている段階であります。有識者

会議で意見を取りまとめた上で議員の皆様方

にご提示をしていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） 人口動態の把握と

いうことになってくると、町創生の根幹をな

すものであろうと思います。ただ単に国へ報

告するための計画の設定、戦略であってはな

らないと思います。そういうことから人口動

態の把握ということになってくれば、まず日

常茶飯事の問題であろうと思います。 

 それからもう１点は、2.10ということにな

ってくると、わずかながら長期的に見て人口

がふえる計算になるわけですが、大変喜ばし

いことであります。反面、いかにしてこの数

字に取り組んでいくかがこれからの大きな問

題だろうと思います。それこそ町の創生にか

かってくる問題であろうと思いますが、この

点についてもう一度伺います。 

○議長（甲部昭夫議員） 高名企画課長 

  〔高名雅弘企画課長登壇〕 

○高名雅弘企画課長 諏訪議員の特殊出生率

についてのご質問でありますが、確かに2.10

というのは大変高い数値であります。今後ま

た有識者の方、また関係者の方と、どういっ

た形でこの数字が達成できるのかといいます

か、この数字を目指していくのかというのも

また考えていかなければなりませんし、それ

以前に、もう一度有識者とともに、この目標

数値というのをどういうふうな数値に設定を

するかというのも慎重に協議をしながら進め

ていきたいと思っております。 

 いずれにしろ、さきにお話をしたとおり外

貨を稼ぐ産業というのをしっかりとこれから

も守っていかなければならない。それが今後

の出生率にも影響してくるのかなと思ってお

りますので、またこういったことも有識者の

方と共通認識を高めながら取り組んでいきな

がら、町としてどういった特殊出生率の設定

が望ましいかも含めて検討していきたい。そ

してまた、２月中にはお示しをさせていただ

きたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○議長（甲部昭夫議員） 諏訪議員 

○７番（諏訪良一議員） この問題は大変、

今後の中能登町を占う意味からいきましても

重要な問題であります。そういうことで、町

民挙げて取り組んでいかなければならない問

題ではなかろうかと思います。そういうこと

で、町としてはとにかくリーダーシップを発

揮して誘導していっていただきたい。 

 こんなことをお願いして、質問を終わりた

いと思います。 

 ◎散   会 

○議長（甲部昭夫議員） 以上で本日の一般

質問を終わります。 

 次回は、あす、17日午前10時より会議を開

きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時23分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○副議長（宮下為幸議員） おはようござい

ます。 

 ただいまの出席議員数は12名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○副議長（宮下為幸議員） これより一般質

問２日目を行います。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 最初に、13番 坂井幸雄議員 

  〔13番（坂井幸雄議員）登壇〕 

○13番（坂井幸雄議員） それでは２問にわ

たって質問をさせていただきます。 

 まず最初に、人・農地プランの現状につい

てでございます。 

 中能登町の水田は1,580ヘクタールでござ

います。それを守るためには大変皆さんの農

家の力が必要かと思います。それで、ひとつ

よろしくお願いします。 

 生産者の高齢化と後継者不足の中で、農地

を守るために、ＴＰＰ、環太平洋連携協定の

対策の一環としていろいろと事業が行われて

おります。国が推し進める農地のプランの対

応についてお伺いいたします。 

 農地を中間管理機構で活用された農地の集

積の現状をお伺いいたします。１点目。 

 ２点目は、水田活用を図る上で、農地中間

管理機構による交付事業として地域集積協力

金、経営転換協力金、耕作者集積協力金の交

付単価とその面積をお知らせ願いたいと思い

ます。 

 ３点目でございますが、受け手側の利点は

どのようなことがあるのか、お聞かせ願いた

いと思います。 

 最後に４点目ですが、中間管理機構への貸

し付けは10年間であるそうです。その後、追

加があると思いますが、機構との契約となる

長期の間にはいろいろと問題が生じると思い

ます。つくり手の方が病気になったり事故に

遭ったりしてリタイアすることもありますが

この見直しはどのような程度に行われるか、

お聞かせ願いたいと思います。 

 以上４点、お願いいたします。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 おはようございます。 

 坂井議員の人・農地プランの現状について

の質問にお答えをいたします。 

 人・農地プランは、集落や地域が抱える人

と農地の問題解決のため、集落や地域におい

て地域の担い手の確保、将来の農地利用のあ

り方、農地中間管理機構の活用方針、農地の

出し手の状況などについて話し合っていただ

き、作成をしていただくものであります。現

在、町内では36地区において人・農地プラン

を策定しており、毎年、定期的な見直しを行

っております。 

 人・農地プランを作成していく中には、信

頼できる農地の中間的受け皿がある、また

人・農地問題の解決が進めやすくなるといっ

た意見を踏まえて整備されましたのが農地中

間管理機構であります。 

 石川県では、公益財団法人いしかわ農業総

合支援機構が平成26年７月１日に農地中間管

理機構として指定をされ、町が貸し付け希望

農地を取りまとめ、機構と町が連携して借り

受け希望者の方々に農地を効率的に利用でき

るよう調整を図っているものであります。 

 町といたしましても、このような農地中間

管理機構制度を有効に利活用し、町内の遊休

農地や耕作放棄地の解消を少しでも図りなが

ら中心的な経営体となる農業法人組織や担い

手農家の育成に努めてまいりたいと考えてお

ります。 
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 ご質問のありました制度の詳細につきまし

ては担当課長から説明をさせますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○副議長（宮下為幸議員） 加賀農林課長 

  〔加賀忠夫農林課長登壇〕 

○加賀忠夫農林課長 ご質問のありました内

容について説明をいたします。 

 まず１点目の農地中間管理機構を活用した

農地の集積状況のご質問ですが、中能登町に

おける集積状況は、昨年度、22地区におきま

して99.1ヘクタールでありました。今年度は

11月末現在で16地区において約60ヘクタール

の集積を予定しておりまして、さらに地区説

明会を実施しながら集積の増加に努めている

状況でありまして、昨年度を上回る集積見通

しとなる予定であります。 

 次に、２点目の水田活用を図る上で農地中

間管理機構での各種協力金の交付要件の面積

や交付単価についてのご質問ですが、農地中

間管理機構では、農地の貸し手や借り手の

方々に対し、地域集積協力金、経営転換協力

金、それと耕作者集積協力金の支援制度がご

ざいます。 

 初めに地域集積協力金ですが、機構に農地

を預け入れた場合、機構への集積割合に応じ

まして地域に対して協力金が交付されます。 

 今年度では、農地の集積が２割超え５割以

下で10アール当たり２万円、５割超え８割以

下で10アール当たり２万8,000円、８割を超

えるものでは10アール当たり３万6,000円の

交付となっております。ちなみに昨年度の実

績では、町内１地区19.3ヘクタール、集積率

が60.1％で541万8,000円が交付されておりま

す。 

 なお、この交付単価ですが、来年度以降は

段階的に改定されることになっておりますの

で、ご理解願います。 

 また、経営転換協力金ですが、リタイヤさ

れる農業者の方々に対しまして、経営規模に

応じて１戸当たり0.5ヘクタール以下の場合

ですと30万円、0.5ヘクタールを超え２ヘク

タール以下で50万円、２ヘクタール超えた場

合には70万円が交付されることになっており

ます。 

 昨年度の実績では、22戸の農家に対しまし

て840万円が交付してきております。今年度

は11月末現在で19戸の農家に対して590万円

が既に交付をされております。 

 さらに、耕作者集積協力金ですが、機構の

借り受け農地等に隣接する農地、または面的

集積要件を満たす原則２筆以上の農地を機構

へ貸し付けた農業者に対しまして10アール当

たり２万円が交付されます。 

 昨年度の実績では、７戸の農家に対しまし

て30万8,000円の交付です。今年度は、11月

末現在で７戸の農家に対して47万2,000円が

交付をされております。 

 なお、この交付単価も来年度以降は段階的

に改定される予定でありますので、ご理解を

お願いします。 

 続いて、３点目の受け手側の利点について

のご質問ですが、受け手側の地域での利点と

しましては、地域集積協力金の交付等により

まして、地域全体での生産コスト低減を目標

に共同利用される機械等の導入費に充てるこ

とができますことから、地域農業の発展に資

することが可能と考えております。 

 個人別の利点としましては、人・農地プラ

ンに基づいた農地の長期貸し借りによりまし

て、安心して経営規模の拡大や分散した農地

の集約が図られることで農業経営の効率化が

進むものと思われます。 

 また、出し手側のメリット並びに地域に対

する支援等によりまして、地域担い手の確保

や将来の農地利用のあり方を考えていくこと

ができますので、受け手や出し手の双方、さ

らには地域にとっても大変メリットにつなが

るものと思っております。 

 最後の４点目の10年間の機構との契約で、

長い期間にいろいろと問題があると思うが、
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見直しができるのかとのご質問ですが、農地

中間管理機構を利用した農地の貸し借りは、

長期間の利用権設定による貸し借りにより、

出し手となる方も受け手となる担い手等の

方々も安心して安定的な農業経営を営まれる

ことが前提となるものであります。 

 長期間での契約が機構の制度の根幹であり

ますことから、原則、出し手側につきまして

は、土地収用など特別な事情がない限り解約

等はできないことになっております。また受

け手側につきましても、病気などでやむを得

ない事情により農業経営を続けられなくなる

場合もあるかとも思います。そうした場合も

新たな受け手を探しまして農地を守っていた

だくこととなります。 

 人・農地プランは、そうした地域の農地を

守っていただくための制度でありますので、

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○副議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） 今、課長からいろ

いろと詳細な説明を賜りました。これも国が

ＴＰＰを対応する前提ということで繰り込ん

だと思います。 

 そこでもう一つだけ、小さな話ですけれど

も、受け手と借り手の間に小作料というのは

生じると思いますが、小作料はあるのかない

のか。また、あったとしたらどこで決められ

るのか。地域で決められるのか機構で決めら

れるのか、受け手と借り手の間に受けられる

のか。その点、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○副議長（宮下為幸議員） 加賀農林課長 

○加賀忠夫農林課長 坂井議員の再質問にお

答えいたします。 

 農地中間管理機構での受け手となる農家の

小作料の設定は誰が決められるのかというご

質問ですが、機構を利用された場合、受け手

側の借地料である小作料につきましては、機

構や町で決めているものではございません。

原則、地域内での話し合いによりまして地域

に合った適正な価格を決めていただくことに

なっておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○副議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） 今の小作料なんで

すけれども、話し合いによって決められると

いうことですね。そのやつは恐らく管理機構

へ納入して管理機構から地主へ行くんだと思

うんですが、そうだと解釈しているんですが

それでよろしいですか。 

 それとあわせてもう１点ですが、最近の新

聞では農水産分野に3,871億円ということで

15年度の補正予算がまだ決定しておりません

けれども、ここに990億円の農地改良とする

ことで計上の発表はあるんですが、町として

は、県と町とこの990億円のうちの幾らかは

土地改良に使われるという案があると思うん

ですが、その点、町の方針をお願いいたした

いと思います。 

○副議長（宮下為幸議員） 加賀農林課長 

○加賀忠夫農林課長 最初のご質問で、受け

手側と出し手側の話です。出し手側は中間管

理機構へお任せすることになります。受け手

側の賃借料に係る小作料ですが、これは地域

で単価を決められて機構ともやりとりをされ

た上で、あくまで直接ご本人のところへ払う

んじゃなくて、当然前もって出し手側は機構

に預けていますので、機構を介して、お支払

いが機構のほうが受領するという形という扱

いになります。 

 ＴＰＰのお話は、まだ予算化の話なので。 

 ということでお願いします。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 ＴＰＰにつきましては、ず

っと協議中であります。そういう中で汎用

化、また農業農村整備費をふやすという話が

出ております。これは政権がかわりまして、

民主党政権の３年間で農業農村整備の予算が

38％まで下がりました。大体５年か６年で完
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成していた圃場整備等も９年から10年かか

る、そんな状況でありまして、このままでは

だめだというようなことで、もとへ戻そうと

3,000億円をもとへ戻す。その１年目として

1,000億つける。そういうことでありまし

て、土地改良、農村整備、農道、そんな方々

の力も入れながら前の予算まで持っていこう

というようなことで、私自身も要望もした

り、国会へも、また関係者のところにも足を

運んでおるわけでありますし、また21日にも

土改連として、また農業農村整備の会長とし

て知事のところへも行くことになっておりま

す。 

 そういう中で、１年でも早く、せっかく圃

場整備をするにしても仕上げたいというよう

なことで鋭意頑張ってまいりたい、そう思っ

ております。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） できるだけ力をか

して地域の土地を守っていただきたいと思い

ます。 

 次に２番目でございますが、住民健診につ

いてでございます。 

 最近、身近な人たちが要検診で大きな手術

をされております。これも住民検診が行われ

てから石川県成人病予防センターからの検診

の結果のご案内を受けての要検診だと思いま

す。 

 最初は初期でありますので対応が簡単だと

いうことでありますし、遅い方は命を落とし

ております。そこで、住民健診の大切さをこ

こで訴えたいと思います。 

 自分もそういう立場に一回あったわけでご

ざいますので、早かったもので、このように

この席で立って質問させていただいておるわ

けでございますが、とにかく住民健診は相当

なお金がかかりますが、早くすれば社会保障

費が削減されると思います。それで住民健診

の大切さを訴えたいと思います。 

 それでは質問させていただきます。 

 町民の住民健診の受診率はいかほどなの

か。 

 また、特定健診、受けて輝くこの命という

ことで、スローガンで、がん検診の受診率を

お伺いしたいと思います。 

 それと、26年度から始まっている成人用肺

炎球菌予防接種の状況についてお伺いいたし

ます。 

 最後には、人間ドックの受診数並びに補助

金関係についてはどのようになっているか、

お伺いいたしたいと思います。 

 ４点目でございますが、健康を維持するた

めにはラジオ体操と早朝の散歩が脚力の筋肉

の保持になると思いますので、推進できない

かどうかということをお伺いしたいと思いま

す。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 坂井議員の中能登町の住民

健診の状況についての質問にお答えをいたし

ます。 

 「健康でいきいきと暮らせる町 なかの

と」の基本理念のもと、町民が安心して健や

かに生活できるような施策の推進に向けて、

関係団体や地域の皆様と連携、協働して取り

組んでいるところであります。 

 それでは、住民健診とがん検診のご質問に

ついてであります。 

 なお、住民健診、がん検診、人間ドック等

の実施状況につきましては、この後担当課長

から説明させますので、よろしくお願いをい

たします。 

 健診事業につきましては、町民の疾病予防

や健康の保持、増進を図るために、町民の皆

さんにわかりやすい健診の案内や受診しやす

い健診日程の工夫、また電話等による個別の

受診勧奨に力を注ぎ、今後もさらなる受診率

の向上に向けた取り組みを講ずる必要がある

と考えております。 

 また、議員からご提案のありましたラジオ
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体操と早朝散歩を推進してはどうかについて

であります。 

 運動は、生活習慣病だけでなく、高齢者の

身体機能や認知機能の低下の予防にも有効で

あります。私自身も朝早くストレッチやウオ

ーキングを行っており、おかげで自分の健康

が維持されていると実感をいたしておりま

す。 

 町では現在、健康づくりの一環として、さ

まざまな機会を利用して町民の方に運動に関

する指導や教室を開催しております。一人一

人、体の状態やライフスタイルが異なります

ので、ラジオ体操や有酸素運動など、町民の

方がみずから実践できる運動を見つけていた

だき継続できるよう、運動の意義と重要性に

ついて普及啓発と必要な情報提供を行ってま

いりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 長元保健環境課

長 

  〔長元健次参事兼保健環境課長登壇〕 

○長元健次参事兼保健環境課長 それでは、

健診の結果等について、状況等について私の

ほうから説明をさせていただきます。 

 まず１点目の住民健診である特定健診の平

成26年度の受診率につきましては45％でござ

いました。平成27年度におきましては、３ポ

イント伸びの48％を見込んでいるところでご

ざいます。 

 ２点目になりますが、がん検診の受診率に

つきましては、胃がん検診では、平成26年度

は14.2％、27年度では15％を見込んでおりま

す。肺がん検診では26.7％が27％に、また大

腸がん検診では16.1％から19％と、いずれも

前年度を上回る見込みでございます。 

 なお、平成26年度の子宮頸がん検診でござ

いますが27.9％、乳がん検診では27％でござ

いました。今年度の受診率につきましては、

いずれも２月までが受診期間のため、現時点

では申し上げることはできません。 

 次に、成人用肺炎球菌の予防接種について

でございます。これの受診率につきまして

は、平成26年度は58.7％でございました。今

年度につきましては、11月末現在で申し上げ

ますと32.7％でございます。 

 また、最後の人間ドックの件ですけれど

も、人間ドックの受診者数についてでござい

ますが、平成26年度の実績では108名となっ

ておりました。今年度は、昨年度よりも多く

12月14日現在で138名の申し込みを受けてお

るところでございます。 

 なお、受診者に対する補助につきましては

国保加入者が対象となりますが、検査費用の

７割を町が助成しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） いろいろと笛吹け

どなかなか町民が踊らずという数字であろう

かと思います。できるだけ住民健診で初期に

発見できれば命を落とすことがないかと思い

ますので、それぞれ保健指導員の方々の受診

されない方々の対応もひとつよろしくお願い

いたしたいと思います。 

 肺炎球菌の件でございますが、報道では５

歳ごとの対応ということになっておられます

が、なぜ５歳ごとの対応なのか。ワクチンが

急にはそろわないというための対応なのか、

５年ごとという対応はどのような考えで。国

も定めておりますが、どのようなお考えなの

かお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（宮下為幸議員） 長元保健環境課

長 

○長元健次参事兼保健環境課長 坂井議員の

肺炎球菌の予防接種の受診形態についてご質

問でございます。 

 この予防接種につきましては、高齢者の肺

炎の予防を目的に毎年65歳以上の５歳刻みの

年齢の方を対象に、平成30年度までの５年間

でより多くの高齢者の接種を目指すものでご
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ざいます。 

 坂井議員がおっしゃいました対象者がなぜ

５歳刻みに設定しているかという根拠につき

ましては、議員おっしゃるとおり国の方針で

ございますが、全国的なワクチンの不足を来

さないように確実な接種の機会を設けること

が目的とされております。 

 なお、平成31年度以降につきましては、65

歳になられた方が対象となる予定でございま

す。したがいまして、予防接種の対象となる

人は１人１年度限りということになりますの

で、町民の方が接種機会を逃さないように町

のほうでも一生懸命周知を図っていきたいと

考えておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○副議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） 肺炎球菌のやつは

それでわかりました。 

 それではもう１点だけお願いします。 

 先ほどのラジオ体操と早朝の散歩の件です

が、杉本町長はこのようなことはやっておら

れるんですが、健康を保って元気におられる

のが手本だと思います。見本だと思います。 

 自分の思いだけ言います。 

 町では、高齢者には、いきいき百歳体操や

らいろいろと高齢者サロンなどを開いて、で

きるだけ会話をしておられ、認知症にならな

い、また会場へ足を運ぶということで、いろ

いろと保健課の人たちが気を使ってやってお

られます。 

 ただ、手っとり早い案でございますが、少

し自分の思いだけ言わせていただきます。 

 ラジオ体操と早朝散歩の件でございます

が、このラジオは以前に老人に配布されたラ

ジオです。このラジオでスイッチを押します

と６時半から10分間、ＮＨＫのラジオ体操が

入ります。それを首にかけながら朝10分か15

分、散歩しております。愛犬を持っている

方々は早朝に犬とともに散歩しております

が、散歩することが脚力の筋肉が保持できる

と思います。 

 小さい子供のときからラジオ体操というの

は知れ渡っております。このことを継続し

て、できるだけ高齢者の方に脚力の筋肉が衰

えないように散歩できればいいかと思いま

す。もしこのようなことができなかったら、

音声告知端末機で６時50分ですか、その以前

にラジオ体操でも流されたらいかがなものか

なという思いがあります。最初は騒音のよう

でなかなかうるさいと思いますが、長年、健

康のためということで放送されれば、何人か

の方がそれに合わせて体を動かされると思い

ます。 

 ３日ほど前の新聞でございますが、羽咋小

学校が全国でラジオ体操のコンクールで表彰

されております。羽咋市の小学生は、朝の登

校のときにラジオ体操から始まってというこ

とでありまして、このことに関しては中能登

の小学校も夏休みにはラジオ体操を集まって

やっておるわけでございますので、身近な健

康づくりの一環だと思いますので、このこと

を町の健康の基本条例として、ラジオ体操が

流れる町ということで推進すればいかがなも

のかなという自分の思いです。 

 その点、誰か、保健課か町長か、思いあっ

たらお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 坂井議員の言われた、私も

そのラジオをここに入れて聞きながら犬を抱

っこして、20年ぐらい続いております。継続

は力なりという言葉もありますけれども、よ

っぽどひどい雨風でない限りは行っておりま

すけれども、そういう中で何人かの方がわし

と一緒に行かんかというようなことで一緒に

歩いたり、わしもあっちから来るわというよ

うなことですけれども、続いた人で１週間。

２週間ぐらいたつとやめてしまわれる方が本

当に多いです。 

 全体でラジオ体操どうかなと、今言われた

告知端末に７時50分に流しても、何ややかま



－89－ 

しいと。やる気がなければ、なかなかそれが

続かんがでないかなと思います。 

 やはり一人一人その時間がいつがいいの

か、いつあいているのか。やる気があって続

くものであって、全体で時間を決めてそうい

うことをしても、やる気のない方は、やかま

しい、こんなときにというような。お昼のミ

ュージックであってもやかましいというよう

な話も聞こえてくるぐらいでありますから、

やはり一人一人の考えかなと、私はそう思っ

ております。 

○副議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） 質問ではございま

せん。健康に長生きしたければ転ぶなという

壮快号の２月号に出ております。脚力が衰え

るとつまずき、転びがありますので、その

点、私も一緒ですけれども、高齢者に対して

脚力の筋肉をできるだけ保持するような施策

をひとつよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 これで終わります。 

○副議長（宮下為幸議員） 次に、12番 若

狭明彦議員 

  〔12番（若狭明彦議員）登壇〕 

○12番（若狭明彦議員） 私は２点について

質問させていただきたいと思います。 

 まず１点目に、入札について。 

 まず１つ目は、入札方法についてお尋ねし

たいと思います。 

 入札については、見積もり、指名、一般競

争入札があるわけですが、それらの方法なり

条件なりを説明していただきたいと思いま

す。 

 それと、最低制限価格の設定もしてあるも

のもあるんですが、それの中身についてもお

願いいたします。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 中能登町の入札につきまし

ては、廣瀬副町長を委員長として３人の参

事、そして各課で業者の選定委員会をつくり

まして、一件一件、精査をしながら公正、公

平にしておると思います。 

 詳細につきましては廣瀬副町長から答弁さ

せますので、よろしくお願いします。 

○副議長（宮下為幸議員） 廣瀬副町長 

  〔廣瀬康雄副町長登壇〕 

○廣瀬康雄副町長 若狭議員の入札について

のご質問にお答えいたします。 

 今ほど町長から申されましたように、私は

工事請負業者選定委員会の委員長を副町長が

するということで定められておりますので、

委員長をしております。その関係からお答え

させていただきます。 

 まず、中能登町では、入札方法として指名

競争入札と一般競争入札の２種類を採用して

おります。 

 指名競争入札につきましては、工事であれ

ば予定価格が130万円、物品等購入では80万

円、業務委託では50万円を超えるものについ

て、競争入札参加資格者名簿に登載されてい

る有資格者の中から、中能登町建設工事指名

競争入札参加者等選定要綱に基づきまして、

中能登町工事請負業者選定委員会において選

定されたメンバーの中から落札者を決定する

ものであります。 

 また一般競争入札につきましては、入札の

透明性を確保し、公正な競争を促進し、受注

機会の拡大を図ることを目的に、おおむね

3,000万円以上の工事の中から、施工条件、

技術的難易度等を考慮して、事後審査型制限

つき一般競争入札を行っております。有資格

者であって入札公告に記載された参加資格を

満たせば自由に入札参加できるというもので

あります。入札後に落札候補者の審査を行

い、落札者を決定するものであります。 

 以上の入札方法により、今年度につきまし

ては11月末時点で167件の入札を行っており

ます。今後とも入札に関する法令遵守や情報

管理徹底を継続しながら適正な入札の執行を
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行ってまいりたいと思っております。 

 それと最低制限につきましては、現在、請

負工事のみ適用しております。昨日、土本議

員の質問にありましたように、今後コンサル

業務等も最低制限価格を設けるかどうかはま

た検討させていただき、採用するかどうかは

また今後の検討材料ということで委員会のほ

うでは話をしております。 

 以上であります。 

○副議長（宮下為幸議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） ただいま副町長が

選定委員会の委員長として答弁をされたわけ

でございますが、それらの3,000万円以上の

一般競争入札、小さいものは地域においても

最低制限価格が入ってないんですよね。たと

え30万でも50万でも入ってない。きのうも土

本議員の言われるみたいなものもあったんで

すが、そのところが入れてもいいんじゃない

かと。地域の零細商店とか企業がそんなに最

低制限、無制限にしていたら、幾らでもいい

のかというふうな話も出てくるのではないか

なと思っております。 

 工事についても、ある程度、建設工事なら

余り単価下げたらだめやわいや。事故も起き

るし、いいことはないわいやといういろいろ

町長の配慮とか副町長の選定委員会の配慮で

いいと思いますよ。それは地元なり地域の業

者の育成もあって、いいんじゃないかなと思

っております。 

 ところが私はちょっと思うんですが、今あ

ちこち、これからも取り壊しが多くなりま

す。多くなるということはどういうことや

と。取り壊ししたらなくなるんですよね。私

も前も言ったんですが、なくなるものに最低

制限価格というラインをつくったほうがいい

のか。現在はありますよね。なぜあるんです

かと。そういうことは、業者の質、技術力と

か機械力とかいろんなことを考えると、うち

の町はこんな方法ですると幾らになります、

Ｂの会社はこういう方法にすればこうなりま

すという一般競争入札の中に大抵届けをせよ

となっているのではないんですか。そうする

と、その会社の技術力によって単価が大分変

わってくると思うんです。その業者に言わす

と、そんなものは７割か８割で簡単にできる

わいという業者もおいでます。私も実際、金

沢にもちょっとあって、いろんな方とも話を

していたんですが、どうや、中能登町へ来る

かというと、どんだけでも呼んでくれ、出て

いきますというような話もしているくらいで

す。 

 それと、私もちょっと確認しますと、取り

壊しに設計事務所に入らないかんがかなと。

町長は建築の技術者として、建築会社も運営

されて経験されて、そういうことにたけてい

ると私は思っております。だからちょっと町

長が調査すればすぐわかると思うんです。そ

ういうことも含めてすれば、もう少し単価も

下がってくるんだと。その分を小さいという

かそういうところに持っていってもいいんじ

ゃないかと。私も聞きますと、購買とか、こ

の前の設計事務所もえらいダンピングしたと

いうか、それが当たり前やと思うんです。そ

の人のやり方。だからそれはそれでいいんじ

ゃないかなと思っております。 

 そういうことも含めて、できる範囲内とい

いますか、そういうこともやっていったほう

がいいんじゃないかと思うんですが、町長は

その点どういうふうに思われますか。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 最低制限価格につきまして

は、工事につきましては全部、小さい大きい

関係なくつくって引いております。これも県

の指導もありまして、大体この線からこの線

にというような指導はあります。それに沿っ

て中能登町も最低制限価格を工事につきまし

ては設けております。 

 きのう土本議員の質問がありました物品に

ついては、今のところは最低制限価格は入れ

ておりませんけれども、先ほど副町長の答弁
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もありましたように、物品、またコンサルに

つきましても入れればいいか、どのようなこ

とになるのかという協議をしながら前向きに

つくっていきたい、そう思いますし、また壊

しやさかいに設計が要らないのではないかと

いうようなことでありますけれども、壊しで

あっても安心、安全のために、これを壊すと

きにはこのような単価があるというようなこ

とで、やはり公正にするときには設計事務所

を立て、それに基づいて壊していくというよ

うなことが大変大事ではなかろうかと思いま

す。足場をつくらなければならないときにつ

くらなくて壊したり、そういうことも起こる

わけでありますので、まず安心、安全のため

には足場をどうするのか。また住宅地であれ

ば防音シートでなければならないのか、普通

のシートでいいのかというようなそんな観点

からいけば、やはり専門家の設計事務所を立

て、その中で単価を決め、入札を行うという

ことが大事ではなかろうか、そう思っており

ます。 

 その業者が７割でするさかいそっちやとい

うようなことであって、もしも事故が起きた

ら、やはり町の責任でありますし施主も安け

ればいいというようなことにはならない。私

はそんな思いでおります。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） 町長の答弁にもあ

ったわけなんですが、建物でも建てるがなら

足場するのは条件やと。条件にしなくても仕

事できないんですよね。できません。それは

当然、自分の身がかわいいから、足場なかっ

たら私上がりませんよと言います。ところが

取り壊しくらいなら、例えば変ながに足場組

んで人間上がってもらったら困るんですよ

ね。困ります。 

 そうすると、たとえ木造住宅でも必ず瓦か

ら先におろさないかんと。そうせな危険なん

ですよね。そういうときには必ず足場を組む

んです。昔みたいに、ただ落とせばいいとい

うわけにもいきませんし、処理の問題も絡ん

できます。そういうことは今では常識なんで

すよね。だからどういう業者でも、それくら

いする業者は常識で理解しているわけでござ

います。その点、町長も理解していながら説

明もしていると思うんですが。 

 それと、先ほどの一般競争入札。こうして

見ておると、指名業者なら５社とか８社とか

10社は指名しているんですよね。そうすると

５社も８社もおればほんでいいがいやという

ことで皆さんも納得できると思うんです。と

ころが一般競争入札。法律には違反しませ

ん。１社でも競争入札、せめて２社要る。 

 ところが２社とか３社というのはあるんで

すよね、現実に。そんながなら一般競争入札

も指名にしてもいいんじゃないかと。そうい

うことも必要になってくるんじゃないか。そ

うせな変ながに、２社で入札しておったら、

町長、これはどんながやと、何か意味あるん

ですかというようなこともなり得るというこ

とも出てきます。 

 それも踏まえてされたほうがどうですかと

いうことなんですが、どうですか。 

 それとも選定委員長が言うても必ず後に町

長の判こ、執行権を持っているからすると思

うんですが、それとも何か、副町長のほうが

いいがかね。それはどっちでもいいわ。 

○副議長（宮下為幸議員） 廣瀬副町長 

○廣瀬康雄副町長 入札の方法につきまして

は、過去は指名競争入札がほとんどで、金額

問わずやってきた経緯があったかと思うんで

すが、途中から競争性をどなたでも参加でき

るようにということで一般競争入札、それも

制限つきということで、いろいろな条件をつ

けながら一般競争入札に取り組んできた経緯

があります。 

 そういうことで、金額的には県のほうもあ

る程度の県内の状況もあるんですが、大体

3,000万以上ぐらいについては。金額も下が
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りつつあります、一般競争入札に係る金額

で。うちは当面の間は3,000万以上には制限

つきの一般競争入札を今後とも採用していき

たいというふうに、委員会の方針ではそうい

う方針でおります。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） ただいまの答弁

で、わからないことはまた聞きますので、３

回目終わりましたので終わります。 

 それでは、もう１点について質問いたした

いと思います。 

 くい打ち工事について質問したいと思いま

す。 

 この間から旭化成建材によるくい打ちデー

タの改ざんが判明し、3,000件のうち360件も

という件数で判明したと報道されております

が、福井県に本社がある三谷セキサンにも福

井県で１件が発生したと言われております。 

 その点、当町においても中学校、道の駅、

鹿島小学校、鹿寿苑など、また防災センタ

ー、土木工事などにたくさんのくい打ちをさ

れたと思っておりますが、どこにどれくらい

の本数が打たれているのか、どこのくいを調

査したのか、その結果はどうなっているの

か、説明を求めたいと思います。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 若狭議員のくい打ち工事に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 ことし10月に問題が発覚した旭化成建材株

式会社のくい打ちデータ改ざんについてです

が、当時一騒動となったことは言うまでもあ

りませんが、調査の結果から申し上げます

と、今回の対象となった過去10年間のくい打

ち工事約3,000件の中に該当となる工事は当

町では存在しておりませんでした。議員の皆

様、そして町民の皆様におかれましては、全

く心配はありませんので安心をしていただき

たいと思います。 

 そこで、町内におけるくい打ち工事を実施

した箇所数及び施設名、くいの本数について

は担当課長から報告させますので、よろしく

お願いをいたします。 

○副議長（宮下為幸議員） 堀内参事兼総務

課長 

  〔堀内浩一参事兼総務課長登壇〕 

○堀内浩一参事兼総務課長 それでは、くい

打ち工事の箇所数、本数等について、私のほ

うから説明をさせていただきます。 

 対象につきましては、合併後の町内の公共

施設でのくい打ち工事ということで、ご理解

をお願いいたします。 

 建築物の箇所数としましては４カ所ござい

ます。中能登中学校が一つですが、ここでは

くい長は18メーターから29メーターのものを

使用して合計で472本となっております。ま

た「道の駅」織姫の里なかのとでは、くい長

は14メーターで本数は90本でございます。

次、３つ目の鹿島小学校となりますが、ここ

ではくい長が５メーターから16メーターで、

本数は210本でございます。最後、二宮あお

ば台のバス待機所でございますが、くい長４

メーターで、本数は４本でございます。 

 合併後の建築物での使用の状況は以上のと

おりでございます。いずれも工事の施工監理

業者が施工時に立会いして確認を行っており

ます。 

 次に、データ改ざん調査についてでありま

すけれども、そのような問題発覚後において

緊急的に調査を行いました。その結果につい

ては先ほど町長から申し上げたとおりでござ

いますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○副議長（宮下為幸議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） 防災センターと鹿

寿苑は入ってないの。 

○副議長（宮下為幸議員） 堀内参事兼総務

課長 

○堀内浩一参事兼総務課長 鹿寿苑につきま
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しては、町の発注ではありませんので、今の

対象数には入っておりません。 

 それから、放射線の防護施設のことをおっ

しゃっているんですね。あそこについては、

その中には入ってないので、後でまた確認し

てお知らせをしたいと思います。入っている

のか入ってないのか、くい打ちをしているの

かどうか確認をして、後でお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 若狭議員 

○12番（若狭明彦議員） 鹿寿苑は町の発注

でないからということなんですが、特別養護

老人ホームやから直接向こうだからといって

町長が理事長なんですよ。町長の管理の中に

多分入っていると思いますので、私が質問を

兼ねてさせていただいたわけでございます。

そういうことで、そこを理解しておいてくだ

さいよ。 

 ３問目したから終わります。 

○副議長（宮下為幸議員） ここで11時10分

まで休憩します。 

           午前11時00分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○副議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続

き会議を開きます。 

 次に、２番 林 真弥議員 

  〔２番（林 真弥議員）登壇〕 

○２番（林 真弥議員） それでは事前通告

に従って質問をさせていただきますが、今回

の一般質問、２日間となりました。町長を初

め執行部の皆様、大変お疲れであったと思う

んですが、私が最終質問者ということで、少

し気の緩む場面かなとは思うんですけれども

最後まで緊張感を持ってご答弁願いたいなと

思います。よろしくお願いいたします。 

 今回ですけれども、２点の質問を用意して

おります。ではまず１点目に入りたいと思い

ます。 

 １点目の質問なんですが、１人乗り電動車

両、通称シニアカーといいますが、その電動

車両の安全対策並びに今後の需要と必要性に

ついてお尋ねをしたいと思います。 

 まずシニアカーというものなんですが、中

能登チャンネルをごらんになっていらっしゃ

る方から傍聴席においでる方も大体ご存じだ

ろうとは思うんですけれども、こういうもの

です。（資料提示）カメラさん、ここアップ

できますか。できませんかね。こういうもの

であります。 

 私たちがこの電動車両を近くで目にするよ

うになって十数年ぐらいたつかなと思うんで

すね。この電動車両、当初はゲートボールの

コートの移動用に使われていたというものだ

ったそうです。このシニアカーには運転免許

というのは必要がなく、登録番号、いわゆる

ナンバープレートというのも必要ありませ

ん。道路交通法上は車両というのではなく歩

行者扱いで、車道ではなく歩道を通行すると

いうことになっており、歩行者扱いであるが

ゆえに自動車の自賠責保険のような保険制度

もありません。ちなみに道路交通法では歩行

補助車で、日本工業規格のほうではハンドル

形電動車いすという名称で呼んでいるんだそ

うです。 

 国内のメーカーは現在６社ほどあるそうな

んですが、主流は４輪だそうなんですが３輪

のものもあり、車体の大きさは長さが120セ

ンチ以内、幅が70センチ以内、高さが109セ

ンチ以内で、速度は時速６キロまで。そのよ

うに決められており、フル充電時の連続走行

距離、充電をいっぱいにしたときの連続走行

距離なんですけれども、車種によって少し違

いがありますが大体20キロから30キロという

ふうになっております。 

 大体これが電動車両の概要です。 

 気になるお値段です。金額なんですけれど

も、30万円前後が一般的となっていますが、

この車種は福祉用具ということで消費税はか
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からないということだそうです。 

 この電動車両なんですけれども、町なかで

見かけて危ないな、ちょっと危ない運転され

ているなと思われた方、決して少なくないん

じゃないかなと、そう私は思っております。 

 そんな中なんですけれども、ことしの９月

５日、町内において道路横断中の電動車両と

乗用車による、乗用車と電動車両の関係する

大変悲しい事故が発生しました。残念ながら

死亡事故となってしまったわけですけれど

も、それを踏まえて、今後の高齢化社会やそ

れに伴う運転免許返納、さらには歩行者扱い

となっていて現在のところ余り進展が見られ

ない道路交通法などを考えたとき、そして今

後このような悲しい事故の発生を防ぐために

も、町独自の安全対策を講じてはどうかとい

うのがこの質問の趣旨であります。 

 決して町に対していきなり大きなことを望

んでいるわけではなくて、法的に余り進んで

いないと思われる安全対策というのを鑑みて

町独自で一歩踏み出してみませんかという、

そういう考えですので、そのあたりをご理解

の上、次の３点にご答弁いただきたいなと思

います。 

 １点目なんですけれども、さらなる高齢化

社会と運転免許返納に伴い、シニアカーがふ

えるということも予測される中、法的には登

録の義務というのはありませんが、町で所有

者と車両の登録といいますか把握、所有者の

方と車両の把握というものをできないか。 

 ２番目ですけれども、所有者と車両の把握

を踏まえた上で、町独自の安全対策というの

を講じることはできないでしょうかというこ

とです。 

 ３点目なんですが、この車両の今後の需要

と必要性というものをどんなふうに見ていら

っしゃるのかという、この３点で質問いたし

ます。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 林議員のシニアカーの安全

対策と今後の需要、必要性についてのご質問

にお答えをいたします。 

 るる説明がありましたけれども、シニアカ

ーとは、高齢者向けにつくられた１人乗り電

動車両でありますが、道路交通法では車両で

はなく歩行者扱いとなるため、歩道のあると

ころでは歩道を、歩道のないところでは道路

の右側通行を、道路を横断する場合は横断歩

道を通行することとされております。 

 まず所有者の登録についてですが、シニア

カーは歩行者と同じ扱いであるためナンバー

登録や運転免許も必要がありません。仮に町

が登録を呼びかけたとしても、登録の義務も

ないため登録するかどうかは本人の自由であ

ることから、所有者全てを把握することは難

しいのではないかなと考えております。 

 このため町といたしましては、今後もシニ

アカー使用者を含む歩行者やドライバーへの

交通ルールとマナーの遵守を呼びかけ、地域

住民の交通安全に対する意識向上を図ってま

いりたいと考えております。 

 またシニアカーの需要と必要性について

は、近年ウオーキングなどによる健康維持志

向が高く、またシニアカーに対する個々の価

値観もさまざまであり、需要も急に増大する

ことはないのではないかなと私は思っており

ます。 

 十数年前から何人かの方が乗っておいでま

すけれども、見かけるところでは減ってもふ

えていないというのが現状でなかろうかと思

います。 

 また林議員には、交通の推進隊として長年

交通行政にも携わっておいでますので、これ

らについてもいろんなアイデア、どうすれば

いいか、お聞きも、また提言もしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○副議長（宮下為幸議員） 林議員 

○２番（林 真弥議員） 今ほどの町長のご
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答弁なんですけれども、私、町内であった事

故、残念ながら死亡事故であったんですけれ

ども、七尾署管内ではこれに関する死亡事故

というのは調べた限りはありませんでした。

全国的にシニアカーの事故例を見ると、自転

車とぶつかるというのが結構あるそうなんで

すね。シニアカーというのは両手がふさがり

ます。両手で乗りますけれども。側面から自

転車がどんと来た場合、右でも左でもいいん

ですけれども、どんと来た場合、４輪といえ

どもある程度の速度で来るとどうしても転倒

すると思うんです。高齢者の方が乗っておい

でますから、両手がふさがっている。横から

どんとぶつかる。転倒する。うまく腕で支え

られればいいんですけれども、そのまま支え

切れずに頭からどんと行くという場合もある

と思うんです。 

 私あの車両を見ていて、ヘルメットをかぶ

ればいいんじゃないかなと。自転車と同じな

んですけれども、ヘルメットを着用すればそ

ういう事故といいますか、仮に自転車とぶつ

かって転倒しても頭を強打することはなくな

るのではないかというふうに私は思っている

んです。 

 法的には歩行者扱いということで、そうい

う義務もないわけなんですけれども、残念な

がら町の中でこういう死亡事故がありました

ので、第２、第３の事故は防ぎたいという思

いでこの質問をしているわけなんですけれど

も、ヘルメットというのも私は有効だと思い

ます。 

 １年に１回でも２回でも警察関係の方を呼

んでいただいて、所有者の方に集まっていた

だいて安全講習会等を開くのも、また一つの

方法じゃないかなと思います。 

 登録というと杓子定規みたいな格好になる

んですけれども、把握ですよね。誰々さんが

所有していらっしゃるという把握を何とかで

きないかな。把握した上で、町の安全対策を

講じていただく。100％把握というのはなか

なかできないと思うんですけれども、少しで

もそういう悲しい事故にならないように、皆

さんに安全対策を周知する意味で何とか把握

することに努めていただきたいなと。 

 さっきも少し言ったんですけれども、これ

には自動車のような自賠責保険というのはあ

りません。任意保険というのは各メーカーで

やっていらっしゃるんだそうですけれども、

果たして所有している方々が保険に入ってい

るのか入っていないのか、それもわかりませ

ん。 

 そういうことも含めまして、安全対策とい

うのが十分になされていない中での１人乗り

の電動車両が町なかを走るということなの

で、何か一歩踏み出してほしいなと、そう思

っております。 

 もう１点なんですけれども、本来あの車両

というのは歩道を走るべきものであります。

でも車道を走っているのを町長、見かけます

よね。あれはなぜ歩道を走らずに車道を走っ

ていらっしゃるのかというと、歩道の状態が

悪いんですよね。段差があったり波があった

りということで歩道の状態が悪いので、どう

しても状態のいい車道のほうを走ってしまう

ということもあります。歩道をきちっと整備

できればいいんですけれども、全ての歩道を

修繕するとなってくるとなかなかそんなわけ

にはいかないと思うので、仕方なく車道を走

ってしまうというようなことになっていると

思うんですけれども。 

 もう一度、町長にお伺いしますけれども、

大きなことでなくていいので、何か一歩だけ

前へ踏み出すような安全対策できないでしょ

うかね。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 林議員が言われましたよう

に、できるだけ把握をし、また、その方々に

町を通じたり、また防犯推進隊を通じたり、

今言われたようなヘルメットをかぶっていた

だくとか、また天気のいい日、余り晩には乗
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らないようにとか、そういう指導はしていか

れればいいなと、そう思っておりますし、安

心、安全のまちづくりということで、中能登

町でつくっている歩道は全て平坦に。大分昔

つくったあれは段差があったり波があったり

しておりますけれども、中能登町になりまし

てからの歩道は全て平坦に、車が通ってもい

いように、また学校の周辺の歩道は自転車が

通ってもいいように３メーター50にしており

ます。 

 そういう中で、個々で気をつけながらそん

な方々に気をつけていただく。また周りの人

もその方々に気をつける。そんな指導をして

いかれればと。一歩踏み出すことは当然であ

ろうと、そう思います。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 林議員 

○２番（林 真弥議員） 町長、ぜひお願い

したいと思います。 

 これに関連した質問です。きのうの中川議

員も質問されましたが、質問の中で出てきま

したが、11月に教育民生常任委員会のほうで

埼玉県の和光市を視察してきました。要介護

率が全国一低い、そういう市でありますけれ

ども、私あそこで説明を聞いていて、現に向

こうの職員の方もおっしゃっていましたけれ

ども、要介護率を下げるための一番大切なこ

とというのは、家に閉じこもるのではなく外

へ出ていただくことだと。どうしても高齢に

なり、少しずつ体の状態が悪くなることによ

ってどうしても家から出なくなってしまう。

車の免許証も返納されたりすると出る手段が

なくなってくるわけですね。出る手段がなく

なる。体の状態が悪くなる。衰える。要介護

のほうになってしまう場合が多い。とにかく

家にこもらずに外へ出ましょうと。それが一

番大事ですよというそういう話もあったと思

うんです。 

 電動車両、高齢者の方の利用がほとんどだ

と思うんですけれども、介護担当の道善課長

にご意見聞きたいなと思うんですけれども、

要介護を下げるためには、どうして外へ出て

いただくかというのは多分大きな悩みになっ

ているんじゃないかなと思うんですけれど

も、その辺どんな考えでいらっしゃるでしょ

うか。 

○副議長（宮下為幸議員） これは通告外で

ありますので、それはまた全協なりの席上で

言っていただきたいと思います。 

○２番（林 真弥議員） わかりました。 

 じゃ、もう一つ。先月なんですけれども、

11月の初めに東京のほうで東京モーターショ

ーというのがありました。１週間ほどあった

んじゃないかなと思うんですけれども。その

会場へ行ってきたわけではないんですけれど

も、東京モーターショーの資料の一部を拝見

したんですが、その資料の一部に飛躍的に進

化したシニアカーの出品というのがありまし

た。 

 飛躍的に進化したシニアカーというのはど

ういうものかといいますと、大手自動車会社

や電機メーカーをやめた若い技術者たちで設

立した会社の製品でありましたが、先ほど歩

道の状態が悪くて車道を走ることになるとい

う話をしました。その飛躍的に進化したシニ

アカーというのは、８センチ程度の段差なら

すっと乗り越えられるんだそうです。砂利

道、それから雪道も走ることができる。もっ

と驚くことに、スマートフォンで遠隔操作ま

でできる。第三者による操作もできる。もち

ろん連続走行距離も大幅に延びるそうです。 

 その製品にかかわっている技術者の方の一

人がこうおっしゃっているんですね。高齢者

も障害のある方もどんどん外に出かけられる

ようにしたい。と同時に心のバリアも取り除

きたい。さらには、全ての人々が自由に移動

できる社会の実現に向かいたい。そんなふう

におっしゃっているんですね。 

 私が一番何を言いたいかといいましたら、

今話題の自動運転自動車。数年後にはもしか
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したら実用化になるのではないかなという期

待もある中なんですが、自動運転自動車が本

当に実用化となった場合に、世の中の交通事

情というのが大きく変わるということも十分

考えられます。高齢者や障害を持つ交通弱者

の方々が自由に移動できる社会を目指して

日々奮闘している若い技術者、挑戦者たちか

ら私たちが学ばなければいけないことという

のはたくさんあるんじゃないかなと、そう思

っております。 

 私、個人的には、若い技術者たちが開発す

る夢のようなシニアカーというのを楽しみに

したいなと思っているんですけれども、そう

いう未来を見据えた夢のような車というのが

出てくる可能性というのは十分あります。そ

の未来を見据えた上で、再度、安全対策の策

定に関してお願いしたいんですけれども、町

長、最後に一言だけ何かご答弁願えませんで

しょうか。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 今、高齢化、超高齢化と言

われておりまして、だんだん高齢の方がふえ

ていく中で、免許証を返納した場合には足が

ないということが一番大きな問題であろうと

思いますし、そのためになかなか返納も進ん

でいないというのが現状であろうと思いま

す。 

 林議員の言われました自動車も進化をし、

皆さんが乗るカーも進化をする。そういう中

で、いつでもどこへでも行けるような、そん

な道路行政といいますか、そんなものも大事

であろうと思います。これからできるだけそ

んな方々にもどこへでも行かれるような歩道

であったり、また車道であってもきちっと段

差のないことが必要であろうと思うと同時

に、そういうことに乗っている方も安心して

みんなで見守りながらどこへでも行ける、ち

ょっと段差のあるところへはみんなで助けて

あげる、そんな心遣いというか、そういうこ

とが必要であろうと思いますし、弱者といい

ますか高齢者といいますか、そんな方々に優

しい、そんなまちづくりができればと、常々

そう思っておりますし、そういう方向で進め

たいと思っております。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 林議員 

○２番（林 真弥議員） 町長、ぜひ安全な

まちづくり、一歩一歩進めていっていただき

たいなと思います。 

 それでは２点目の質問に入ります。 

 ２点目の質問なんですけれども、役場内の

部署再編と新設並びに職員のワーク・ライ

フ・バランスについてお尋ねをします。 

 現在、町では統合庁舎設置に向けた動きが

あり、その統合庁舎に旧鹿西中学校の校舎を

使用したいという意向であることも理解をし

ております。これについては、昨年３月の庁

舎整備検討委員会が出した答申によるもので

すが、町からのその意向を受けて議会のほう

でも庁舎統合建設特別委員会のほうで議論を

重ねておりますが、いまだに結論には至って

いないというのが現状であります。 

 旧鹿西中学校校舎使用以外の案も幾つかあ

るわけで、最終的な結論というのはまだわか

らない中ですが、庁舎統合へかじを切ろうと

している町側としてどのような構想というの

を持っているのか、確認しておく必要がある

と考えます。 

 今、３庁舎ですけれども、３庁舎を１つに

することで年間2,000万円前後の経費が削減

できるというような試算も出ておりました

が、まさかこのためだけに庁舎を統合すると

いうわけでもないでしょうから、統合庁舎に

よる効果と効率性や機能性を踏まえた上での

部署再編や新設及び撤廃などの構想、さらに

は大半が集結する職員への対応と職員の働き

方の変化などへの考え方をお伺いしますの

で、次の３点にご答弁を願います。 

 １つ目です。今後の再編計画と庁舎統合の

場合の部署新設についてどのように考えてい
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らっしゃるのでしょうか。通告書には再編と

新設となっているんですけれども、もし撤廃

というのもあればあわせてご答弁ください。 

 ２つ目です。危機管理や安全対策に関する

専門部署の新設と町の危機管理に対する自己

評価についてお伺いします。 

 ３番目です。ワーク・ライフ・バランスを

念頭に置いた次世代の働き方についてどうい

うお考えを持っていらっしゃるのか、お伺い

します。 

 この３点です。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 林議員の役場内の部署の再

編と新設並びに職員のワーク・ライフ・バラ

ンスについてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず今後の再編計画と庁舎統合の場合の部

署新設につきましては、現在の中能登町の行

政組織は、町長部局に11の課、また教育委員

会部局に２つの課及び議会事務局、その他各

種行政委員会があります。 

 過去の課の再編では、平成20年には企画課

から情報推進課を独立させ、ケーブルテレビ

による情報発信力を強化しております。また

平成22年には監理課を廃止し、総務課、農林

課等へ関係業務を移管し、また住民課と福祉

課を統合しました。そして今年度からは、住

民福祉課から長寿介護課を独立させ、健康な

長寿社会実現に向けて施策を展開しておりま

す。 

 中能登町が合併して10年が経過した現時点

において、これからの時代の要請に的確に対

応するために事務事業の見直しを行い、組織

の再編を検討する時期に来ていると考えてお

ります。具体的な組織案は今後検討いたしま

すが、現在議会でも議論されております統合

庁舎へ移行する機会に課の整理、統合等、現

組織の再編を行い、効率的な行政運営と町民

サービスの向上を図りたいと考えておりま

す。 

 次に、危機管理や安全対策に関する専門部

署の新設と町の危機管理に対する自己評価に

ついての質問にお答えをいたします。 

 東日本大震災以来、全国で多くの市町村が

危機管理に関する専門部署を設置しており、

その重要性が認識されております。 

 中能登町の危機管理に対する自己評価につ

きましては、まず、これまでに発生した危機

問題への対応について申し上げますと、風水

害などの自然災害のほかに、北朝鮮によるミ

サイル発射問題や新型インフルエンザ感染問

題、ＰＭ2.5などによる環境問題がありまし

た。 

 このような事案に対し緊急的な措置を行っ

ていますが、町民の安全な生活環境を確保す

るために、限られた職員と関係機関との連携

によりできる限りの対応を行ってきたところ

であります。その総合的な対応のコントロー

ルを総務課の防災担当部署で行ってきており

ます。また、今後においても幅広い分野で危

機的な事案が発生するおそれがあると考えら

れます。 

 いずれにしても関係課との連携が重要であ

り、それぞれの危機的状況に対応するために

は職員の専門的知識と迅速な判断処理能力が

必要になります。そして私自身、町の危機管

理のトップとして、常に危機感を持ちながら

日々を過ごしております。 

 このようなことから、総合的な自己評価に

ついては、ある程度の対応はできていると判

断し、まずまずではないかなと考えておりま

す。 

 災害時等に町民の生命と財産を守るために

危機管理体制の強化を図ることは、重要課題

であります。危機管理部署の新設につきまし

ては、先ほど申し上げました課の再編の中で

検討していきたいと考えております。 

 今後とも町民の安全、安心のために万全の

態勢を整え全力を尽くしてまいりますので、

よろしくお願いをいたします。 
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 次に、次世代の働き方についてのご質問に

お答えをします。 

 ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生

活の調和と訳されます。中能登町役場におい

ては、家庭での役割が増し、特にワーク・ラ

イフ・バランスが重要となる子育て期の指針

として、次世代育成支援対策推進法に基づき

中能登町特定事業主行動計画を策定してお

り、職員が仕事と子育ての両立を図ることが

できるように推進をしております。 

 内容としては、妊娠中や出産後における配

慮や男性職員の子育て参加の促進を記載して

おり、その一つとして出産時の男性職員の特

別休暇の取得を挙げております。実績としま

しては、現在まで４名の男性職員が出産時に

２日間の取得が可能な特別休暇を取得してお

ります。 

 また、計画には時間外勤務の縮減を挙げて

おり、現在、役場では水曜日をノー残業デー

と設定し、職場を挙げて一斉定時退庁を促し

ております。 

 また、庁舎を統合することで町民や職員が

関係各課にわたり効率よく手続や事務処理が

できることも働き方が変わることにつながる

と考えております。庁舎統合につきまして

は、議会におかれましても一日も早い結論を

お願いしたいと思っております。 

 今後とも、仕事に偏らず家庭や地域での役

割をバランスよく担える充実した生活ができ

るよう職場環境を整えていきたいと考えてお

ります。 

 よろしくお願いをいたします。 

○副議長（宮下為幸議員） 林議員 

○２番（林 真弥議員） 今ほどの町長の町

の危機管理に対する自己評価、まずまずだと

いう自己評価でございましたが、現状に甘ん

じることなく、常にもう１ランク上を目指し

て危機管理に不備のないようなまちづくりに

励んでいただきたいなと、そのように思いま

す。 

 ある大学の学長さんの言葉をかりたいんで

すけれども、その学長さんが20年後には現在

存在する職業、世の中にという意味ですよ。

現在存在する職業の30％が消滅もしくは必要

価値が大きく下がると。かわって30％程度の

現在存在しない新しい職業が生まれるだろう

と。そういうふうにおっしゃっているんです

ね。 

 簡単にいうと、これだけの職業があって、

３割程度が必要の比重がぐっと下がる。その

下がった仕事のかわりに新しい仕事がどんど

ん出てくる。そんな意味なんですけれども。 

 例えば、先ほどの１点目の質問に私がしま

したが、もし自動運転自動車が本当に実用化

されて、みんなが自動運転の車に乗るのが当

り前になったときには、多分免許証は要らな

いんだろうなと思うんですけれども、そうな

ってくると自動車学校というのが要らなくな

ってくる可能性がありますよね。免許センタ

ーというのも必要なくなってくる。必要なく

なることはないかもしれないですけれども、

ぐっと必要の比重が下がる。事故対策センタ

ーであったり、そういうところの仕事という

のが大幅に減ってくると思うんですね。 

 それにかわってどういう仕事が出てくるの

かというのはわかりませんけれども、時代と

ともに仕事の比重が上がる場合もあればぐっ

と下がってしまう。そういう場合というのは

何の世界でもあると思います。 

 役場の仕事に戻るんですけれども、合併し

て10年たちました。十年一昔と言いますけれ

ども、今ほど町長が10年間にいろいろ再編な

り新設なりというお話もされましたが、３つ

を１つにして、いろんな面で機能性とか効率

性とかというのは上がっていくと思うんです

ね。なおかつ、それプラスもう少し付加価値

のつくような、時代に合った、今の学長の言

葉じゃないですけれども、役場の仕事でも比

重が下がってきたものはあると思うんです。

逆に必要価値がぐんぐん上がってきたという
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ものもあると思うんです。 

 そういうことをしっかり精査していただい

て、まだ結果はわかりませんけれども、せっ

かく３つを１つにするんですから、ただ３つ

が１つの場所に集まるというそんな感覚では

なくて、より機能性の高い、効率性の高い、

そういう状態に持っていくために、しっかり

精査していただいて再編、新設、撤廃、しっ

かり考えていただきたいなと、そう思ってお

ります。 

 私、８月なんですけれども、東京のある製

薬会社のオフィスを見学する機会がありまし

た。知人の紹介で行ってきたんですけれど

も。製薬会社のオフィスを見学させていただ

いて、社員の方々ともいろいろ話をする機会

がありまして、いろいろ感心したり驚いたり

のことがあったんですが、社員の方々との話

の中で効率性とか機能性というのを日々上司

を交えて話していると。今していることがベ

ストなのか、もう少しいい方法があるのでは

ないかといったような、現状に甘んじること

なく常によい方法があるんじゃないかという

ことを上司を交えて日々議論していますよと

いう話もされておりました。その会社の総務

部長さんとも少しお話をしたんですけれど

も、その会社はワーク・ライフ・バランスに

は十分配慮した職場づくりに努めています

と、そういうお話でありました。 

 町長、働くということはどういうことなの

かというのは、ちょっと難しいんですけれど

も、最後でよろしいんですけれども、町長、

働くということに関して町長の思いというか

考え方というのはどう考えていらっしゃるの

か、ご答弁願えませんでしょうか。 

○副議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 働くということはというこ

とでありますけれども、人間として生まれ、

そして生活していくためには働くことは当然

でありますし、それによって人と人とのつな

がり、また世の中のためになる。そういうこ

とであろうと思います。 

 そういう中で、明るく、また笑顔で、そん

な働く場所をつくる。また一人一人が大事で

あろうと思いますし、また上に立っている

方、そういう方々の努力も必要であろうと、

そう思います。 

 働くことによって世の中が回っていくわけ

でありますし、そういう中での働く人、義務

感、そしてどんな気持ちで働くのか。そうい

うことが問われる中で、その職場職場、そし

てよりよくするためにいろんな話し合いもし

ながらいい環境をつくる。そういうことが大

事であろうと。 

 役場におきましても、私をトップといたし

まして、どうしたら明るい笑顔のあるそんな

役場になるのかと日々努力もしているところ

でありますけれども、一人一人の考えもあり

ますし、なかなかそこまで到達していないの

が現状でありますけれども、働くということ

は世のため、そして自分のため、そういうこ

とで大変大事なことだなと、そう思っており

ます。やる気が出る、そんな職場づくりが大

事であろうと。私はそう思っております。 

 以上です。 

○副議長（宮下為幸議員） 林議員 

○２番（林 真弥議員） もう余り時間がな

いので。 

 私は、働くということに関しては、働くと

いうことは、世の中に貢献して自分を含めた

皆さんを幸せに導くことかなというふうに思

っております。役場の職員の皆さんにも世の

中に貢献、地域に貢献して、自分も含めて皆

さんを幸せに導くような役場の環境に、職場

の環境になるように、町長、ぜひ努めていた

だきたいなと思います。 

 以上で終わります。 

○副議長（宮下為幸議員） ここで、若狭議

員の一般質問について答弁漏れがありますの

で、これを許します。 

 堀内参事兼総務課長 
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  〔堀内浩一参事兼総務課長登壇〕 

○堀内浩一参事兼総務課長 先ほどの若狭議

員からのご質問について、建築工事に係るく

いのことについてお答えいたします。 

 まず１つ目の施設として、ラピア鹿島に増

築いたしました放射線防護施設でございます

が、くいの本数は８本で、くい長につきまし

ては８メーターから９メーターのものを使用

しております。 

 次に、第２鹿寿苑の建設に係るくい打ちで

すが、本数は51本、くい長はいずれも18メー

ターのものを使用しております。 

 以上でございます。 

 ◎散   会 

○副議長（宮下為幸議員） 以上で本日の一

般質問を終わります。 

 本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回は、あす、18日午後３時より会議を開

きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後０時04分 散会 

 



－103－ 

 

 

平成27年12月18日（金曜日） 

 

 

  ○出席議員（13名） 

    １番  土 本   稔  議員     ８番  宮 下 為 幸  議員 

    ２番  林   真 弥  議員     10番  甲 部 昭 夫  議員 

    ３番  中 川 秀 平  議員     11番  古 玉 栄 治  議員 

    ４番  山 本 孝 司  議員     12番  若 狭 明 彦  議員 

    ５番  笹 川 広 美  議員     13番  坂 井 幸 雄  議員 

    ６番  南   昭 榮  議員     14番  作 間 七 郎  議員 

    ７番  諏 訪 良 一  議員 

 

  ○欠席議員（１名） 

    ９番  亀 野 冨二夫  議員 

 

  ○説明のため出席した者 

    町     長 杉 本 栄 蔵     農 林 課 長 加 賀 忠 夫 

    副  町  長 廣 瀬 康 雄     上下水道課長 北 野   均 

    教  育  長 池 島 憲 雄     住民福祉課長 平 岡 重 信 

    参事兼総務課長 堀 内 浩 一     長寿介護課長 道 善 まり子 

    参事兼土木建設課長 高 橋 孝 雄     会 計 課 長 正 谷   智 

    参事兼保健環境課長 長 元 健 次     教育文化課長 植 田 一 成 

    企 画 課 長 高 名 雅 弘     生涯学習課長 百 海 和 夫 

    情報推進課長 町 田 穂 高     教育文化課担当課長 林   大 智 

    税 務 課 長 古 川 利 宣 
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  ○職務のため出席した事務局職員 

    事務局長  田 中 栄 一      書  記  山 本 博 司 

                         〃    水 田 祥 代 

 

 

  ○議事日程（第４号） 

    平成27年12月18日  午後３時00分開議 

 

   日程第１ 教育民生常任委員会委員長報告 

 

   日程第２ 総務建設常任委員会委員長報告 

 

   日程第３ 議案第71号から議案第89号 

        （討論・採決） 

 

   日程第４ 請願第７号（継続審査） 

        請願第８号及び請願第９号 

        （討論・採決） 

 

   日程第５ 閉会中の継続調査 
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   （追加日程１） 

 

        諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 

 

 

 

   （追加日程２） 

 

        発議第14号 地方大学の機能強化を求める意見書 

 

        発議第15号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽 

              減を求める意見書 

 

        （提案趣旨説明、質疑、討論、採決） 
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           午後４時30分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（甲部昭夫議員） ご苦労さまでござ

います。 

 ただいまの出席議員数は13名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第１及び日程

第２ 各常任委員会委員長報告 

 これより、本定例議会から付託しておりま

した 

 議案第71号 中能登町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の制定について 

 議案第72号 中能登町個人番号カードの利

用に関する条例の制定について 

 議案第73号 中能登町下水道等供用開始区

域内し尿等処分手数料徴収条例の制定につい

て 

 議案第74号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について 

 議案第75号 中能登町税条例等の一部を改

正する条例について 

 議案第76号 中能登町手数料条例の一部を

改正する条例について 

 議案第77号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について 

 議案第78号 中能登町介護保険条例の一部

を改正する条例について 

 議案第79号 中能登町廃棄物の減量化及び

適正処理等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第80号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について 

 議案第81号 中能登町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第82号 町道路線の変更について 

 議案第83号 字の区域及び小字の名称の変

更について 

 議案第84号 平成27年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第85号 平成27年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第86号 平成27年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第87号 平成27年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算 

 議案第88号 平成27年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第89号 平成27年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 継続審査となっていました請願第７号 Ｉ

ＣＴ利活用による地域活性化とふるさとテレ

ワークの推進を求める請願書 

 請願第８号 地方大学の機能強化を求める

請願書 

 請願第９号 マイナンバー制度の円滑な運

営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求め

る請願書 

 以上、議案19件及び請願３件につきまして

は、各常任委員長から委員会審査報告書が議

長のもとに提出されております。 

 これより、以上の案件に関し、各委員会に

おける審査の過程及び結果について各常任委

員会委員長の報告を求めます。 

 初めに、教育民生常任委員会委員長 南昭

榮議員 

  〔教育民生常任委員会委員長（南昭榮議 

   員）登壇〕 

○教育民生常任委員会委員長（南昭榮議員）

 教育民生常任委員会からの審査結果を報告

いたします。 

 教育民生常任委員会における審査の過程並

びに結果についてご報告をいたします。 
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 今定例会で付託されました案件は、議案10

件、請願１件であり、執行部からの説明を求

め、慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など主なも

のについて申し上げます。 

 その前に、議案の訂正について報告しま

す。 

 議案第80号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について、議会初日において

生涯学習課長から議案の訂正と陳謝があり、

質疑終了後、再度、議案の正誤表の配付と陳

謝について場を設ける予定でしたが、会議は

終了となったことにより、委員会付託されま

した当委員会での議案の訂正の取り扱いにつ

いて協議をしました。 

 議案の訂正についてという説明資料を議員

各位のお手元に配付してございますが、議案

の訂正方法については、本会議の許可の議決

が必要であるのが原則であるが、その間、委

員会において訂正を前提として審査を進める

弾力的な運用も可能であるとなっており、ま

た、ある議案について、説明中に議案の一部

に誤りがあったので訂正したい旨の申し出が

あった場合は、訂正する内容にもよるが、誤

字、脱字程度の軽易なものであれば、長から

の申し出により正誤表を配付することで足り

るとの解釈があります。 

 これを受け、当委員会では、議案第80号の

議案の訂正が軽易な訂正であるとして正誤表

を受け入れ、審査することとしましたので、

報告いたします。なお、提出を受けた正誤表

についても議員お手元に配付済みでございま

す。 

 議案の訂正については以上です。 

 改めて、審査の過程における質疑、意見な

ど主なものについて申し上げます。 

 議案第84号 平成27年度 中能登町一般会

計補正予算、歳入、国庫支出金の障害児施設

措置費負担金157万4,000円の増額補正につい

て内容説明を求めました。この補助金は、放

課後デイサービス、障害児・未就学児の発達

支援、障害児の相談支援の３つの事業に対す

る国からの補助であるとの説明を受けまし

た。 

 次に、同じく議案第84号、歳出、第３款民

生費の障害児施設給付費315万円の増額補正

について、主に放課後デイサービスへの給付

であり、社会福祉法人つばさの会が運営する

夢ウイングなど、その需要は増加傾向である

が、現在の利用状況などについて説明を求め

ました。現在、夢ウイングでの放課後デイサ

ービスの定員は10名で、平均利用人数は約８

名であり、つばさの会では、今後、放課後デ

イサービスの事業拡大も検討しており、七尾

市内でも新たな事業所ができるなど、その需

要は増加傾向であるとのことでした。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案10件については全会一

致で可決いたしました。 

 続いて、請願１件につきましても全会一致

で採択いたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で教育民生常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、総務建設常

任委員会委員長 若狭明彦議員 

  〔総務建設常任委員会委員長（若狭明彦 

   議員）登壇〕 

○総務建設常任委員会委員長（若狭明彦議

員） 総務建設常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会で付託されました案件は、議案10

件、請願１件並びに継続審査の請願１件であ

り、執行部からの説明を求め、慎重に審査を

いたしました。 

 審査の過程における質疑の概要について申

し上げます。 

 まず、議案第72号 中能登町個人番号カー
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ドの利用に関する条例の制定について、申請

手読が必要なものかとの質疑がありました。

これについては、必ずしも申請しなくてもよ

く、番号カード申請は任意であるとの説明を

受けました。 

 次に、議案第84号 平成27年度中能登町一

般会計補正予算、歳出、第６款農林水産業

費、地籍調査事業費、地籍測量の委託料730

万円の減額補正について内容説明を求めまし

た。これは、東日本大震災や南海トラフの関

連で、太平洋側の地籍調査を行っていない市

町村に重点的に予算配分されたことにより、

石川県内の全市町が減額されており、今後も

事業費獲得のため陳情活動を引き続き行って

いきたいとの説明を受けました。 

 また、地籍測量の町全体の進捗率はどれく

らいなのかとの質疑がありました。これにつ

いては、平成26年度末で17.34％であり、現

在、鳥屋地区では黒氏地区、鹿島地区では尾

崎地区、鹿西地区では能登部上及び徳丸地区

を行っております。完了するまでには、山林

を除く宅地や耕地で十数年かかる見込みであ

るとの説明を受けました。 

 次に、歳出の第６款農林水産業費、林業振

興費、桜並木等保全管理業務の委託料450万

円の増額補正で、場所はどこなのかとの質疑

がありました。これについては、徳前から金

丸への長曽川堤防付近とスポーツセンターろ

くせいの裏側の農業用排水路沿い及び良川の

良川自動車商会からどんたくの裏側の第10号

排水路沿いの桜並木などの３カ所を整備する

予定であるとの説明を受けました。 

 次に、同じく歳出の第７款商工費、観光振

興費、工事請負費450万円の増額補正で、工

事内容はとの質疑がありました。これについ

ては、花見月地内の眉丈が丘休憩所で、あず

まやの柱及びベンチの修繕工事、また浄化槽

撤去工事も行うとの説明を受けました。 

 次に、同じく歳出の第８款土木費、除雪

費、除雪作業の委託料1,320万円の増額補正

で、借り上げする除雪機は何台で、１台当た

りの単価は幾らかとの質疑がありました。こ

れについては、業者所有の機械の台数は38台

で、１台当たりの単価はタイヤショベル1.2

立米で１シーズン約45万円弱との説明を受け

ました。 

 また、町がリース契約をし、業者に貸与し

た台数は何台かとの質疑がありました。これ

については、台数が８台で、１シーズン約90

万円であるとの説明を受けました。 

 次に、議案第87号 平成27年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算、債務負担行為補

正、バイオマスメタン発酵施設建設工事に伴

う施工監理業務委託費700万円の増額補正に

ついて説明を求めました。これについては、

発注済みの工事では現在準備工及び施設内の

埋設物調査中であり、施工監理業務委託につ

いては、至急発注し適正な監理に努めていく

との説明を受けました。 

 次に、議案第88号 平成27年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算で、ケー

ブルテレビとインターネットで現在の加入率

はとの質疑がありました。これについては、

11月末現在でケーブルテレビが43.91％、イ

ンターネットが21.99％であるとの説明を受

けました。 

 以上、質疑の主な概要でございます。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案10件については全会一

致で可決いたしました。 

 続いて、請願１件につきましても全会一致

で採択いたしました。また、継続審査であり

ました請願第７号のＩＣＴ利活用による地域

活性化とふるさとテレワークの推進を求める

請願書については、賛成少数で不採択といた

しました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で総務建設常任委員会からの審査結果
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の報告を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） ここで申し上げま

す。この際、本日の会議時間をあらかじめ延

長しておきます。 

 以上で各委員会の委員長報告が終わりまし

た。 

 

 ◎質   疑 

○議長（甲部昭夫議員） これより、各委員

長報告に対する質疑を行います。 

 質疑の方はありますか。 

 〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 質疑がないようで

あります。 

 これで質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第３ 

 議案第71号から議案第89号について、討

論、採決を行います。 

 まず、議案第71号から議案第89号までの議

案19件について一括して討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。反対討

論はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、賛成討論の発言を許します。賛成討

論はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 議案第71号 中能登町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の制定について 

 議案第72号 中能登町個人番号カードの利

用に関する条例の制定について 

 議案第74号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について 

 議案第75号 中能登町税条例等の一部を改

正する条例について 

 議案第76号 中能登町手数料条例の一部を

改正する条例について 

 議案第77号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について 

 議案第78号 中能登町介護保険条例の一部

を改正する条例について 

 議案第81号 中能登町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第82号 町道路線の変更について 

 議案第83号 字の区域及び小字の名称の変

更について 

 以上、議案10件について一括して採決を行

います。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。 

 本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第71号及び議案第72号並びに

議案第74号から議案第78号及び議案第81号か

ら議案第83号は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、議案第73号

 中能登町下水道等供用開始区域内し尿等処

分手数料徴収条例の制定について採決を行い

ます。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 
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○議長（甲部昭夫議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第73号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、議案第79号

 中能登町廃棄物の減量化及び適正処理等に

関する条例の一部を改正する条例について採

決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第79号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、議案第80号

 中能登町体育施設条例の一部を改正する条

例について採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第80号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、議案第84号

 平成27年度中能登町一般会計補正予算につ

いて採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。 

 本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第84号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、議案第85号

 平成27年度中能登町後期高齢者医療特別会

計補正予算 

 議案第86号 平成27年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第87号 平成27年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算 

 議案第88号 平成27年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第89号 平成27年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 以上の議案５件について一括して採決を行

います。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。 

 本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第85号から議案第89号までの

議案５件は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 続いて、請願第７

号 ＩＣＴ利活用による地域活性化とふるさ

とテレワークの推進を求める請願書 

 請願第８号 地方大学の機能強化を求める

請願書 

 請願第９号 マイナンバー制度の円滑な運

営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求め

る請願書 
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 以上、請願３件について討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。反対討

論はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、賛成討論の発言を許します。賛成討

論はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結いたします。 

 続いて、採決を行います。 

 請願第７号 ＩＣＴ利活用による地域活性

化とふるさとテレワークの推進を求める請願

書を採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、賛成少数で

不採択であります。 

 この請願を採択することに賛成の方の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立少数でありま

す。 

 よって、請願第７号は、不採択とすること

に決定いたしました。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、請願第８号

 地方大学の機能強化を求める請願書を採決

します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

採択であります。 

 この請願を採択することに賛成の方の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、請願第８号は、採択することに決

しました。 

 

○議長（甲部昭夫議員） 次に、請願第９号

 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源

確保等自治体の負担軽減を求める請願書を採

決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

採択であります。 

 この請願を採択することに賛成の方の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、請願第９号は、採択することに決

しました。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（甲部昭夫議員） お諮りいたしま

す。 

 ただいま杉本町長より、諮問第１号 人権

擁護委員候補者の推薦についてが提出されま

した。 

 これを日程に追加し、日程の順序を変更し

直ちに議題としたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 諮問第１号を日程の順序を変更し、直ちに

議題とすることに決定しました。 

 議事日程を配付しますので、暫時休憩いた

します。 

           午後５時04分 休憩 

 

           午後５時05分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎諮問第１号 

○議長（甲部昭夫議員） 追加日程第１ 諮
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問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につい

てを議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 提案理由を説明いたしま

す。 

 本日、追加提案をいたしました議案につき

まして、その概要をご説明いたします。 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついてであります。 

 今回、人権擁護委員の任期満了に伴い、再

任として、中能登町黒氏 横山隆信氏及び中

能登町春木 常陸純子氏の２名の方を、また

新任として、中能登町曽祢 三宅久恒氏及び

中能登町小竹 多田葉子氏の２名の方を人権

擁護委員候補者として法務大臣に推薦いたし

たく、関係法令の規定に基づき、議会の意見

を求めるものであります。 

 なお、任期は平成28年４月１日から３年間

であります。 

 以上、本日追加提案をいたしました議案に

つきご説明申し上げましたが、議員各位にお

かれましては、慎重なるご審議の上、適切な

る議決を賜りますようお願いを申し上げまし

て、提案理由の説明を終わります。 

○議長（甲部昭夫議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 本案は、人事案件でありますので、質疑、

討論及び委員会付託を省略し、直ちに採決し

たいと思います。これにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、質疑、討論及び委員会付託を省略

し、直ちに採決することに決定しました。 

 お諮りいたします。 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、適任であるとすることにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。よって、諮問第１号 人権擁護委員候補

者の推薦については、適任であることに決定

しました。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（甲部昭夫議員） お諮りいたしま

す。 

 ただいま、提出者 笹川広美議員ほか賛成

者６名から、発議第14号 地方大学の機能強

化を求める意見書 

 提出者 笹川広美議員ほか賛成者６名か

ら、発議第15号 マイナンバー制度の円滑な

運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求

める意見書 

 以上の発議２件が提出されました。 

 これを日程に追加し、日程の順序を変更し

直ちに議題としたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、発議第14号及び発議第15号を日程

に追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題

とすることに決定しました。 

 議事日程配付のため、暫時休憩いたしま

す。 

           午後５時08分 休憩 

 

           午後５時09分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎発議第14号、発議第15号 

○議長（甲部昭夫議員） 追加日程２ 発議

第14号 地方大学の機能強化を求める意見

書、発議第15号 マイナンバー制度の円滑な

運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求
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める意見書を一括して議題といたします。 

 まず、発議第14号について提出者より趣旨

説明を求めます。 

 ５番 笹川広美議員 

  〔５番（笹川広美議員）登壇〕 

○５番（笹川広美議員） ただいま上程され

ました意見書について趣旨説明をいたしま

す。 

 地方創生に向けた政府の総合戦略において

地方大学の果たす役割は重視されており、こ

れまで以上の取り組みが期待されておりま

す。 

 地方創生に向け、地域と大学がこれまで以

上に積極的に取り組もうとする中、若者の地

元定着や地域のニーズに対応した人材育成な

どに大きな影響が出てくることが懸念される

ことから、次の項目について強く推進するよ

う求めます。 

１．知の拠点である地方大学を“地方創生の

拠点”として位置付け、地域の産業振興・

雇用創出に資する研究開発、若者の地元定

着や地域人材の育成につながる教育など、

地方創生に貢献する取り組みに対して支援

を図ること。 

２．地域ニーズに即した人材育成や技術開発

をはじめ、地域課題の解決に向けた地元自

治体や産業界等と連携した取り組みに対し

支援の充実を図ること。 

３．地方で若者が一定水準の専門知識を習得

できるよう教育の質の確保を図るとともに

大学で学ぶ学生定員確保のため、その基盤

となる国立大学法人運営費交付金の充実、

私立大学に対する私学助成の拡充を図るこ

と。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成27年12月18日 

  石川県中能登町議会 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 提出者の趣旨説明

が終わりました。 

 これより、発議第14号について質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 次に、発議第15号について提出者より趣旨

説明を求めます。 

 ５番 笹川広美議員 

  〔５番（笹川広美議員）登壇〕 

○５番（笹川広美議員） ただいま上程され

ました意見書について趣旨説明をいたしま

す。 

 マイナンバー制度の導入に伴い、市町村に

は通知カード・個人番号カードの交付につい

て対応するよう求められています。政府にお

いては、自治体負担の軽減のために次の事項

について特段の配慮を求めます。 

１．平成28年度以降についても、地方公共団

体情報システム機構に支払う交付金全額を

国の負担とし、十分な予算措置をするこ

と。 

２．同様に、円滑な個人番号カード交付事務

を行うため、事務処理に必要な人員の確保

やシステム整備経費など、全額を国の負担

とし充分な予算措置を行うこと。 

３．地方自治体の予算編成等に支障が出ない

よう、補助金交付やシステム改修フローな

ど、円滑な制度導入準備のために必須の情

報を適時適切に提供すること。 

４．マイナンバー制度のスムーズな導入に向

けて、地方自治体職員や地域の事業者に対

する研修用ガイドブックの作成、研修会の

開催など十分な支援を実施すること。 

５．配達できなかった簡易書留郵便（マイナ

ンバー通知）の受取人の所在調査に要する

経費の負担軽減を図ること。 

６．マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた

詐欺の防止や個人番号カードの円滑な交付
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の推進のための周知広報に対する支援を実

施すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成27年12月18日 

  石川県中能登町議会 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 暫時休憩いたしま

す。 

           午後５時17分 休憩 

 

           午後５時18分 再開 

○議長（甲部昭夫議員） 再開します。 

 ５番 笹川広美議員 

  〔５番（笹川広美議員）登壇〕 

○５番（笹川広美議員） ただいま上程をい

たしました発議第14号 地方大学の機能強化

を求める意見書でございますが、賛成議員、

氏名の中に亀野冨二夫議員の名前が記載され

ておりますが、きょう欠席となっております

ので、亀野冨二夫議員の名前を訂正して削除

をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（甲部昭夫議員） 提出者の趣旨説明

が終わりました。 

 発議第15号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております発議第14号

及び発議第15号については、会議規則第39条

第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託を省略します。 

 次に、発議第14号及び発議第15号について

討論を行います。 

 討論はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、発議第14号 地方大学の機能強

化を求める意見書を採決します。 

 お諮りいたします。 

 発議第14号は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、発議第14号は、原案のとおり可決

されました。 

 続いて、発議第15号 マイナンバー制度の

円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽

減を求める意見書を採決します。 

 お諮りいたします。 

 発議第15号は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（甲部昭夫議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、発議第15号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎閉会中の継続調査 

○議長（甲部昭夫議員） 日程第５ 閉会中

の継続調査 

 閉会中の継続調査についてを議題といたし

ます。 

 ただいま議会運営委員会委員長、総務建設

常任委員会委員長、教育民生常任委員会委員

長、議会行革・活性化特別委員会委員長、庁

舎統合建設特別委員会委員長、議会広報特別

委員会委員長から、会議規則第75条の規定に

より、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調
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査及び各常任委員会、特別委員会の閉会中の

所管事務調査のため、閉会中の継続調査の申

し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続

調査とすることにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫議員） 異議なしと認めま

す。よって、各委員長から申し出のとおり閉

会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

 ◎閉議・閉会 

○議長（甲部昭夫議員） 以上で、本議会に

付議されました案件の審議は全て終了いたし

ました。 

 これをもって平成27年第６回中能登町議会

定例会を閉会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後５時25分 閉会 
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